
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課 

 

  

 

令和５年度カネミ油症行政担当者会議 

参考資料 
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うち認定さ
れた者数
(※）

うち認定さ
れた方の数

北 海 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

青 森 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩 手 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 城 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋 田 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山 形 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨 城 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

栃 木 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

群 馬 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼 玉 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

千 葉 県 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 1 5

東 京 都 0 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 1 8

神 奈 川 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3

新 潟 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富 山 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 川 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福 井 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山 梨 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

長 野 県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐 阜 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

静 岡 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2

愛 知 県 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 0 0 0 11

三 重 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

滋 賀 県 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

京 都 府 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

大 阪 府 0 9 9 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 34 11 0 0 0 0 1 16

兵 庫 県 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3

奈 良 県 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

和 歌 山 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥 取 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

島 根 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

岡 山 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

広 島 県 2 18 20 1 2 3 2 0 2 2 1 3 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 3 0 1 0 0 11 22

山 口 県 1 6 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 7

徳 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香 川 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛 媛 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2

高 知 県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1

福 岡 県 4 20 24 1 28 29 0 6 6 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 3 0 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 221 66 0 0 0 0 11 60

佐 賀 県 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 0 0 1 6

長 崎 県 8 105 113 1 29 30 1 8 9 0 2 2 5 4 9 1 5 6 3 0 3 6 6 12 2 2 4 3 3 6 1 3 4 194 70 0 1 1 1 31 168

熊 本 県 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 3 0 0 0 0 1 4

大 分 県 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宮 崎 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

鹿 児 島 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0

沖 縄 県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,966 16 196 212 4 74 78 4 18 22 2 9 11 8 10 18 2 13 15 6 1 7 10 6 16 2 6 8 4 6 10 2 4 6 597 182 2 0 1 3 1,966 62 344 2,372

（注）上記の数字は都道府県からの申告によるものである。

検診
認定

令和４年度

検診
認定

同居
認定

計
同居
認定

計

令和５年度

検診 同居認定

計

受診者総数
（未認定、認定済みの方の合わせ

た数）
申請者数

1,966

計
うち未認定の方で検診

を受けた者数

2,3721,966

検診
認定

同居
認定

平成29年度

計
同居
認定

平成27年度

計
同居
認定

計
検診
認定

計計
検診
認定

同居
認定

同居
認定

■ カネミ油症　累計認定患者数

　　※累計認定患者数には、死亡者数も含む。

計

平成30年度

検診
認定

同居
認定

計

令和3年度

検診
認定

同居
認定

令和元年度

検診
認定

同居
認定

令和2年度

検診
認定

平成28年度

検診
認定

同居
認定

計

認定
都道府県名

平成23年度

末以前

平成24年度 平成25年度 平成26年度

検診
認定

うち
平成23年度

末以前

うち
平成24年度

以降の検診
認定

うち
同居認定

累計認定患者数

R5.12.31 現在
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カネミ油症患者の
同居家族の

認定申請のご案内

厚生労働省

１）から３）をすべて満たす方が対象となります

１）油症発生当時、油症患者（認定患者※）と同居していた
※同居家族認定患者は除く。

２）油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した

３）現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が
継続的に必要

平成２４年１２月から、油症診断基準が改定され、
カネミ油症認定患者の油症発生当時の同居家族の

方が、新たに認定の対象となりました。

※申請の受付はお住まいの都道府県等で行います。
先ずは、最終ページにあります相談窓口一覧からお住まいの都道府

県にご相談ください。

新たに認定の対象となる方
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（１）お住まいの都道府県等のホームページからダウンロードも
しくは窓口で直接又は郵送で書類を入手いただけます。

①認定申請書
→今回、認定申請される方ご自身で記入して下さい。

②医師の意見書
→現在の心身の症状について、申請される方ご自身で記入するとともに、
かかりつけのお医者さんに記入してもらって下さい。

（２）お住まいの市区町村等で、同居を確認する書類を入手いた
だけます。

③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

申請書類を都道府県等に提出して下さい。
① 認定申請書 ②医師の意見書
③ 昭和４３年の事件当時、認定患者と同居していた
ことが確認できる書類

※郵送でも受け付けます。（ＦＡＸでは受理できません）

申請手続きの流れ

１ 申請書類の準備

２ 申請書類の提出

申請された都道府県等が結果を通知します。

詳細

○ 国の健康実態調査に協力した場合に、
年１９万円の「健康調査支援金」

○ カネミ倉庫株式会社から、
・油症と関連する医療費の自己負担分
・年５万円程度の給付金

★ 油症患者として認定されると、次のような支援が受けられます。
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昭和４３年の事件当時、認定患者と同居
していたことが確認できる書類

＜家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※兄弟姉妹が現在結婚している場合は、結婚前のもの（親の戸籍謄本など）が
必要です。また認定患者が既に死亡されている場合は、死亡時の住所地の市
区町村に申請が必要です。

昭和４３年の事件当時、申請者と認定患者が以下のいずれかに該当する場合は、
家族関係を確認する書類
①夫婦関係
②親子関係で、子は高校3年相当以下の未婚
③兄弟姉妹で、皆高校3年相当以下の未婚

次の１，２の両方が必要です。
＜１．家族関係を示す書類＞

戸籍謄本、除籍謄本又は、改製原戸籍謄本
【市区町村で入手して下さい】

※申請者と認定患者が同一の戸籍にない場合は、親族関係を確認するため、複
数のものが必要な場合があります。

＜２．同居していたことを示す書類（①か②のいずれか）＞

① 事件当時の住所がわかる書類。
※事件当時の住所が記載された「戸籍の附票の写し」、事件以前から現在まで現住所に住んでいる場合「住民票の写し」など

② ①がない場合、A～Cの全て
A 申請者と認定患者の戸籍の附票の廃棄済証明書

【市区町村で入手して下さい】
B 当時の生活地域がわかる資料等（卒業証書、在職証明書等）
※Ｂがない場合は、Ｃを「三親等以内の親族以外の第三者２名による陳述書」とすることも可能。

C 当時同居していた状況がわかる申請者ご本人以外の２名による陳述書

上記以外の場合は、家族関係と同居を確認する書類

以下の書類で同居を確認します。詳しくは、お住まいの都道
府県にお問い合わせ下さい。
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カネミ油症に関する都道府県相談窓口

※【相談支援員設置】と記載のある都道府県については、地域にお住まいの方向けに相談支援員を設置しています。
ご相談を希望される方は、上記の相談窓口にお問い合わせ下さい。

※一部都道府県では、市で認定等を行っているところもありますが、まずは上記都道府県までお問い合わせください。

北 海 道 011-204-5261 保健福祉部健康安全局食品衛生課
青 森 県 017-734-9214  健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ
岩 手 県 019-629-5323  環境生活部県民くらしの安全課
宮 城 県 022-211-2644  環境生活部食と暮らしの安全推進課
秋 田 県 018-860-1593  生活環境部生活衛生課
山 形 県 023-630-2621  防災くらし安心部食品安全衛生課
福 島 県 024-521-7245 保健福祉部食品生活衛生課
茨 城 県 029-301-3424 保健医療部生活衛生課食の安全対策室
栃 木 県 028-623-3109 保健福祉部生活衛生課食品安全推進班食品衛生チーム
群 馬 県 027-226-2443 健康福祉部食品・生活衛生課
埼 玉 県 048-830-3608 保健医療部食品安全課
千 葉 県 043-223-2626 健康福祉部衛生指導課
東 京 都 03-5320-4405 福祉保健局健康安全部食品監視課
神奈川県 045-210-4940 健康医療局生活衛生部生活衛生課
新 潟 県 025-280-5205 福祉保健部生活衛生課
富 山 県 076-444-3230 厚生部生活衛生課
石 川 県 076-225-1443 健康福祉部薬事衛生課
福 井 県 0776-20-0354 健康福祉部医薬食品・衛生課
山 梨 県 055-223-1489 福祉保健部衛生薬務課
長 野 県 026-235-7155 健康福祉部食品・生活衛生課食品衛生係
岐 阜 県 058-272-8280 健康福祉部生活衛生課
静 岡 県 054-221-2538 健康福祉部衛生課
愛 知 県 052-954-6297 保健医療局生活衛生部生活衛生課
三 重 県 059-224-2343 医療保健部食品安全課
滋 賀 県 077-528-3643 健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
京 都 府 075-414-4773 文化生活部生活衛生課
大 阪 府 06-6944-6705 健康医療部生活衛生室食の安全推進課
兵 庫 県 078-341-7711 保健医療部生活衛生課
奈 良 県 0742-27-8681 文化・教育・くらし創造部消費・生活安全課
和歌山県 073-441-2624 環境生活部県民局食品･生活衛生課
鳥 取 県 0857-26-7159 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
島 根 県 0852-22-5264 健康福祉部薬事衛生課
岡 山 県 086-226-7338 保健医療部生活衛生課食の安全推進班
広 島 県 082-513-3106 健康福祉局食品生活衛生課【相談支援員設置】
山 口 県 083-933-2974 環境生活部生活衛生課食の安心・安全推進班
徳 島 県 088-621-2229  危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課
香 川 県 087-832-3180 健康福祉部生活衛生課
愛 媛 県 089-912-2395  保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
高 知 県 088-823-9678 健康政策部健康対策課【相談支援員設置】
福 岡 県 092-643-3280 保健医療介護部生活衛生課【相談支援員設置】
佐 賀 県 0952-25-7077 健康福祉部生活衛生課
長 崎 県 095-895-2362 県民生活環境部生活衛生課食品乳肉衛生班【相談支援員設置】

熊 本 県 096-333-2247 健康福祉部健康危機管理課
大 分 県 097-506-3056 生活環境部食品・生活衛生課
宮 崎 県 0985-26-7076 福祉保健部衛生管理課
鹿児島県 099-286-2786 くらし保健福祉部生活衛生課
沖 縄 県 098-866-2055 保健医療部衛生薬務課

令和５年４月現在
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令和5年度健康実態調査の結果について（概要） 

※【  】で表記した部分は、同一の質問項目に関する昨年度の集計結果である。 

 

1.調査の目的 

平成24年9月に「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が施行され、「カネミ油症患

者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（厚生労働省・農林水産省告示）に基づき、カネミ油症患者

の生活習慣、病状、治療内容等について把握し、カネミ油症に関する調査研究を更に推進することを目的と

する。 

 

2.調査期間 

令和５年４月～６月末 

 

3.調査対象及び回答者 

各都道府県で把握している1,518人の認定患者（令和 5 年 3 月 31 日時点の調査対象見込者数、前年度

1,529人）のうち、死亡や所在不明の方、非協力の意向を示された方等を除いた1,282人【1,304人】から回

答を得た。 

 

4.調査項目 

平成20年度に厚生労働省が実施した油症患者に係る健康実態調査の調査項目を元に、全国油症治療研究班

（厚生労働科学研究費補助金による）で、カネミ油症患者の意見を聞きつつ決定した生活習慣、健康状態や

悩み、治療状況、これまでにかかったことのある病気・症状などの項目を調査した。 

 

5.調査結果の活用 

調査結果については、アンケートに基づく調査の医学的・科学的解釈の限界に留意しつつ、全国油症治療研

究班（厚生労働科学研究費補助金による）において、過去の健康実態調査及び過去の検診結果等と併せてよ

り詳細な解析を行い、翌年度以降の健康実態調査項目などカネミ油症に関する調査研究に活用される予定で

ある。 
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6.調査結果の概要 

(1)性別 

・男性610人【618人】、女性672人【686人】、不詳0人【0人】 

 

 

(2)年齢 

・平均年齢は68.9歳【68.5歳】であった。 

男性67.9歳歳【67.4歳】、女性69.9歳【69.5歳】 

・男性は、「60～64歳」の者が19.7%【19.9%】と最も多く、次いで、「65～69歳」が18.7%【16.8%】、「55

～59歳」が17.4%【17.3%】等の順であった。 

・女性は、「60～64歳」の者が19.0%【18.4%】と最も多く、次いで、「65～69歳」が16.7%【15.7%】、「55

～59歳」が14.0%【14.6%】等の順であった。 
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(3)生活習慣について 

・１日の歩行時間についてみると、「90分以上」と回答した方が31.5%【29.7%】と最も多く、次いで、「30

分以上～60分未満」26.2%【26.5%】、「30分未満」21.5%【23.5%】等の順であった。 

 

 

・運動(スポーツ)頻度についてみると、「ほとんどしていない」と回答した方が41.8%【44.1%】と最も多

く、次いで、「週2～4回程度」が22.9%【21.3%】、「ほぼ毎日」が18.6%【16.9%】等の順であった。 
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・飲酒頻度についてみると、「飲まない」と回答した方が53.9%【54.6%】と最も多かった。 

 

 

・喫煙状況についてみると、「吸ったことがない」と回答した方が52.4%【53.1%】と最も多かった。 
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・労働時間についてみると、「4時間未満」と回答した方が35.8%【35.7%】と最も多く、次いで「8時間以上

9時間未満」が12.5%【13.3%】、「4時間以上5時間未満」が10.3%【9.0%】等の順であった。 

 

 

・野菜摂取量についてみると、「70g以上140g未満（1～2つ）」と回答した方が35.3%【32.5%】と最も多

く、次いで「70g未満（1つ未満）」22.2%【21.0%】、「140g以上210g未満（2～3つ）」20.4%【21.3%】等

の順であった。 
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・果物類摂取量についてみると、「50g未満」と回答した方が53.0%【51.5%】と最も多く「50g以上100g未

満」が26.8%【26.7%】、「100g以上150g未満」が16.2%【16.1%】等の順であった。 

 

 

・効果があると思われるサプリメント・健康食品の有無についてみると、14.0%【16.3%】が「ある」と回答

した。 
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・漢方薬の服用の有無についてみると、「使ったことがない」と回答した方が56.9%と最も多く、次いで

「以前は内服していたが現在は使っていない」が17.6%、「症状があるときに使用している」が12.0%等の

順であった。 

 
 

・漢方薬治療が有効であるという研究結果の認知度についてみると、4.8%が「よく知っている」と回答し

た。 
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・漢方薬治療に関する興味関心度についてみると、15.8%が「ぜひ、知りたい（興味あり）」と回答し、

23.6%が「ぜひ、知りたい（少し興味あり）」と回答した。 
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(4)健康・悩み・ストレスについて 

・日常生活での悩みやストレスについて、「ある」と回答した方は72.9%【75.0%】であった。 

 

・日常生活での悩みやストレスがあると回答した935人【978人】を対象に、悩みやストレスの最も気になる

原因（1つ）を質問したところ、「自分の健康状態、病気や介護」と回答した方が359人(38.4%)【413人

(42.2%)】と最も多かった。 

 

・睡眠時間についてみると、「6時間以上7時間未満」と回答した方が34.1%【33.4%】と最も多く、次いで

「5時間以上6時間未満」が22.9%【26.2%】、「7時間以上8時間未満」が18.8%【16.0%】等の順であった。 
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・睡眠時間のとれている度合いについてみると、「夜間、睡眠途中に目が覚めて困った。」と回答した方が

45.7%【48.3%】と最も多く、次いで「日中、眠気を感じた。」が36.6%【38.3%】、「睡眠全体の質に満足

できなかった。」が32.9%【34.2%】等の順であった。 

 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚についてみると、「はい」と回

答した方は45.6%【45.0%】であった。 

 

 

・座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動についてみると、

「はい」と回答した方は39.2%%【38.3%】であった。 

 

- 16-



 

 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、ま

たは座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかにつ

いて「はい」と回答した621人【630人】を対象に、休んでいるとき（座っているとき、または横になって

いるとき）と、体を動かしているときのどちらでこのように感じやすいかについて質問したところ、「休

んでいるとき」と回答した方が296人（47.7%）【287人（45.6%）】と最も多かった。 

 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、ま

たは座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかにつ

いて「はい」と回答した人の、このような感じがするときに起き上がったり、動き回ったりすると、実際

に動き続けているあいだは、その感じはいくらかでも軽くなるかについてみると「はい」が342人

（55.1%）【358人（56.8%）】と最も多かった。 

 

・座っているとき、または横になっている間に脚に不快な感じ、または感覚があるかについて「はい」、ま

たは座っているとき、または横になっている間に脚を動かす必要性、または動かしたい衝動があるかにつ

いて「はい」と回答した人の、脚のこの感じは1日のうちどの時間帯でもっとも起こりやすいかについて

は、「夜」が246人（39.6%）【230人（36.5%）】と最も多かった。 

 

(5)介護や日常生活動作の状況について 

・病院や診療所への入院、介護施設への入所状況についてみると、6.6%【6.3%】の方が入院中もしくは入所

中であった。 

 
  

- 17-



 

 

・要介護認定の状況についてみると、162人（12.6%）【164人（12.6%）】、男性55人（9.0%）【59人

（9.5%）】、女性107人（15.9%）【105人（15.3%）】の方が要介護認定を受けていた。 

 

 

・また、要介護認定を受けている162人の方に現在利用している介護サービス（当てはまるものすべて）を

質問したところ、「通所介護（デイサービス）」が27.8%【28.0%】と最も多く、次いで「ホームヘルパー

の訪問介護・訪問看護」が18.5%【18.3%】等の順であった。 

 

(6)現在の治療状況について 

・現在の受診頻度についてみると、「毎月1～3回程度」が46.8%【46.5%】と最も多く、次いで「数か月に1

回程度」が27.5%【26.8%】等の順であった。 

・新型コロナウイルスの影響により、普段の受診の頻度に変化（減少）があると回答した方は、138人

（10.8%）【176人（13.5%）】で、男性60人（9.8%）【61人（9.9%）】、女性78人（11.6%）【115人

（16.8%）】であった。 

・また、新型コロナウイルスの影響により、普段の受診の頻度に変化（減少）があると回答した人を対象

に、受診頻度が変化（減少）した理由を質問したところ、「病院で新型コロナウイルスに感染するかもし

れないため」と回答した方が87人（63.0%）【119人（67.6%）】と最も多かった。 

・医師から処方されている薬があると回答した方は、932人(72.7%)【952人(73.0%)】で、男性422人

（69.2%）【440人（71.2%）】、女性510人（75.9%）【512人（74.6%）】であった。 
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(7) 油症患者受療券（受療券）の利用状況について 

・受療券の保有状況についてみると、受療券を持っていると回答した方は858人（66.9%)【894人(68.6%)】

で、男性400人（65.6%）【416人（67.3%）】、女性458人（68.2%）【478人（69.7%）】であった。 

 

 

・受療券を持っていると回答した方は858人のうち512人（59.7%）【540人（60.4%）】が、この１年間、受

療券を使用せずに受診した経験があると回答した。 

・受療券を使用せずに受診した経験があると回答した人を対象に、受療券を使用せずに受診した理由を質問

したところ、340人（66.4%）【362人（67.0%）】の方が「受療券を利用できない医療機関のため」と回答

した。 

・受療券を所持していないと回答した411人（32.1%）【397人（30.4%）】を対象に、受療券を持たない理由

を質問したところ、「他の人に油症患者であると知られてしまうと思うから」と回答した方が163人

（39.7%）【154人（38.8%）】と最も多かった。 

・受療券の使用を希望する医療機関があるか質問したところ、82人（6.4%）【85人（6.5%）】の方が「は

い」と回答した。 
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(8)油症検診について 

・油症検診の昨年度の受診状況についてみると、受診したと回答した方は、344人（26.8%)【44人

（3.4%）】であった。 

 
 

・油症検診を受診していないと回答した 926人(72.2%)【1243人(95.3%)】を対象に、受診しなかった主な

理由を質問したところ、「仕事などで都合がつかなかったから」と回答した方が 157人（17.0%）【160人

(12.9%)】と最も多かった。 
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(9)相談体制について 

・油症相談員や都道府県の相談窓口への相談状況についてみると、相談したことがあると回答した方は、

147人(11.5%)【150人(11.5%)】であった。 

 

 

・相談したことがないと回答した1,121人(87.4%)【1,135人(87.0%)】を対象に、今後利用したい、または利

用することが考えられる相談内容を質問したところ、「特になし」と回答した方が668人（59.6%）【670

人(59.0%)】と最も多く、次いで「自分の病気や介護」と回答した方が302人(26.9%)【320人(28.2%)】、

「家族の病気や介護」が150人（13.4%）【150人（13.2%）】等の順であった。 
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(10)本調査の回答状況について 

・本調査に回答するのは今回が初めてかどうかをみると、11人（0.9％）【15人（1.2%）】の方が「はい」

と回答した。 

 

(11) 本調査が初めてではない方の罹患と治療状況について 

・本調査に回答するのは今回が初めてではないと回答した1,259人（98.2%）【1,271人（97.5%）】の方に、

この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気の有無を質問したところ、240人（19.1%）【259

人（20.4%）】の方が「はい」と回答した。 

 

 

・この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気があると回答した人に、具体的な病名を記述式で

質問したところ、「骨折」21人（8.8%）【13人（5.0%）】と最も多く、次いで「コロナ」18人（7.5%）

【4人（1.5%）】、「高血圧症」10人（4.2%）【14人（5.4%）】等の順であった。 

・この一年間（または前回回答以降）に新たに罹った病気があり具体的な病名を記述式で回答した232人

【259人】に、現在の治療状況を確認したところ、173人（74.6%）【232人（89.6%）】の方が「医療機関

で治療中」と回答した。 
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(12) 本調査が初めての方の罹患と治療状況について 

・本調査に回答するのは今回が初めてと回答した11人（0.9％）を対象に、これまで罹ったことがある病気

等の状況を調査したところ、 

・悪性腫瘍（がん）について、これまで罹ったことがあるか質問したところ、2人（18.2%）が「はい」と回

答し、その中で具体的な病名を質問したところ、「子宮がん」、「大腸がん」と回答した。 

・悪性腫瘍（がん）の具体的な病名を回答した2人に現在の治療状況を質問したところ、共に「治療が完了

し、通院もしていない」と回答した。 

・悪性腫瘍（がん）の具体的な病名を記述式で回答した2人に現在までに医療機関で受けたすべての治療を

質問したところ、「外科手術（胸腔鏡・腹腔鏡手術を含む）」、「薬物療法（抗がん剤・ホルモン剤な

ど）」と回答した。 

・脳・精神・神経の病気について、これまで罹ったことがある病気をみると、「躁うつ病」「かっとなりや

すい・短気」「その他」と回答した方がいずれも2件（18.2%）と最も多く、その中で「躁うつ病」は「医

療機関での治療をへて治癒」「治療していない」が共に1件（9.1%）、「かっとなりやすい・短気」は

「治療していない」2件（18.2%）、「その他」は「医療機関で治療中」「治療していない」が共に1件

（9.1%）であった。 

・自律神経系の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「不安神経症」「自律神経

失調症」と回答した方が2件（18.2%）と最も多く、その中で「不安神経症」は「医療機関で治療中」「医

療機関での治療をへて治癒」が共に1件（9.1%）、「自律神経失調症」は「医療機関での治療をへて治

癒」「治療していない」が共に1件（9.1%）であった。 

・眼の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「乱視」と回答した方が3件

（27.3%）と最も多く、すべて「治療していない」であった。 

・口の中の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「口内炎になりやすい」と回答

した方が4件（36.4%）と最も多く、すべて「治療していない」であった。 

・耳・鼻の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「鼻炎を起こしやすい」と回答

した方が3件（27.3%）と最も多く、すべて「治療していない」であった。 

・甲状腺の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、該当なしであった。 

・のど・気管支・肺の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「風邪を引きやす

い」と回答した方が2件（18.2%）と最も多く、「医療機関での治療をへて治癒」「治療していない」が共

に1件（9.1%）であった。 

・心臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「動悸(異状にドキドキする)」と

回答した方が2件（18.2%）と最も多く、すべて「医療機関での治療をへて治癒」であった。 

・高血圧や血管の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「高血圧」と回答した方

が4件（36.4%）と最も多く、すべて「医療機関で治療中」であった。 

・肝臓・胆のう・脾臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「胆石症」と回答

した方が2件（18.2%）あり、「医療機関での治療をへて治癒」「治療していない」が共に1件（9.1%）で

あった。 

・すい臓の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「糖尿病」と回答した方が2件

（18.2%）あり、すべて「医療機関で治療中」であった。 

・腎臓・膀胱の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「膀胱炎」と回答した方が

4件（36.4%）と最も多く、すべて「医療機関での治療をへて治癒」であった。 

・食道・胃・腸・肛門の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「下痢」「便秘」

と回答した方がいずれも4件（36.4%）と最も多く、その中で「下痢」は「医療機関での治療をへて治癒」
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3件（27.3%）、「治療していない」1件（9.1%）、「便秘」は「医療機関で治療中」2件（18.2%）、「医

療機関での治療をへて治癒」2件（18.2%）であった。 

・血液・リンパの病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「貧血」と回答した方が

2件（18.2%）と最も多く、すべて「医療機関で治療中」であった。 

・男性に対し、前立腺・男性機能に関する病気・症状について、これまでに罹ったことがある病気をみる

と、「前立腺肥大」と回答した方が2件（33.3%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件

（16.7%）、「医療機関での治療をへて治癒」1件（16.7%）であった。 

・女性に対し、子宮・卵巣・婦人科系の病気・症状について、これまでに罹ったことがある病気をみると、

「月経困難症(生理痛) 」「不正出血」「過多月経(月経が多い)」と回答した方がいずれも2件（40.0%）

と最も多く、その中で「月経困難症(生理痛)」「過多月経(月経が多い)」は「医療機関での治療をへて治

癒」1件（20.0%）、「治療していない」1件（20.0%）、「不正出血」は「医療機関での治療をへて治癒」

2件（40.0%）であった。 

・初経の年齢を回答した5人の平均年齢は、13.6歳であった。 

・閉経の年齢を回答した4人の平均年齢は、54.5歳であった。 

・不妊症についてみると、「あり」と方は1件（20.0%）であった。 

・妊娠回数についてみると、「0回」「2回」と回答した方がいずれも2件（40.0%）と最も多く、次いで「5

回」1件（20.0%）であった。 

・記載のあった妊娠中の状況を集計してみると、「妊娠中毒症」5件（50.0%）、「とくになし」4件

（40.0%）、「切迫流産」1件（10.0%）であった。 

・記載のあった出産等の状況を集計してみると、「正常分娩」6件（66.7%）、「早産」2件（22.2%）、「人

工流産」1件（11.1%）であった。 

・記載のあった出産時の出血量を集計してみると、「中」5件（55.6%）、「小」2件（22.2%）であった。 

・記載のあった新生児の状況を集計してみると、「とくになし」5件（50.0%）、「その他」2件（20.0%）、

「先天異常」「奇形」が共に1件（10.0%）であった。 

・骨・関節の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「関節痛」と回答した方が5

件（45.5%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」4件（36.4%）、「治療していない」1件（9.1%）

であった。 

・皮膚・爪の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「爪の変形」「皮膚の掻痒

(かゆみ)」と回答した方がいずれも3件（27.3%）と最も多く、その中で「爪の変形」は「治療していな

い」3件（27.3%）、「皮膚の掻痒(かゆみ)」は「医療機関で治療中」2件（18.2%）、「治療していない」

1件（9.1%）であった。 

・アレルギー疾患について、これまで罹ったことがある病気をみると、「花粉症」と回答した方が4件

（36.4%）と最も多く、その中で「医療機関で治療中」1件（9.1%）、「治療していない」3件（27.3%）で

あった。 

・膠原病について、これまで罹ったことがある病気をみると、該当なしであった。 

・その他の病気・症状について、これまで罹ったことがある病気をみると、「全身倦怠感(体がだるい)」

「手足のしびれ」「体がつる」と回答した方がいずれも2件（16.7%）と最も多く、いずれも「医療機関で

治療中」1件（9.1%）、「治療していない」1件（9.1%）であった。 
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(11)自由記載欄について 

本調査では、「これまでの症状や病気について、書ききれなかったことや、特に研究してもらいたいこと、

要望など」について自由記入欄を設けたところ、238人【257人】から回答があった。 

 

※主な記載内容 

・自分、家族の健康に関する不安、生活上のストレス等について165件【139件】 

・職業（仕事）に関する苦労について4件【2件】 

・経済的な苦労について10件【9件】 

・治療法の研究開発への要望、期待34件【24件】 

・病院、医師、検診に関する要望14件【25件】 

・行政機関に対する要望42件【30件】 

・カネミ倉庫に対する要望1件【0件】 

・その他97件【72件】 
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■　令和５年度カネミ油症健康実態調査　健康調査支援金の支払い状況について

①実際に送
付した調査
票の数

②返送され
た調査票の

数

③返送され
なかった調
査票の数

①支援金支
払対象者数

②9月末時点
支払い完了

数

③12月末時
点

支払い完了
数

④支払い未了数
⑤全ての支払いが完了した
日

北海道 3 3 3 0 3 3 0 令和5年8月2日

青森県 0 0 0

岩手県 0 0 0

宮城県 0 0 0

秋田県 0 0 0

山形県 0 0 0

福島県 0 0 0

茨城県 5 5 5 0 5 5 0 令和5年7月31日

栃木県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年7月20日

群馬県 0 0 0

埼玉県 10 10 10 0 10 10 0 令和5年8月4日
令和５年４月時点で県外に転出していた１名を含む。

支援金の支払いを含め埼玉県で対応済

千葉県 26 24 24 0 24 24 0 令和5年9月5日 １名は連絡拒絶

東京都 36 28 27 1 27 27 0 令和5年7月31日 R5健康実態調査対象者数：28名

神奈川県 16 15 15 0 15 15 0

神奈川県：6月2日

横浜市：７月28日

川崎市：8月3日

新潟県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年5月9日

富山県 0 0 0

石川県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年6月26日

福井県 0 0 0

山梨県 0 0 0

長野県 3 3 1 2 1 1 0 令和5年9月15日

岐阜県 5 5 5 0 5 5 0 令和5年7月26日

静岡県 7 7 7 0 7 7 0 令和5年6月23日

備考
（自由記載）

自治体名
健康実態調査
対象者数

健康調査支援金の
支払い状況

調査票の回答状況
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TKHME
テキスト ボックス
参考資料４



愛知県 50 44 44 0 44 44 0 令和5年8月18日 R4年度から1名が行方不明・音信不通

三重県 6 6 6 0 6 6 0 令和5年6月2日

滋賀県 5 5 5 0 5 5 0 令和5年9月22日

京都府 8 7 7 0 7 7 0 令和5年7月7日 ８名中1名は調査拒否されているため、調査票を送付していない。

大阪府 100 71 71 0 71 71 0 令和5年7月14日

兵庫県 14 14 14 0 14 14 0 令和5年9月29日

奈良県 15 12 12 0 12 12 0 令和5年8月8日

和歌山県 4 4 4 0 4 4 0 令和5年7月21日

鳥取県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年6月5日

島根県 6 4 4 0 4 4 0 令和5年8月18日

岡山県 9 9 9 0 9 9 0 令和5年6月30日

広島県 100 90 87 3 87 87 0 令和5年9月1日

山口県 30 0 22 22 22 22 0 令和5年9月22日

徳島県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年8月1日

香川県 1 1 1 0 1 1 0 令和5年7月13日

愛媛県 6 6 5 1 5 5 0 令和5年8月29日

高知県 20 19 16 3 16 16 0 令和5年8月25日

福岡県 503 442 408 34 408 408 0 令和5年8月8日

佐賀県 21 20 19 1 19 19 0 令和5年8月3日

長崎県 475 426 422 4 422 422 0 令和5年7月20日
R5健康実態調査対象者数：431名

※うち5名は拒否者のため調査票の送付数は426通

熊本県 9 9 9 0 9 9 0 令和5年7月20日

大分県 11 11 10 1 10 10 0 令和5年7月20日

宮崎県 0 0 0

鹿児島 5 5 5 0 5 5 0 令和5年7月24日

沖縄県 4 3 3 0 3 3 0 令和5年6月16日

合　　計 1,518 1,313 1,285 72 1,285 1,285 0 0 -
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

1 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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テキスト ボックス
参考資料５



令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

2 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

3 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

4 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

5 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

6 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

7 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

8 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

9 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

10 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

11 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

12 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

13 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

14 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

15 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

16 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

17 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

18 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

19 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

20 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

21 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

22 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 

 

 

 

（新設） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

23 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 

 

 

 

（新設） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

24 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

25 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

26 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

27 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

28 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

29 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

30 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

31 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

32 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

33 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

34 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

35 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

36 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

37 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

38 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

39 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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令和６年度油症健康実態調査 調査票案新旧対照表（変更箇所は赤字） 

40 

令和６年度調査票案（新） 令和５年度調査票（旧） 
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研究班

カネミ油症患者

Ａ県

カネミ倉庫

患
者
情
報(

名
簿)

検
診
の
実
施

一
時
金
等

の
支
払
い

Ｂ県

患者情報(名簿)

患
者
情
報(

名
簿)

転居等

都道府県と連絡
が無い状態で転
居等があった場合、
転居先の都道府
県が健康実態調
査の案内等を送
付できない。

患
者
の
認
定

健
康
実
態
調
査
、
調
査
支
援
金
の
支
払
い

転居等の情報

カネミ油症患者の情報については、都道府県（カネミ油症担
当）、油症治療研究班（九州大学、福岡県保健環境研究所）、カ
ネミ倉庫株式会社などの主体が別々に管理・記録更新を行っており、形
式も異なっている。

研究班

カネミ油症患者

Ａ県

カネミ倉庫

検
診
の
実
施

一
時
金
等

の
支
払
い

Ｂ県

転居等

転居等があった場
合も、患者情報
は、システム経由
で共有されるので、
即座に健康実態
調査の案内等に
反映できる。

患
者
の
認
定

健
康
実
態
調
査
、
調
査
支
援
金
の
支
払
い

整備前
国がシステムを整備し、カネミ油症患

者の情報の管理及び記録を標準化する。また個
別に同意を得て、その範囲に限り他からの閲覧、
更新を可能とする。（同意がない患者の情報の取
り扱いは従来どおり）

整備後

管理システム

患者情報(名簿)
を一元化

・情報セキュリ
ティの確保
・データ保全
（バックアップ）

セキュリティ
の程度や
データ保全
(バックアッ
プ)の状況
が区々

患者情報(名簿)

調査結果の集計
（手作業）

調
査
デ
ー
タ
の
提
供

調査結果
の研究へ
の利活用
を迅速か
つ効率的
に実施可
能にする。

油症患者健康実態調査対象者等の情報連携について

調
査
デ
ー
タ
の
自
動
集
計

機
能
等
を
追
加
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情報連携の同意取得の流れについて

令
和
２
年
度

健
康
実
態
調
査

油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム

研究班

閲覧

カネミ倉庫

閲覧

都道府県等

閲覧

令和２年
４～６月

一
時
金
の
支
払
い
の
案
内

令和３年
７月～

同
意
取
得

返答なし
（同意取得できず）

○引き続き、健康実
態調査等の際に同
意に関するご案内
を実施

○死亡者、生死不明
者の情報について
は、登録状況を見
て、個人情報の保
護に配慮しつつ、
登録のための対応
を検討

厚生労働省
（運用管理者）

運用保守
事業者

守秘義務を
含む委託契
約を締結

送付対象者
約1,500名

令
和
３
年
度

健
康
実
態
調
査

令和３年
４～６月

同
意
取
得

返答なし
（同意取得できず）

令
和
３
年
度

油
症
検
診

令和３年
4月～

（同意取得できず）

（同意取得できず）

送付対象者
返答の無かった方
（登録の無い方）

送付対象者
返答の無かった方
（登録の無い方）

登録 登録
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情報連携に当たって実施するセキュリティ対策について

１ 安全な通信環境の確保
・都道府県との間は原則として、通常のインターネットとは切り離された国及び自治体
間を結ぶ専用のネットワークを通じて通信を行います。

・全国油症治療研究班等、上記のネットワークが使用できない利用主体についても、国
のセキュリティ要件に適合した、暗号化された通信回線を通じて通信を行います。

２ 不適切な操作の排除
・情報の流出が生じないよう、本システムから利用者が情報を直接持ち出すことはでき
ません。また、不必要な外部機器の接続も禁止します。

・誤った操作による情報の削除が行われないよう、重要な操作については、システムが
事前に注意表示を行い利用者に確認を促すこととします。

３ バックアップの徹底
・登録された情報はすべて、システム上で毎日バックアップを実施します。
・万一、システムに障害が発生した場合も、バックアップデータを使用し、速やかに情
報を復元します。
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同 意 書 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

 私は、厚生労働省が管理・運営する、油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム（以下

「システム」という。）への情報の登録及びシステムによる情報の連携について、書面で説明を受

けました。 

 

 

☐ １．情報登録及び情報連携の目的について 

☐ ２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録

について 

☐ ３．情報登録の対象について 

☐ ４．登録された情報の利用について 

☐ ５．個人情報の取扱い及び保護について 

☐ ６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 

☐ ７．同意の撤回について 

☐ ８．登録情報の開示の請求について 

 

 

以上の説明をすべて理解した上で、システムへの情報の登録及び本システムによる情報連携

を行うことについて同意します。 

 

 

令和   年  月  日 

 

 

（       ）氏名                           

 

 

※代理人による同意の場合は、代理人が以下に署名してください。 

 

（代理人署名）氏名                           

  

↓説明内容を確認した上で、それぞれに☑（チェック）してください。 

本人署名 
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＜同意に関するご説明＞ 

 

油症患者健康実態調査対象者等情報登録システムへの情報登録及び同システムに

よる情報連携に関する説明 

 

 

この文書は、あなたに油症患者健康実態調査対象者等情報登録システム（以下「システム」

という。）の内容を正しく理解していただき、あなたの意思に基づいて、システムへの情報

の登録及びシステムによる情報の連携を実施するかどうか判断していただくためのもので

す。以下の内容を十分にご理解いただいた上で、情報の登録及び連携を実施するかどうかを

決めてください。 

 

１．情報登録及び情報連携の目的について 

  国は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律（平成 24 年法律第 82

号。以下「法」という。）第８条に基づき策定したカネミ油症患者に関する施策の推進に

関する基本的な指針（平成 24 年厚生労働省・農林水産省告示第２号）に沿って、毎年度

カネミ油症患者の健康状態を把握するため、健康実態調査を実施し、協力者に対する健康

調査支援金の支給を行っています。本調査にできる限り多くの患者さんにご協力をいただ

くためには、患者さんへのご案内の送付に必要な情報を、正確に記録・保存する必要があ

ります。また、法第 10 条に基づく治療等に関する調査及び研究の促進の一環として実施

されている、全国油症治療研究班による油症検診や法第６条にカネミ倉庫の責務として示

されている医療費の支払い等の実施に当たっても、正確な情報に基づき対象者の方へのご

案内の送付が必要になります。 

  このため、都道府県、全国油症治療研究班、カネミ倉庫株式会社が現在別々に管理する

こととなっている、これらの施策の対象者の方の情報について、厚生労働省が整備するシ

ステムに登録し集約することで、常に最新の共通の情報を都道府県、全国油症治療研究班、

カネミ倉庫株式会社が利用して、支援施策を実施できるようにすることが、情報登録及び

情報連携の目的です。 

 

２．都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から、システムへの情報の登録

について 

「３．情報登録の対象について」で示す、あなたの情報について、都道府県、全国油症

治療研究班及びカネミ倉庫株式会社から提供を受け、厚生労働省が整備するシステムに

登録をさせていただきます。今回登録する情報の内容の変更（更新）が必要となる情報を、

都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉庫株式会社が、今後新たに取得した場合も、

同様に情報の登録（更新）をさせていただきます。なお、その場合、登録（更新）される

前の情報も、削除することなくシステム上で保管します。 
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＜同意に関するご説明＞ 

３．情報登録の対象について 

 （１）登録の対象者について 

   情報登録の対象となる方は、以下の方に限られます。これ以外の方の情報がシステム

に登録されることはありません。 

 

   ・厚生労働省（厚生労働省から委託を受けて調査を実施する都道府県を含む）が実 

施する油症患者健康実態調査の対象者 

   ・全国油症治療研究班（全国油症治療研究班から委託を受けて検診を実施する都道 

府県を含む）が実施する油症検診をはじめとする油症治療研究の対象者 

   ・カネミ倉庫株式会社が実施する医療費及び一時金の支払いの対象者 

 

 （２）登録の対象となる情報について 

   情報登録の対象となる項目は、以下のものに限られます。これ以外の項目がシステム

に登録されることはありません。 

 

・氏名 

・性別 

・生年月日 

・死亡年月日 

・住所 

・認定年月日 

・認定自治体 

・認定区分（同居家族認定の有無） 

・連絡方法（電話番号、メールアドレス、代理人連絡先、連絡時の留意事項（例：

連絡してほしくない相手方）などあなたへのご連絡にのみ必要な事項） 

・油症患者健康実態調査の回答状況 

・油症検診の受診状況 

・その他、あなたへのご連絡にのみ必要な事項 

    

４．登録された情報の提供について 

（１）提供先と提供先での利用目的 

   登録された情報を提供（情報連携）する先と提供先での利用目的は、以下の内容に限

られます。これ以外の者に提供したり、提供先でこれ以外の目的で利用したりすること

はありません。 

 

   ・厚生労働省（厚生労働省から委託を受けて調査を実施する都道府県を含む）が油 

症患者健康実態調査の実施を目的に利用する場合 

・全国油症治療研究班（全国油症治療研究班から委託を受けて検診を実施する都道 

府県を含む）が油症検診をはじめとする臨床研究の実施を目的に利用する場合 

   ・カネミ倉庫株式会社が医療費及び一時金の支払いを目的に利用する場合 
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＜同意に関するご説明＞ 

（２）提供の方法 

  登録された情報は、システムを通じて、都道府県、全国油症治療研究班及びカネミ倉

庫株式会社が閲覧等をすることにより提供（情報連携）されます。 

 

 （３）提供の対象となる情報について 

   提供（情報連携）の対象となる情報の項目は、以下のものに限られます。これ以外の

項目が利用されることはありません。また、提供の範囲は、（１）に示す提供先での利

用目的に必要な範囲に限定されます。（例：油症患者健康実態調査の回答状況は、医療

費及び一時金の支払いには必要ないため、カネミ倉庫株式会社には提供されません。） 

 

・氏名 

・性別 

・生年月日 

・死亡年月日 

・住所 

・認定年月日 

・認定自治体 

・認定区分（同居家族認定の有無） 

・連絡方法（電話番号、メールアドレス、代理人連絡先、連絡時の留意事項（例：

連絡してほしくない相手方）などあなたへのご連絡にのみ必要な事項） 

・油症患者健康実態調査の回答状況 

・油症検診の受診状況 

・その他、あなたへのご連絡にのみ必要な事項 

 

５．個人情報の取扱い及び保護について 

  登録されたあなたの情報については、個人情報に関する各種の法令及び規程を遵守し、

適切に取扱います。また、情報の保護を徹底するため、システムの運用に当たっては以下

の措置を講じます。なお、システムの運用保守業務を委託する事業者との間では、守秘義

務を含む契約を締結し、不適正な取扱いが行われないよう、厚生労働省がこれを監督しま

す。 

 

（１）安全な通信環境の確保 

   都道府県との間は原則として、通常のインターネットとは切り離された安全性の高い、

国及び自治体間を結ぶ専用のネットワークであるＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）

を通じて通信を行います。また、厚生労働省もＬＧＷＡＮと接続している、厚生労働省

統合ネットワークを通じて通信を行います。これらの通信は、全て閉鎖された通信であ

り、外部からのアクセスは不可能となっています。 

   全国油症治療研究班、カネミ倉庫株式会社等のその他の利用者との間も、国のセキュ

リティ要件に適合した、暗号化された通信方式（ＩＰ－Ｓｅｃ ＶＰＮ）を使用して通

信を行います。 
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＜同意に関するご説明＞ 

（２）不適切な操作の排除 

   情報の流出が生じないよう、本システムから利用者が情報を直接持ち出すことはでき

ません。また、不必要な外部機器の接続も禁止します。 

   誤った操作による情報の削除が行われないよう、重要な操作については、システムが

事前に注意表示を行い利用者に確認を促します。 

 

（３）バックアップの徹底 

   登録された情報はすべて、システム上で毎日バックアップを実施します。 

   万一、システムに障害が発生した場合も、バックアップデータを使用し、速やかに情

報を復元します。 

 

６．情報登録及び情報連携による利益及び予想される負担・不利益について 

  情報登録及び情報連携を実施した場合、あなたに対し、常に最新の情報で、油症患者健

康実態調査、油症治療研究並びに医療費及び一時金の支払いの案内を正確に送付すること

ができるようになります。システムの運用に関し、あなたに負担や不利益を求めることは

ありません。 

 

７．同意の撤回について 

  この同意は、あなたの自由な意思でいつでも撤回することができます。同意の撤回の意

思表示は、あなたに対する健康実態調査を実施する都道府県を通じて厚生労働大臣に対し

て行ってください。（撤回の意思表示は口頭でも可能です。なお、システムに登録されて

いるあなたの情報を特定するために必要な情報の提供を求める場合があります。） 

同意の撤回を受けて、厚生労働省はシステムに登録されているあなたの情報を速やかに

削除します。なお、削除に当たっては、都道府県（認定を行った都道府県、居住地の都道

府県及びあなたに対する健康実態調査を実施する都道府県に限る）、全国油症治療研究班

及びカネミ倉庫株式会社に、撤回があった旨を通知します。 

  撤回により削除したあなたの情報は、これをシステムで復元することは不可能となりま

す。そのため、再度あなたの情報を登録するためには、改めて同意をしていただく必要が

ありますので、ご留意ください。なお、再度の同意があった場合も、過去の登録情報を遡

って登録することはできません。（再度の同意があった時点の情報を新たに登録します。） 

 

８．登録情報の開示の請求について 

  システムに登録されている自分の情報について、あなたは厚生労働省に対し、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）第 12 条に基づき、開

示の請求をすることができます。 

  ただし、請求の内容によって、システム内の情報があなたの情報であると特定できない

場合及び同法に規定する不開示事由に該当する場合は開示することができませんので、予

めご承知おきください。 
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受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

地 区 名 病     院    名 電話番号

埼玉県 松村医院 344 0011 春日部市藤塚２１７１−６ 048-735-6800
地区計 1
栃木県 那須赤十字病院 324 0062 大田原市中田原１０８１−４ 0287-23-1122

ｱｲﾝ薬局　那須赤十字店 324 0062 大田原市中田原1081-9 0287-48-6138
黒磯薬局 325 0047 那須塩原市若葉町66-120 0287-62-6698

地区計 3
東京都 ｸﾘﾆｯｸ玲ﾀｹﾀﾞ 151 0071 渋谷区本町1-52-2 Ｋﾋﾞﾙ3F

あさがお歯科 194 0022 町田市森野2-8-10 森野ビル２階 042-724-2227
地区計 2

神奈川県 クオール薬局　王禅寺店 215 0018 川崎市麻生区王禅寺東４－１－１９ 044-969-3561
三上歯科医院 238 0224 三浦市三崎町諸磯50 046-882-1801
和泉町歯科クリニック 245 0024 横浜市泉区和泉中央北1-31-16 045-802-2243
小野歯科医院 245 0014 横浜市泉区中田南5-65-19 045-801-6480
加藤デンタルクリニック 231 0861 横浜市中区元町４−１６６ 元町ユニオン 4階 045-681-8217
池野歯科医院 231 0847 横浜市中区竹之丸55 045-662-6888
おおくま歯科医院 224 0042 横浜市都筑区大熊町442-5 045-475-5160
葉歯科医院 224 0007 横浜市都筑区荘田南2-13-10 045-942-4182
中川駅前歯科ｸﾘﾆｯｸ 224 0001 横浜市都筑区中川1-10-1 2F 045-910-2277
おおぬき歯科 226 0002 横浜市緑区東本郷1-1-21 1F 045-628-9915

地区計 10
愛知県 あさいｸﾘﾆｯｸ 491 0057 一宮市今伊勢町宮後字宮代18番地 0586-43-1053

野口歯科医院 491 0833 一宮市平島1-7-25 0586-76-5412
別府外科 444 2121 岡崎市鴨田町広元２１番地
サトー内科小児科 444 2121 岡崎市鴨田町末広53 0564-24-1221
岡崎市民病院 444 0002 岡崎市高隆寺町五所合3番地1 0564-66-7021
北斗病院 444 2148 岡崎市仁木町字川越17-33
牧野歯科附属矯正クリニック 444 2137 岡崎市薮田１丁目１７−１６ 0564-25-8822
京田歯科 444 2144 岡崎市岩津町申堂2-2 0564-45-2102
ながしま内科 455 0857 名古屋市港区秋葉2-7-1 052-303-6615
大同病院 457 8511 名古屋市南区白水町9番地 052-611-6261
家田病院 470 1219 豊田市畝部西町城ヶ堀11番地1 0565-21-8800

住             所〒
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受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

地区計 11
滋賀県 大津赤十字病院 520 0046 大津市長等１-１-３５号 077-522-4131
地区計 1
三重県 金丸脳脊椎外科クリニック 518 0001 伊賀市佐那具町804-1 0595-41-1192
地区計 1
京都府 松尾歯科医院 602 8134 京都市上京区大宮通丸太町上ルー町目845 075-841-5888
地区計 1
大阪府 大泉歯科クリニック 591 8025 堺市北区長曽根町3029番地9

高木歯科医院 590 0023 堺市堺区南三国ヶ丘町１丁５−１４ 072-238-0303
医療法人　山内医院 566 0011 摂津市千里丘東2-12-15
青松記念病院 598 0001 泉佐野市上瓦屋８７６－１ 0724-63-3121
佐野記念病院 598 0013 泉佐野市中町２-４-２８
おおうら整形外科 598 0071 泉佐野市鶴原4-3-8
大阪歯科大学付属病院 540 0008 大阪市中央区大手前1-5-17
ｱｲﾝ薬局　天満橋店 540 0008 大阪市中央区大手前1-7-31
誠昌会　えさきｸﾘﾆｯｸ 552 0004 大阪市港区夕凪2-16-9 1F 06-6599-0115
ﾄﾞﾚﾐ薬局 552 0004 大阪市港区夕凪2-16-9 06-4395-4649
泉谷ｸﾘﾆｯｸ 594 0041 和泉市いぶき野2-9-8
いぶき野薬局 594 0041 和泉市いぶき野2-9-3

地区計 12
兵庫県 医療法人郁芳会　青木診療所 660 0063 尼崎市大庄北４-12-10 06-6417-5921

医療法人社団裕和会　長尾ｸﾘﾆｯｸ 660 0881 尼崎市昭和通７-242 06-6412-9090
とまと調剤薬局 660 0881 尼崎市昭和通7-242-2 06-6415-0538
林医院 663 8113 西宮市甲子園口３-９-２３ 0798-64-1551

地区計 4
岡山県 岡山県健康づくり財団附属病院 700 0952 岡山市北区平田408-1 086-241-0880

倉敷成人病センター 710 8522 倉敷市白楽町250番地 086-422-2111
真備歯科診療所 710 1313 倉敷市真備町川辺2095-1 086-698-6523
まきび病院 710 1301 倉敷市真備町箭田2387 086-698-6511

地区計 4
鳥取県 鳥取大学医学部付属病院 683 8504 米子市西町36番地1 0859-38-7118
地区計 1
島根県 島根県済生会　江津総合病院 695 0011 江津市江津町1016番37 0855-54-0101

加藤病院 696 0001 邑智郡川本町川本３８３−１ 0855-72-0640
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受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

浜田医療ｾﾝﾀｰ 697 8511 浜田市浅井町７７７−１２ 0855-25-0505
地区計 3
広島県 ﾏﾂﾀﾞ株式会社　ﾏﾂﾀﾞ病院 735 8585 安芸郡府中町青崎南2-15 082-565-5000

白根耳鼻咽喉科 735 0008 安芸郡府中町鶴江１丁目２５−２０ 082-510-3322
ちくいえクリニック 735 0006 安芸郡府中町本町５丁目１−６ 082-286-7788
吉田総合病院 731 0501 安芸高田市吉田町吉田3666
ﾌｧｰﾏｼｲ吉田中央薬局 731 0501 安芸高田市吉田町吉田3782-8
イズミ歯科 731 0501 安芸高田市吉田町吉田765-1
竹本外科胃腸科医院 731 0304 高田郡八千代町下根６１５ 082-652-3656
大朝ふるさと病院 731 2103 山県郡大朝町新庄2147-1 0826-82-3900
ノムラ薬局　大朝店 731 2103 山県郡大朝町大字新庄2048-1
医療法人明和会　児玉医院 731 2104 山県郡大朝町大朝4595 0826-82-2173
金谷内科医院 731 2104 山県郡大朝町大朝１６６１－４ 0826-82-3831
藤井歯科 731 1533 山県郡北広島町有田1658-1 0826-72-5711
ｳｫﾝﾂ千代田薬局 731 1533 山県郡北広島町有田609 0826-73-0567
元林歯科医院 731 2104 山県郡北広島町大朝4523-1 0826-82-2325
大崎クリニック 731 0153 広島市安佐南区安東2-10-2 082-878-2233
タウン薬局　安東店 731 0153 広島市安佐南区安東2-10-2 広島医薬品販売株式会社 082-872-5511
ゆうこう歯科診療室 731 0153 広島市安佐南区安東2-10-2 082-872-7878
野村病院 731 0138 広島市安佐南区祇園2-42-14 082-875-1111
原田整形外科病院 731 0154 広島市安佐南区上安2-15-27
土井ﾌｧﾐﾘｰ歯科医院 731 0154 広島市安佐南区上安3-1-10 082-832-7555
せのお循環器科・心臓血管外科 731 0113 広島市安佐南区西原7-8-38 082-874-8080
広島医療生活協同組合（協同診療所） 731 0113 広島市安佐南区西原９－８－２ 082-874-0455
相田薬局 731 0141 広島市安佐南区相田1-10-15
馬場眼科 731 0141 広島市安佐南区相田1-10-17
コープ共立歯科 731 0121 広島市安佐南区中須 2-20-39
ドレミ薬局 731 0121 広島市安佐南区中須 2-20-40 082-830-5222
広島共立病院 731 0304 広島市安佐南区中須２－１９－６ 082-879-1111
スズキ薬局　毘沙門台店 731 0152 広島市安佐南区毘沙門台2-42-25 082-879-3993
山崎外科内科ｸﾘﾆｯｸ 731 0152 広島市安佐南区毘沙門台１－５－２３ 082-877-5581
増田内科医院 731 0152 広島市安佐南区毘沙門台２-42-23 082-876-2020

広島県 ﾄﾞﾚﾐ薬局　沼田店 731 3164 広島市安佐南区伴東7-38-11 082-849-5439
沼田診療所 731 3164 広島市安佐南区伴東7-38-10 082-848-4486
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カネミ倉庫株式会社
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原田医院 731 0102 広島市安佐南区川内4-15-18 082-877-7581
あさひが丘薬局 731 3361 広島市安佐北区安佐町あさひが丘 867-2 082-838-4131
こもりｸﾘﾆｯｸ 731 1142 広島市安佐北区安佐町飯室1569-1
野田耳鼻咽喉科医院 731 0221 広島市安佐北区可部3-38-18 082-815-8733
岡野皮ふ科ｸﾘﾆｯｸ 731 0221 広島市安佐北区可部5-14-16
二宮内科 731 0221 広島市安佐北区可部５-14-16
のぞみ薬局 731 0221 広島市安佐北区可部５-14-19 082-810-0270
岡本眼科 731 0221 広島市安佐北区可部５-14-16 082-810-0288
三上脳神経外科 731 0221 広島市安佐北区可部5-14-16 082-819-2283
のぞみ薬局　可部西店 731 0221 広島市安佐北区可部４-6-2 ＹＮﾋﾞﾙ102 082-819-2277
かとう整形外科 731 0221 広島市安佐北区可部5-14-12 082-554-8606
中岡内科 731 0223 広島市安佐北区可部南２-14-14 082-819-3701
のぞみ薬局　可部南店 731 0223 広島市安佐北区可部南２-14-15 082-819-3325
吉山ｸﾘﾆｯｸ 731 0223 広島市安佐北区可部南４-5-8 082-815-0666
もりかわ皮ふ科ｸﾘﾆｯｸ 739 1734 広島市安佐北区口田1丁目16-85 082-841-1221
小早川歯科医院 739 1734 広島市安佐北区口田4-9-23
あすなろ生協診療所 739 1734 広島市安佐北区口田1-10-1 082-845-5234
ドレミ薬局　高陽店 739 1734 広島市安佐北区口田１-９-３ 082-841-0177
あさ薬局 739 1731 広島市安佐北区落合南１－１１－２０ 082-845-2511
なかお内科消化器呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 739 1731 広島市安佐北区落合南１－１１－２２ 082-843-1212
かめやま薬局 731 0231 広島市安佐北区亀山3-6-26 082-814-5655
小椿ｸﾘﾆｯｸ 739 1521 広島市安佐北区白木町三田下小椿4275-1 082-810-6700
荒木耳鼻咽喉科医院 731 5133 広島市佐伯区旭園６－８ 082-921-0460
ライフしみず薬局 731 5136 広島市佐伯区楽々園４丁目５−２ 082-208-1193
門脇歯科医院 731 5136 広島市佐伯区楽々園５-２‐１ 082-921-2572
こどい内科ｸﾘﾆｯｸ 731 5115 広島市佐伯区八幡東2-28-54 082-928-1112
鈴が台クリニック 733 0842 広島市西区井口鈴が台３－５－２ 082-278-6151
西大薬局 733 0033 広島市西区観音町9-1 082-231-3064
西大薬局　北店 733 0033 広島市西区観音本町2-3-3 082-233-8233
横川駅北口薬局 733 0033 広島市西区三条町１-１０－３ 082-238-0129
総合病院福島生協病院 733 0023 広島市西区都町42-7 082-292-3171
ロイヤル歯科クリニック 730 0011 広島市中区基町６－７８ ﾘ-ｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島１０Ｆ　 082-227-9991
松原歯科医院 730 0031 広島市中区紙屋町２－２－９ 082-246-1188
代田医院 730 0805 広島市中区十日市町１－１－４ 082-231-0975
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広島県 すずらん薬局 730 0036 広島市中区袋町４－３ 082-244-6467
滝口耳鼻咽喉科 730 0036 広島市中区袋町４－３ 082-247-2062
森整形外科 732 0052 広島市東区光町１-３－１６ 082-264-5225
こたく歯科医院 730 0053 広島市東区若草町１０－１１ 加藤ビル１Ｆ 082-262-0648
JR広島病院 732 0057 広島市東区二葉の里3-1-36 082-262-1170
戸田眼科的場医院 732 0824 広島市南区的場町１－８－６ 082-262-0148
県立広島病院 734 8530 広島市南区宇品神田1-5-54 082-254-1818
ハート薬局中央店 734 0004 広島市南区宇品神田1-4-28 082-250-7030
結ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 734 0036 広島市南区旭１-９-１８ 082-256-6480
広島大学病院 734 8551 広島市南区霞１-2-3 082-257-5555
真田病院 734 0007 広島市南区皆実町3-13-21 082-251-1025
ハート薬局　みなみ店 734 0007 広島市南区皆実町4-22-2 082-250-7633
日本調剤　みどり町薬局 734 0005 広島市南区翠5-17-10 082-250-7651
ウォンツ本郷薬局 729 0414 三原市下北方1-7-15 0848-60-6311
本郷中央病院 729 0414 三原市本郷町下北方120番地 0848-86-6780
杉原薬局 729 0412 三原市本郷町本郷5046-3 0848-86-2118
あまの歯科・矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ 729 0412 三原市本郷町本郷5094-2
いしねﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 729 0417 三原市本郷南5-19-15 0848-60-6555
まつだ歯科医院 729 0417 三原市本郷南6-24-14 0848-86-4844
ｳｫﾝﾂ三原宮浦薬局 723 0051 三原市宮浦6-1-1 0848-61-2177
みのり薬局 723 0051 三原市宮浦6-3-2 0848-60-1322
医療法人社団明清会　山田記念病院 723 0051 三原市宮浦6-2-1 0848-67-4767
ｸﾙｰｽﾞ薬局 723 0054 三原市頼兼1-1-4 0848-61-5322
うえだ皮膚科 723 0054 三原市頼兼1-1-6 0848-61-1277
亀田医院 738 0034 廿日市宮内１５０９ 0829-39-2351
㈲住吉薬局 738 0014 廿日市市住吉１-３-２０　 0829-32-5272
石田眼科医院 738 0014 廿日市市住吉１－４－１５ 0829-31-0850

地区計 93
山口県 山口大学医学部附属病院 755 0067 宇部市大字小串１１４４ 0836-22-2067

ながはま歯科クリニック 740 0032 岩国市尾津町2-18-3 0827-31-0151
ココカラファイン薬局　河東店 745 0845 周南市河東町9-22 0834-22-9206
医療法人　樹一会　山口病院 753 0048 山口市駅前通り2-10-7 083-922-1191
山口若宮病院 753 0212 山口市下小鯖1522 0939-27-3661
山口赤十字病院 753 0092 山口市八幡馬場５３－１ 0839-23-0111
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済生会　山口総合病院 753 0078 山口市緑町２-１ 083-901-6111
miwa歯科 753 0821 山口市葵２-2-30 １階 083-922-2020
つばさ薬局 742 35 柳井市中央1-8-18 0820-24-3283
永見眼科 758 0025 萩市大字土原351番地 0838-22-0720
さくらぎ薬局 890 0056 萩市大字土原357番地1
パワフル薬局　小月店 750 1144 下関市小月茶屋1-8-20 083-250-8626
大塚医院 750 0025 下関市竹崎町３丁目５−３１ 083-222-3036
（有）コトブキ薬局 750 0025 下関市竹崎町３丁目５−２５ 083-232-3314

地区計 14
香川県 松井病院 768 0013 観音寺市村黒町739番地
地区計 1
高知県 高知いちょう医院 780 0921　 高知市井口町11　 088-875-8105

高知医療センター 781 8555 高知市池2125-1 088-837-3000
三和会　国吉病院 780 0901 高知市上町1-3-4 088-875-0231
アルファ薬局 上町店 780 0901 高知市上町５丁目６−２１ 088-856-6075
フカミ歯科 781 0114 高知市十津３丁目６−２６−１ 088-847-3355
ひなた薬局 781 0112 高知市仁井田６５３−２ 088-847-3680
本山町立国保　嶺北中央病院 781 3601 長岡郡本山町本山620 0887-76-2450

地区計 7
愛媛県 エムアイ薬局 799 2438 松山市河野中須賀285−15 089-911-7111

松本歯科 790 0925 松山市鷹子町836番地 089-976-8011
地区計 2
福岡県 重松医院 838 1300 朝倉郡杷木町７１３－４ 09466-2-0721

和田外科医院 838 1511 朝倉郡杷木町大字池田539-1
朝倉医師会病院 838 0069 朝倉市来春422-1 0946-23-0077
フラワー薬局 杷木店 838 1511 朝倉市杷木池田５４１−１ 0946-63-8080
新飯塚診療所 820 0011 飯塚市柏の森字福本９４６－４ 0948-22-2680
かやの森　訪問看護ステーション 820 0011 飯塚市柏の森字福本946-6
あおぞら薬局　飯塚 820 0011 飯塚市柏の森字福本946-8
大庭医院 820 0041 飯塚市飯塚１８－２７ 0948-22-1009
塚本医院 820 0068 飯塚市片島３－１０－２４ 0948-22-1958
タケシタ調剤薬局　筑豊店 820 0088 飯塚市弁分603-1
さくら調剤薬局 820 0088 飯塚市弁分611-41 0948-26-0221
飯塚市立病院 820 0088 飯塚市弁分633-1
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麻生ｾﾒﾝﾄ　飯塚病院 820 0018 飯塚市芳雄町３－８３ 0948-22-3800
飯塚病院 820 0018 飯塚市芳雄町３-８３ 0948-22-3800
田代医院 820 0040 飯塚市吉原町２－１８ 0948-22-2748
古賀調剤薬局飯塚店 820 0005 飯塚市新飯塚1972-1
丸野クリニック 820 0003 飯塚市立岩１３０８−１２ 0948-25-0188
サンワ調剤薬局　前原店 819 1104 糸島市波多江269番地
中村循環器科心臓外科医院 819 1104 糸島市波多江２６３番地１ 092-324-6000
可也病院 819 1314 糸島市志摩師吉１２００番地
ほりﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 819 1123 糸島市神在1392-27 092-324-8118

福岡県 松田ひふ科医院 819 1116 糸島市前原中央2-2-6
株式会社　淡水みのう薬局 839 1321 うきは市吉井町214-13 0943-76-9555
ｵﾒｶﾞ薬局　吉井店 839 1304 うきは市吉井町千年74-7 0943-75-5757
そうごう薬局　浮羽店 839 1405 うきは市浮羽町大字古川1053番地2 0943-77-9091
筑後川温泉病院 839 1402 うきは市浮羽町大字古川１０５５ 0943-77-7251
古賀内科医院 839 1402 浮羽郡浮羽町７４６ 09437-7-2009
医療法人　上田内科胃腸科医院 839 1406 浮羽郡浮羽町大字高見49-2
すみれ薬局 837 0911 大牟田市橘1372番地
大牟田病院 837 0911 大牟田市橘1044-1 0944-58-1122
医療法人正心会　松永ｸﾘﾆｯｸ 837 0911 大牟田市橘1365 0944-58-1230
医療法人　原循環器科内科医院 836 0065 大牟田市三川町　2-27-1
宮本整骨院 836 0051 大牟田市諏訪町１－２６ 0944-43-1526
中友診療所 836 0027 大牟田市西浜田町１５－３ 0944-53-5009
大牟田ｾﾝﾄﾗﾙｸﾘﾆｯｸ 836 0841 大牟田市築町　３-２１ 0944-56-9574
てらだ調剤薬局 836 0074 大牟田市藤田町186番地
医療法人幸親会　有明病院 836 0073 大牟田市船津町440-3 0944-52-5245
医療法人　山下医院 836 0004 大牟田市大字手鎌７４５ 0944-52-5077
こひ胃腸科医院 836 0843 大牟田市不知火町１-３－３ 0944-55-2556
嶋田病院 838 0141 小郡市小郡217-1 0942-72-2236
そうごう薬局　小郡中央支店 838 0141 小郡市小郡278-17
有田歯科医院 816 0852 春日市一の谷４丁目４−１８ 092-584-1414
ひまわり薬局 816 0833 春日市紅葉ヶ丘東１-６６ 1Ｆ
医療法人春成会　樋口病院 816 0833 春日市紅葉ヶ丘東１-８６
わかば総合歯科ｸﾘﾆｯｸ 816 0851 春日市昇町7-58 092-588-6480
福岡徳州会病院 816 0864 春日市大字須久９６０－２ 092-573-6622

7 / 22 ページ

- 82-



受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

たけの内科クリニック 816 0802 春日市春日原北町３丁目６３−１ 092-593-0500
平塚整形外科医院 816 0824 春日市小倉７-８
あかとんぼ薬局　惣利店 816 0813 春日市惣利１丁目１２２ 092-707-8225
浜本眼科医院 816 0844 春日市上白水3-81 春日総合ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F102 092-571-6925
宏洲整形外科医院 811 2501 糟屋郡久山町大字久原3133番1 092-957-5151
たちばな診療所 811 0110 糟屋郡新宮町夜臼5-5-17
なの花薬局 811 0110 糟屋郡新宮町夜臼5-5-19 092-841-2219
医療法人　篠田眼科医院 811 0121 糟屋郡新宮町美咲２-１７-２６ 092-962-2930
医療法人井上会　篠栗病院 811 2413 糟屋郡篠栗町大字尾仲94 092-947-0711
田口歯科医院 811 2405 糟屋郡篠栗町大字篠栗4887-8 092-948-1182
はら眼科クリニック 811 2405 糟屋郡篠栗町篠栗4915-2 092-957-4141
新生堂薬局　篠栗病院前店 811 2413 糟屋郡篠栗町尾仲94番地 092-410-2808
たかさき脳神経外科クリニック 811 2413 糟屋郡篠栗町尾仲１０１−２ 092-931-5222
志免西整骨院 811 2205 糟屋郡志免町別府2−１-1-102 092-710-8718

福岡県 (株)大賀薬局　粕屋別府店 811 2232 糟屋郡志免町別府西3-8-12 092-937-5166
社会保険　仲原病院 811 2233 糟屋郡志免町別府北２-１２-１
久恒病院 811 2204 糟屋郡志免町田富牛丸152-1 092-932-0133
らいふ薬局　志免店 811 2244 糟屋郡志免町志免中央２丁目４−３ 092-957-3151
中西内科クリニック 811 2101 糟屋郡宇美町宇美４丁目１−３ 092-934-0703
たけうち皮膚科クリニック 811 2101 糟屋郡宇美町宇美４丁目１−３ 092-933-7040
箱崎薬局　久山店 811 2501 糟屋郡久山町大字久原3539番1 092-652-3446
志方医院 811 2501 糟屋郡久山町大字久原３５１２－１ 092-976-2858
新生堂薬局　久山店 811 2501 糟屋郡久山町久原3539-1 092-652-3446
うえだ歯科クリニック 811 2108 糟屋郡宇美町ゆりが丘１－４－６ 092-933-4680
片井整形外科・内科病院 811 2302 糟屋郡粕屋町大字大隈132番地の１ 092-938-4860
社会保険　稲築病院 820 0207 嘉穂郡稲築町大字口春744番地1
桂川歯科医院 820 0606 嘉穂郡桂川町土居８７７ 0120-568-020
ふれあい薬局 804 0082 北九州市戸畑区新池1-5-30 093-881-2332
戸畑けんわ病院 804 0012 北九州市戸畑区新池１-5-5 093-881-8181
畑薬局　新池店 804 0082 北九州市戸畑区新池2-7-1-101 093-871-2639
牧山中央病院 804 0066 北九州市戸畑区初音町13-13
戸畑総合病院 804 0025 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 093-871-2760
岩本内科医院 802 0932 北九州市小倉南区下石田１－２－８ 093-961-4118
レーベル薬局 802 0832 北九州市小倉南区下石田１-1647－3 093-962-7272
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九州労災病院 800 0252 北九州市小倉南区曽根北町1-1
タケシタ調剤薬局　労災病院前店 800 0229 北九州市小倉南区曽根北町4-7 093-474-8820
小倉医療ｾﾝﾀｰ 802 0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1
健和会　長行病院 803 0271 北九州市小倉南区長行２２８３ 093-451-3861
北九州総合病院 800 0257 北九州市小倉南区湯川５-10-10
みはし歯科医院 802 0841 北九州市小倉南区北方１-１６－３ 093-941-0030
小倉ｾﾝﾄﾗﾙ薬局　北方店 802 0841 北九州市小倉南区北方1-6-12 093-921-0095
宮崎医院 802 0841 北九州市小倉南区北方２-１９-１ 093-921-2058
ほほえみ調剤薬局 800 0205 北九州市小倉南区沼南町２-3-13-4
慈恵曽根病院 800 0208 北九州市小倉南区沼本町４-2-19
たはら薬局 800 0225 北九州市小倉南区田原4-9-13
眞﨑ｸﾘﾆｯｸ 800 0225 北九州市小倉南区田原4-9-14
かん養生ｸﾘﾆｯｸ 800 0256 北九州市小倉南区湯川新町3-7-1
ひらかわ薬局 800 0236 北九州市小倉南区下貫1-4-9
もり歯科医院 800 0234 北九州市小倉南区中貫1-14-13
武内薬局 802 0973 北九州市小倉南区星和台1-1-10
小林内科医院 802 0973 北九州市小倉南区星和台1-1-8 093-962-0666
徳原クリニック 802 0974 北九州市小倉南区徳力3-12-25
クラウン薬局 802 0974 北九州市小倉南区徳力４-１５-５ 093-963-7558
泉歯科医院 800 0251 北九州市小倉南区葛原１丁目１０−３ 093-473-8888
大信薬局　沼店 800 0206 北九州市小倉南区葛原東3-14-7 093-473-2880

福岡県 牧坂内科・消化器科医院 802 0981 北九州市小倉南区企救丘2-2-26 093-961-5151
(有)徳永調剤薬局 802 0981 北九州市小倉南区企救丘2-2-27 093-961-1520
医療法人　奥医院 800 0218 北九州市小倉南区湯川1丁目4-6 093-931-6611
小倉到津病院 803 0846 北九州市小倉北区下到津５-１０-３１ 093-571-0077
西日本調剤ｾﾝﾀｰ薬局 803 0814 北九州市小倉北区大手町１３－４ 093-592-0511
健和会　大手町病院 803 0814 北九州市小倉北区大手町１５－１ 093-592-5511
有限会社　中央調剤薬局ｾﾝﾀｰ 802 0077 北九州市小倉北区馬借1-7-15 093-522-9969
たんが調剤薬局 802 0077 北九州市小倉北区馬借1-5-3 093-513-3855
タケシタ調剤薬局　馬借店 802 0077 北九州市小倉北区馬借2-6-1
北九州市立医療センター 802 0077 北九州市小倉北区馬借２－１－１ 093-541-1831
医療法人　貞元内科医院 802 0077 北九州市小倉北区馬借１-10-8 093-551-0811
うちだ歯科医院 803 0856 北九州市小倉北区弁天町5-2 093-592-6996
米良医院 803 0831 北九州市小倉北区日明２丁目２−１ 093-561-4876
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榎本歯科医院 803 0835 北九州市小倉北区井堀3-26-25 093-571-1479
医療法人葵会　香川医院 802 0026 北九州市小倉北区大畠2-6-47 093-521-7440
合馬内科ｸﾘﾆｯｸ 802 0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-2-22
はでやま眼科 802 0064 北九州市小倉北区片野４-3-14
小倉きふね病院 802 0073 北九州市小倉北区貴船町3-3 093-941-4550
小倉めんたるクリニック 802 0006 北九州市小倉北区魚町2-4-11
サンキュー薬局　魚町店 802 0006 北九州市小倉北区魚町2-1-12
堺町調剤薬局 802 0005 北九州市小倉北区堺町2-1-1 1F 093-551-5737
一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院 802 8555 北九州市小倉北区浅野3-2-1 093-511-2000
おさき内科呼吸器科 802 0083 北九州市小倉北区江南町2-26 093-932-1102
北九州総合病院 802 8517 北九州市小倉北区東城野町1-1 093-921-0560
大賀薬局　北九州総合病院前店 802 0054 北九州市小倉北区東城野町4-10 093-921-7123
はまのうえ眼科医院 803 0836 北九州市小倉北区中井2-14-6 2Ｆ 093-581-3788
有限会社　十文字薬局 803 0836 北九州市小倉北区中井2-14-10 093-571-7052
公立大学法人　九州歯科大学付属病院 803 8580 北九州市小倉北区真鶴2-6-1 093-582-1131
こくら調剤薬局 802 0065 北九州市小倉北区三萩野2-4-31 093-952-8181
三萩野中央薬局 802 0085 北九州市小倉北区吉野町10-30 093-923-4085
産業医科大学病院 807 8555 北九州市八幡西区医生ケ丘１－１ 093-603-1611
新徳歯科病院 806 0044 北九州市八幡西区相生町15-14 093-631-0275
丘ノ規病院 807 0831 北九州市八幡西区大字則松１０４－１ 093-602-6631
めぐみ調剤薬局　若葉店 806 0066 北九州市八幡西区若葉3-1-2-22
福地内科循環器科 807 0071 北九州市八幡西区上の原４-１９-１１ 093-613-5852
ﾀｹｼﾀ調剤薬局　中の原店 807 0078 北九州市八幡西区中の原2-19-3 093-614-6125
しゅう眼科医院 807 0078 北九州市八幡西区中の原2-19-3 093-613-6664
しぶた歯科 805 0061 北九州市八幡東区西本町4-9-6
北九州市立　八幡病院 805 8534 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 093-662-6565
ﾏﾂﾀﾞ薬局 805 0061 北九州市八幡東区西本町4-18-40 093-662-7787
皿倉調剤薬局 805 0061 北九州市八幡東区西本町４-10-7 093-681-7213
田中外科胃腸科医院 805 0061 北九州市八幡東区西本町４-9-19 093-662-0137
みやび内科・眼科クリニック 805 0071 北九州市八幡東区東田３丁目２−１０２ イオンモール八幡東 2F 093-663-7163
ｻﾝｷｭｰﾄﾞﾗｯｸﾞ　平野薬局 801 0825 北九州市八幡東区平野3-1-3 093-663-9539
北九州市立　門司病院 800 0021 北九州市門司区南本町３−１ 093-381-3581
みなと薬局 801 0851 北九州市門司区東本町１-４-１１ 093-331-5738

福岡県 サンキュー薬局　門司港店 801 0853 北九州市門司区東港町3-2 093-322-3939
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産業医科大学若松病院 808 0024 北九州市若松区浜町１丁目１７−１ 093-761-0090
医療法人　木原医院 807 1312 鞍手郡鞍手町大字中山3660番地の1 0949-42-5005
小竹町立病院 820 1103 鞍手郡小竹町大字勝野１１９１番地 0949-62-0282
有限会社　とき薬局 807 1312 鞍手郡鞍手町大字中山3660番地3 0949-42-8890
久留米大学病院 830 0011 久留米市旭町６７ 0942-31-7605
溝上薬局　くるめ病院前店 839 0865 久留米市合川2-1-22 0942-27-6361
田主丸中央病院 839 1213 久留米市田主丸町益生田892
宇都宮内科医院 830 0037 久留米市諏訪野町1850-1
すわの町薬局 830 0037 久留米市諏訪野町1850-1 0942-48-1141
そうごう薬局　久留米医大前店 830 0011 久留米市旭町11番地 副島ﾋﾞﾙ
岡部医院　（久留米） 830 0063 久留米市荒木町荒木1318 0942-27-0185
久留米総合病院 830 0013 久留米市櫛原町２１ 0942-33-1211
久留米大学医療センタ－ 839 0863 久留米市国分町１５５－１ 0942-22-6660
くるめ病院 839 0865 久留米市新合川2-2-18 0942-43-5757
新古賀病院 830 0033 久留米市天神町１２０ 0942-38-2222
久留米大塩眼科クリニック 830 0047 久留米市津福本町465-1 0942-36-8200
医療法人　愛康内科医院 830 0051 久留米市南１-２７-２８ 0942-21-5556
城 皮膚科 形成外科 830 0038 久留米市西町１１７３−９ 0942-34-0915
もとむら歯科医院 839 0862 久留米市野中町１４７−１ 2Ｆ 0942-43-8241
のぞえ歯科クリニック 811 3107 古賀市美明１-12-21 092-405-6748
株式会社　ﾀｶﾗ薬局 827 0002 田川郡香春町大字中津原1250-1
一本松調剤薬局 822 1405 田川郡香春町大字中津原1250-1
田中整形外科医院 827 0002 田川郡川崎町大字池尻329-8 0947-42-2776
田川薬剤師会薬局 827 0002 田川郡川崎町池尻607-1
中山医院 824 0601 田川郡添田町大字庄８９０－５ 0947-82-0471
西添田駅前薬局 824 0601 田川郡添田町庄893-1 0947-41-7333
糸田町立緑ヶ丘病院 822 1300 田川郡糸田町3187 0947-26-0111
有限会社ﾘﾍﾞﾛ　原田薬局 822 1316 田川郡糸田町3307 0947-26-0032
タケシタ調剤薬局　後藤寺店 826 0023 田川市上本町11-31 0947-49-0280
夢人さんの調剤薬局 826 0023 田川市上本町11番地31 0947-49-0322
（社）田川病院 826 0023 田川市上本町１０－１８ 0947-44-0460
㈱古賀調剤薬局　田川病院店 826 0023 田川市上本町1438-3 0947-47-1717
かじ内科ｸﾘﾆｯｸ 826 0023 田川市上本町7-7
寿美調剤薬局 826 0023 田川市上本町7-2 0947-42-8864

11 / 22 ページ

- 86-



受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

(有)ﾀﾅｶ調剤薬局 826 0021 田川市桜町14-25 0947-45-2690
田川診療所 825 0016 田川市新町１１－１５ 0947-42-8403
国立療養所　田川新生病院 825 0004 田川市大字夏吉3638 0947-44-0690
ｴﾝｾﾞﾙ薬局　夏吉店 825 0004 田川市大字夏吉3638 0947-50-6600
中富内科医院 826 0041 田川市大字弓削田219-1

福岡県 時川調剤薬局 826 0041 田川市大字弓削田219-4
中富医院 826 0041 田川市大字弓削田２１５－２ 0947-44-0552
山本歯科 826 0043 田川市大字奈良１７８０   0947-42-8000 
玉山歯科 826 0043 田川市大字奈良257 0947-42-3434
しらかわｸﾘﾆｯｸ 826 0043 田川市大字奈良261-1 0947-45-3111
フラワー薬局　田川星美台店 825 0005 田川市大字糒1700-81
みずほ調剤薬局 825 0006 田川市大字糒1700-149 0947-44-1717
タカサキ薬局 825 0006 田川市大字糒1700-150
タケシタ調剤薬局　田川 825 0006 田川市大字糒1700-92
田川市立病院 825 8567 田川市大字糒１７００番地 0947-44-2000
星美台調剤薬局 825 0005 田川市大字糒1700-339 0947-45-6336
株式会社ｱｶﾞﾍﾟ　田川薬局 825 0005 田川市糒1700-91
有限会社　タナカ調剤薬局 836 0092 田川市桜町　14-25 0947-45-2690
田中医院 826 0026 田川市春日町１－７ 0947-42-0112
サンララ薬局 826 0042 田川市川宮760-10 0947-50-7300
植田皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 826 0042 田川市川宮760-7
倉員眼科医院 825 0018 田川市番田町1-39 0947-42-1045
医療法人恵山会　丸山病院 818 0133 太宰府市坂本１-4-6 092-922-9001
さきむら医院 818 0072 筑紫野市二日市中央5-12-3 092-925-9915
青柳外科医院 818 0057 筑紫野市二日市南２-2-10 092-922-2770
大賀薬局　那珂川店 811 1201 那珂川市片縄5-19 092-953-3721
黒崎整形外科医院 811 1213 那珂川市中原2-4 092-954-2551
じんのうち耳鼻咽喉科 811 1255 那珂川市松木1-146 092-951-3387
中間市立病院 809 0034 中間市大字中間５８１８－１ 093-245-0981
ひぐち歯科クリニック 822 0001 直方市大字感田１７８１−１５ 0949-29-6110
山口耳鼻咽喉科医院 822 0024 直方市須崎町４−３０ 0949-29-5225
やまと調剤薬局 822 0002 直方市大字頓野3897番地8 0949-26-6345
佐田整形外科病院 814 0121 福岡市城南区神松寺２丁目１９−２ 092-864-6556
平川耳鼻咽喉科ｸﾘﾆｯｸ 814 0151 福岡市城南区堤１-1-1

12 / 22 ページ

- 87-



受療券契約医療機関一覧
※受療券契約医療機関のうち、公表可能な医療機関等のみが掲載されており、

リスト以外にも受療券を利用可能な医療機関等があります。

カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

堤調剤薬局 814 0156 福岡市城南区樋井川１-21-22
二丁目調剤薬局 814 0104 福岡市城南区別府２－１０－２３ ｾﾝﾀ-ﾎ-ｽ ﾏﾝｼｮﾝ-1f 092-843-5561
だい内科医院 814 0104 福岡市城南区別府２－３０－４６ ハイツ別府－１階 092-821-0865
もろとみ歯科 814 0161 福岡市早良区飯倉７丁目３−１０ 092-801-2767
油山病院 814 0171 福岡市早良区野芥５－６－３７ 092-871-2261
誠和会　牟田病院 814 0163 福岡市早良区干隈3-9-1
医療法人社団福光会　福田眼科病院 814 0013 福岡市早良区藤崎１-24-1 092-841-2345
高橋脳神経外科 814 0161 福岡市早良区飯倉７丁目１−７ 092-866-0777
山本歯科医院 814 0161 福岡市早良区飯倉２-9-7 092-831-1757

福岡県 平井歯科 810 0021 福岡市中央区今泉2-5-24 権藤ﾋﾞﾙ２F 092-714-4618
博愛会病院 810 0034 福岡市中央区笹丘１－１３－２８ 092-741-2626
ピア笹丘薬局 810 0034 福岡市中央区笹丘１－２８－１５ 092-771-3455
大槻歯科医院 810 0033 福岡市中央区小笹３-７-３　 092-521-8568
林眼科　天神診療所 810 0002 福岡市中央区西中洲6-20 占部ビル2F 092-716-3030
福岡結核予防センタ－ 810 0041 福岡市中央区大名２－４－７ 092-761-2544
そうごう薬局　天神中央店 810 0001 福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル１階 092-734-7311
なごみ薬局　天神店 810 0001 福岡市中央区天神１-14-4 天神平和ﾋﾞﾙ５階 092-791-6401
医療法人親愛　天神クリニック 810 0001 福岡市中央区天神２－１２－１ 092-721-3571
佐田病院 810 0004 福岡市中央区渡辺通２-４-２８
福神薬局　天神南店 810 0004 福岡市中央区渡辺通2-3-19 092-732-7717
きよさわ眼科 810 0014 福岡市中央区平尾2-16-15 092-521-0559
㈱大賀薬局　福ﾋﾞﾙ店 810 0001 福岡市中央区天神1-11-17 092-721-8188
天神ｺｺﾌﾙ薬局 810 0001 福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通りビル1Ｆ 092-791-7830
医療法人　ふじのｸﾘﾆｯｸ 810 0001 福岡市中央区天神2-14-8 天神ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F
タケシタ調剤薬局　天神北店 810 0072 福岡市中央区長浜3-2-7 092-718-0070
西村胃腸内科 810 0014 福岡市中央区平尾２丁目５−８ ラクレイス平尾ステーション3F 092-523-6150
ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ薬局　白十字病院店 819 0025 福岡市西区石丸4丁目3-1 駐車場棟1階 092-407-2272
(有)ｺｰｼﾝ薬局 819 0041 福岡市西区拾六町1-19-1 092-884-1837
かもめ薬局 819 0022 福岡市西区福重5-6-1 092-895-1121
新室見診療所 819 0022 福岡市西区福重５-1-27 092-891-3711
むらた整形外科クリニック 819 0052 福岡市西区下山門3-7-7
西福岡病院 819 8555 福岡市西区生の松原3-18-8 092-831-1331
ハート薬局 813 0025 福岡市東区青葉2-13-2 092-691-6632
あおばｸﾘﾆｯｸ 813 0025 福岡市東区青葉3-1-6
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城浜診療所 813 0044 福岡市東区千早１-6-8 092-671-3031
おくだクリニック 813 0044 福岡市東区千早２丁目４−１８ 092-661-9555
清原皮膚泌尿器科医院 813 0044 福岡市東区千早5-8-1 ヤマダ電機ビル３Ｆ 092-671-5588
みさきデンタルクリニック 812 0054 福岡市東区馬出1-31-13-1Fエバーライフ吉塚駅前 092-260-9783
八木病院 812 0054 福岡市東区馬出2-21-25
九州大学病院 812 0054 福岡市東区馬出３－１－１ 092-642-5169
千鳥橋病院歯科診療所 812 0054 福岡市東区馬出４－８－２１ 092-631-2500
あかり薬局　九大東 812 0054 福岡市東区馬出2-1-11 092-292-7801
貝塚病院 812 0031 福岡市東区箱崎7-7-27 092-632-3333
たたら介護薬局 813 0031 福岡市東区八田1-4-65 092-663-2552
たたらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 813 0031 福岡市東区八田１-４-６６
あい愛訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 813 0042 福岡市東区舞松原1-8-19
さくら薬局　舞松原店 813 0042 福岡市東区舞松原5-25-17 092-671-2811

福岡県 山本歯科医院 813 0013 福岡市東区香椎駅前１-５-２０ 092-662-4674
いわくに内科 813 0041 福岡市東区水谷２-１−１ 092-683-1877
あんのうクリニック 811 0202 福岡市東区和白３丁目１７−２４ 092-607-8455
医療法人　山本歯科医院 811 1302 福岡市南区井尻４-３-３７ 092-581-4397
とうきょう薬局 811 1346 福岡市南区老司2-9-69 092-555-8150
九州中央病院 815 0032 福岡市南区塩原３－２３－１ 092-541-4936
国立病院機構　福岡病院 811 1394 福岡市南区屋形原４-39-1 092-565-5534
よつば在宅マッサージ院 815 0035 福岡市南区向野2-10-16 JGM大橋307号 092-986-0047
寺沢病院 815 0084 福岡市南区市崎1-14-11 092-521-1381
松岡内科胃腸科クリニック 815 0084 福岡市南区市崎１－９－１２ 092-521-0854
ひろき薬局　横手店 811 1311 福岡市南区横手3-40-18 092-571-1712
南昌江内科ｸﾘﾆｯｸ 815 0071 福岡市南区平和１-4-6
あんどう歯科小児歯科医院 815 0071 福岡市南区平和１-２-１８ 平和ＪＳビル 092-524-9760
有限会社　平和調剤薬局 815 0071 福岡市南区平和１-６-１
九州ガンセンター 811 1395 福岡市南区野多目３-１-１ 092-541-3231
徳永内科医院 811 1311 福岡市南区横手3-40-2 092-593-1600
山本歯科医院 815 0083 福岡市南区高宮３-8-6 092-521-7890
大島眼科医院 815 0083 福岡市南区高宮５-1-1 092-524-1075
しばやま歯科 812 0851 福岡市博多区青木１丁目１９−１ 092-260-7337
福岡市民病院 812 0041 福岡市博多区吉塚本町１３-１
そよかぜ薬局 812 0044 福岡市博多区千代２丁目１４−５ 092-643-2744
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ひよこ薬局 812 0044 福岡市博多区千代5-14-13
ちどり薬局 812 0044 福岡市博多区千代５－１４－２０ 092-651-8086
千鳥橋病院 812 0044 福岡市博多区千代５－１８－１ 外来管理課 092-641-2761
千代診療所 812 0044 福岡市博多区千代５-１１-３８ 092-651-0726
千代診療所歯科 812 0044 福岡市博多区千代５-１１-３８ 092-651-2321
至誠会　木村病院 812 0044 福岡市博多区千代2-13-19 092-641-1966
㈱大賀薬局 812 0025 福岡市博多区店屋町6-18 092-283-2505
古寺内科医院 816 0086 福岡市博多区南八幡町２-３-１０ 092-581-1716
多田クリニック 812 0024 福岡市博多区網場町１－１６ 多田ビル 092-291-1383
まさおか調剤薬局 812 0024 福岡市博多区網場町１－１６ 092-271-5062
福富内科ｸﾘﾆｯｸ 812 0024 福岡市博多区綱場町1-16 多田ビル２F
近間整形外科ｸﾘﾆｯｸ 812 0024 福岡市博多区網場町1-17 092-271-7755
博多こおり歯科 812 0011 福岡市博多区博多駅前3-22-1 ﾊｯﾄﾋﾞﾙ２階 092-409-9974
そえじま内科ｸﾘﾆｯｸ 812 0016 福岡市博多区博多駅南4-9-21 092-411-4321
林眼科病院 812 0011 福岡市博多区博多駅前４丁目２３−３５ 092-431-1680
大月内科循環器科 812 0029 福岡市博多区古門戸町1-1-2F

福岡県 河野歯科医院 812 0884 福岡市博多区寿町3-1-11
大賀薬局　市民病院前店 812 0046 福岡市博多区吉塚本町１−６ 092-645-1261
松野脳神経クリニック 811 3223 福津市光陽台１丁目１−５ 0940-43-5055
誠心会　井上病院 819 1104 前原市波多江699-1 092-322-3437
あらまき内科クリニック 823 0003 宮若市本城６７８−４ 0949-28-9528
本城薬局 823 0003 宮若市本城678-4 0949-32-1230
医療法人フィロソフィア 徳永歯科クリニック 811 4185 宗像市赤間駅前1丁目2-1 ライオンズマンション赤間1F 0940-35-3700
水上歯科クリニック 811 3213 宗像郡福間町２７３９－１ 0940-43-7366
やまね眼科医院 811 4175 宗像市田久２丁目３−１ 0940-32-9511
ふじい眼科ｸﾘﾆｯｸ 811 4184 宗像市くりえいと２-3-44
のりまつ薬局 811 4184 宗像市くりえいと２-２-２ 0940-33-8356
くりえいと調剤薬局 811 4184 宗像市くりえいと２-3-1 0940-38-8103
医療法人　あかま整形クリニック 811 4173 宗像市栄町３−５ 0940-35-6440
宗像病院 811 3414 宗像市光岡130 0940-36-2734
宗像東薬局 811 3414 宗像市光岡120-1
いきまる内科ｸﾘﾆｯｸ 811 4163 宗像市自由ヶ丘9-1-1 0940-39-8282
有限会社宗像調剤薬局　南店 811 4163 宗像市自由ヶ丘9-1-2
河村医院 811 4161 宗像市朝町三反田2118番 0940-32-1640
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宗像医師会病院 811 3431 宗像市田熊5-5-3 0940-37-1188
サンスイ薬局 811 3431 宗像市田熊2-5-19
宗像眼科ｸﾘﾆｯｸ 811 3431 宗像市田熊２-5-13
かばた歯科医院 811 3415 宗像市朝野19 0940-33-8041
（医）相良内科医院 821 0012 山田市上山田１３３５－１２ 0948-53-1622
沖歯科医院 821 0012 山田市上山田本町 0948-52-0757
筑前山田赤十字病院 821 0012 山田市大字上山田１２３７ 0948-52-0861
しばた医院 834 1102 八女市上陽町北川内１８６−２ 0943-33-7373
ほたる調剤薬局 834 1102 八女市上陽町北川内１８６−１ 0943-54-2185
川崎病院 834 0024 八女市津江538 0943-23-3005
公立八女総合病院 834 0034 八女市高塚540-2 0943-23-4131
おおみや整形外科 824 0031 行橋市西宮市２丁目２−３０ 0930-28-0038

地区計 330
佐賀県 今村病院 841 0061 鳥栖市轟木町1523-6 0942-82-5550

元町歯科診療所 841 0051 鳥栖市元町1300-1 0942-82-4141
医療法人 加藤眼科医院 847 0014 唐津市西城内６−４３ 0955-72-2009
辻薬局　城内店 847 0013 唐津市南城内67番地 0955-72-3595
唐津赤十字病院 847 8588 唐津市和多田2430 0955-72-5111

地区計 5
長崎県 三佼会　宮崎病院 854 0064 諫早市久山町1575番地1 0957-25-4800

三佼会　宮崎診療所 854 0067 諫早市久山台9番10号 0957-25-2050
そうごう薬局　諫早久山台店 854 0067 諫早市久山台10-1 0957-47-6061
しらぬひ薬局 854 0071 諫早市永昌東町９−２３ 0957-22-3430
医療法人 ふじえクリニック 854 0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル3F 0957-21-5070
諫早総合病院 854 0072 諫早市永昌東町24番1号 0957-22-1380
日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 859 0497 諫早市多良見町化屋986番地2 0957-43-2111
医療法人　井手歯科医院 854 0012 諫早市本町３－１３ 0957-22-0685
まつお眼科医院 854 0022 諫早市幸町２－２１ 0957-24-6604
野口歯科医院 854 0081 諫早市栄田町６−２３ 0957-26-1778
なかしまつねゆき内科循環器科 854 0081 諫早市栄田町３１−５ 0957-25-8880
ふれあい薬局 854 0081 諫早市栄田町31-48 0957-25-1092

長崎県 市立　大村市民病院 856 0817 大村市古賀島町133-22 0957-52-2161
加島歯科小児歯科医院 856 0823 大村市乾馬場町８３０−２ 0957-52-2809
かなで薬局 856 0025 大村市小路口町２４４−１１ 0957-46-3661
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大村共立病院 856 0023 大村市上諏訪町1095番地 0957-53-1121
またの歯科口腔外科ｸﾘﾆｯｸ 856 0805 大村市竹松本町545-5 0957-55-8261
貞松病院 856 0831 大村市東本町537 0957-54-1161
長崎中央調剤薬局 856 0835 大村市久原２-1066-17 0957-53-9301
長崎医療ｾﾝﾀｰ 856 0835 大村市久原２-1001-1 0957-52-3121
そうごう薬局　大村店 856 0813 大村市西大村本町210-5 0957-54-8587
大村ファミリー歯科 856 0836 大村市幸町２５−２００ イオン大村店 2F 0957-52-8148
松本耳鼻咽喉科 853 0018 五島市池田町2-17 0959-72-2838
(有)あい調剤薬局　南町店 853 0018 五島市池田町5-28 0959-72-4561
いけだ内科 853 0032 五島市大荒町73-2 0959-88-9120
ゆうとく薬局大荒店 853 0032 五島市大荒町74-2 0959-72-3750
岐宿歯科診療所 853 0701 五島市岐宿町岐宿2535番地 1959-82-0666
医療法人　山内診療所 853 0312 五島市岐宿町中岳1073-1 0959-83-1013
ニック調剤薬局　木場店 853 0033 五島市木場町570-4 0959-75-0820
みどりが丘クリニック 853 0033 五島市木場町570-4 0959-75-0620
才津歯科医院 853 0004 五島市幸町2-3 0959-72-8700
沢本歯科医院 853 0001 五島市栄町7-11 0959-72-1876
医療法人雄人会　浦ｸﾘﾆｯｸ 853 0001 五島市栄町9-16 0959-72-2706
尼忠薬局　末広店 853 0005 五島市末広町1-5 0959-74-6317
郡家病院 853 0005 五島市末広町1-9 0959-72-2436
玉之浦町診療所 853 0411 五島市玉之浦町玉之浦1397-1 0959-87-2241
虎島医院 853 0002 五島市中央町2-2 0959-72-8300
㈱福江薬局　 853 0002 五島市中央町5-16 0959-72-2733
有限会社　侑徳薬局 853 0002 五島市中央町8-8 0959-72-8804
こまき歯科医院 853 0003 五島市中央町4-1 0959-72-4834
山田歯科医院 853 0002 五島市中央町6-23 0959-72-4737
長崎県富江病院 853 0205 五島市富江町狩立４９９番地 0959-86-2131
近藤歯科医院 853 0201 五島市富江町富江１６０−３ 0959-86-2135
広野整骨院 853 0201 五島市富江町富江314-13 0959-86-2878
奈留医療ｾﾝﾀｰ 853 2201 五島市奈留町浦1644 0959-64-2014
宿輪医院 853 2201 五島市奈留町浦1866-1 0959-64-2069
奈留薬局 853 2201 五島市奈留町浦1744-4 0959-64-2220
奈留歯科診療所 853 2201 五島市奈留町浦1750-1 0959-64-3354
中村調剤薬局 853 0004 五島市錦町1-15 0959-75-0707
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五島市国民健康保険　久賀診療所 853 2171 五島市久賀町２４５番地1 0959-77-2012
壮快堂薬局 853 0007 五島市福江町14-16 0959-75-0189
ダケ眼科ｸﾘﾆｯｸ 853 0007 五島市福江町15-16 0959-72-2138

長崎県 山本皮膚科 853 0007 五島市福江町3-13 0959-74-1617
松尾整形外科 853 0007 五島市福江町15-13 0959-72-1111
井上内科小児科医院 853 0017 五島市武家屋敷1-2-13 0959-72-3051
聖マリア病院 853 0052 五島市松山町133番地2 0959-72-5101
桜町調剤薬局　三井楽店 853 0601 五島市三井楽町濱ノ畔1050-17 0959-75-1531
五島市国民健康保険　三井楽診療所 853 0601 五島市三井楽町濱ノ畔1046-1 0959-84-2144
山田医院 853 0601 五島市三井楽町濱ノ畔１２５３−１ 0959-75-1502
医療法人財団健友会　五島ふれあい診療所853 0064 五島市三尾野2-1-29 0959-75-0717
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ福江 853 0064 五島市三尾野1-7-1
五島中央病院 853 0031 五島市吉久木町205 0959-72-3181
あおぞら薬局 853 0031 五島市吉久木町626-1 0959-75-0767
ニック調剤薬局　ごとう店 853 0031 五島市吉久木町205-1  0959-75-0132
中村調剤薬局　吉久木店 853 0031 五島市吉久木町443-8 0959-75-0505
佐々木整骨院 853 0031 五島市吉久木町1157-1 0959-74-6262
佐世保市総合医療センター 857 8511 佐世保市平瀬町９−３ 0956-24-1515
まき歯科 855 0067 島原市１丁目４１５８−１ あんしんハウス島原 1階 0957-64-5077
重工記念　長崎病院 852 8004 長崎市丸尾町6-17 095-801-5800
ウイン調剤 水の浦薬局 850 0063 長崎市飽の浦町１−１ 095-861-6116
入江医院 851 2212 長崎市畝刈町1613-95 095-850-6815
あんず整形外科 851 2212 長崎市畝刈町１６１３-３３ サクセスカバーヒルズ１階・３階 095-840-1212
藤本整骨院　畝刈本院 851 2212 長崎市畝刈町1613-273 095-850-8889
広進会　常岡歯科診療所 850 0832 長崎市油屋町2-18 095-822-0295
医療法人良幸会　思案橋ツダ眼科 850 0832 長崎市油屋町1-12 095-823-9201
勝山薬局（石神店） 852 8126 長崎市石神町13-47 095-840-0001
ひぐち歯科 850 0971 長崎市磯道町２１５−１ 095-879-2525
藤本整骨院　岩屋町本院 852 8052 長崎市岩屋町26-21 095-856-2229
ひまわり薬局 江戸町店 850 0861 長崎市江戸町４−３ 円口ビル 095-824-5817
医療法人　ながた大腸肛門クリニック 850 0861 長崎市江戸町5-14 月香園本社ビル5Ｆ 095-818-5375
すもも薬局 850 0918 長崎市大浦町7-10  095-818-8933
医療法人昭和会　昭和会病院 850 0911 長崎市東山手町6-51 095-827-0181
前川医院 852 8062 長崎市大園町5-3 095-856-2800
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新生堂薬局 重工記念長崎病院前店 850 0062 長崎市大谷町１−１ 095-801-2157
みしま内科・消化器内科クリニック 852 8127 長崎市大手１丁目２８−１５ 095-814-0001
おおて町薬局 852 8127 長崎市大手１丁目２８−１５ 095-865-6022
さくら薬局　長崎大浜店 850 0066 長崎市大浜町１５４６−６ 095-865-5900
はかりや歯科・小児歯科医院 850 0066 長崎市大浜町１５９１ 095-865-0082
医療法人　奥村歯科医院 852 8132 長崎市扇町１-５ 095-844-8062
十善会病院 852 8012 長崎市淵町２０−５ 095-864-0085
済生会　長崎病院 850 0003 長崎市片淵町5-1 095-826-9236
長崎掖済会病院 850 0034 長崎市樺島町5-16 095-824-1610
上戸町病院 850 0953 長崎市上戸町4-2-20 095-879-0705
エビス薬局 850 0953 長崎市上戸町１－１０－３８ 095-834-5910
長崎友愛病院 851 0401 長崎市蚊焼町２３１４番地１ 095-892-0630
医療法人　河野内科医院 852 8143 長崎市川平町１２０４ 095-846-5101
長崎新港診療所 851 2211 長崎市京泊３丁目３０−３ 095-850-2822
はるか薬局 851 2211 長崎市京泊３丁目３０−１４ 095-893-6868
長崎腎病院 850 0032 長崎市興善町5-1 095-824-1101
香焼薬局 851 0310 長崎市香焼町444-49 095-871-4371
聖フランシスコ病院 852 8125 長崎市小峰町9-20 095-846-1888

長崎県 長崎大学病院 852 8102 長崎市坂本１－７－１ 095-819-7237
輔仁会薬局 852 8102 長崎市坂本1丁目8番22号 095-844-9080
西脇病院 850 0835 長崎市桜木町３-１４ 095-879-0705
アイン薬局　桜木町店 850 0835 長崎市桜木町2-19 095-895-7170
秋山眼科クリニック 850 0015 長崎市桜馬場１丁目７−７ 095-821-0259
おがわ歯科医院 850 0975 長崎市三和町５４１ 095-878-0039
医療法人外海弘仁会　日浦病院 851 2326 長崎市下黒崎町１４０２番地 0959-25-0039
宮崎内科医院 852 8042 長崎市白鳥町3-12 095-845-0312
医療法人緑風会みどりクリニック 852 8034 長崎市城栄町32-20 095-844-7191
稲澤ﾌｧﾐﾘｰ歯科医院 852 8034 長崎市城栄町32-20 城山ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4Ｆ 095-843-8115
佐藤和眼科医院 852 8145 長崎市昭和２-１６－７ 095-844-9755
長崎みなとメディカルセンター 850 0842 長崎市新地町６－３９ 095-822-3251
藤本整骨院 新地町本院 850 0842 長崎市新地町８−１６ 095-823-1112
パールデンタルクリニック 850 0991 長崎市末石町２９０－２ 095-871-2345
江良医院 852 8154 長崎市住吉町5-15 095-844-0415
社会医療法人春回会　井上病院 850 0045 長崎市宝町6-12 095-844-1281
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ラベンダー薬局 850 0045 長崎市宝町7-16 095-813-1118
医療法人社団健昌会　新里クリニック城山台852 8025 長崎市立岩町３４-１０ 095-833-1234
出島病院 850 0862 長崎市出島町12-23 095-822-2323
ひさまつ腎・泌尿器ｸﾘﾆｯｸ 850 0841 長崎市銅座町2-15　NKｲﾘｽﾋﾞﾙ2F 095-893-8980
銅座町コクミン薬局 850 0841 長崎市銅座町5-7　ｻｲﾉｵﾋﾞﾙ1F 095-816-1595
まさき内科呼吸器クリニック 850 0841 長崎市銅座町5-7　ｻｲﾉｵﾋﾞﾙ3Ｆ 095-801-5908
野いちご調剤薬局 851 3101 長崎市西海町1719-4 095-860-3250
太陽薬局 851 0103 長崎市中里町９３−１ 095-838-7713
いけだ歯科医院 852 8155 長崎市中園町8-7 エビスビル2Ｆ 095-843-1888
すわの森薬局 850 0001 長崎市西山2-1-6 1Ｆ 095-811-0600
医療法人厚生会　虹ヶ丘病院 852 8055 長崎市虹が丘1-1 095-856-1112
やまだ眼科クリニック 850 0853 長崎市浜町３−２０ 浜町くまビル 4F 095-801-1567
三星堂薬局 852 8107 長崎市浜口町14-19 095-844-1413
医療法人　哲翁内科医院 852 8107 長崎市浜口町13-9 095-846-5563
医療法人　光晴会病院 852 8053 長崎市葉山1-3-12 095-857-3533
アイン薬局長崎中央店 850 0911 長崎市東山手町1-11 095-893-8755
日本調剤長崎薬局 850 0911 長崎市東山手町1-9 ﾎｰﾜﾋﾙｽﾞ東山1F 095-816-1881
アジサイデンタルクリニック 850 0985 長崎市平瀬町68-14 095-895-9911
平山台薬局 850 0996 長崎市平山台１－１－１３ 095-833-5777
松永歯科医院 850 0996 長崎市平山台１-５-１ 095-879-5800
宮崎薬局 852 8116 長崎市平和町10-1 095-844-0317
長崎記念病院 851 0301 長崎市深堀町1-11-54 095-871-1515
アイ薬局 851 0301 長崎市深堀町１丁目１１−１０８ 095-895-9511
たくま医院 851 0301 長崎市深堀町３丁目２８５−３ 095-871-3478
(有)モリヤマ薬局 851 0301 長崎市深堀町３丁目２８６−６ 深堀ハイツ 095-871-4363
ほんだ歯科 852 8131 長崎市文教町５−２３ 1Ｆ 095-814-8711
三原台病院 852 8123 長崎市三原1-8-35 095-846-8111

長崎県 クローバー薬局 852 8123 長崎市三原1-7-35 095-841-9316
諸岡整形外科医院 852 8031 長崎市三芳町２−２０ 095-848-5445
石野皮膚科医院 852 8105 長崎市目覚町３−２ 095-843-7575
医療法人社団　田島整形外科・外科・クリニック 852 8105 長崎市目覚町４-１５ 095-845-4155
開生薬局 852 8105 長崎市目覚町4-10 キョウショウエンビル1Ｆ 095-840-9777
新里クリニック浦上 852 8104 長崎市茂里町3-20 095-813-1234
勝山薬局（茂里町店） 852 8104 長崎市茂里町3-20 095-813-0008
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カネミ倉庫株式会社
(令和5年12月現在）

日本赤十字社　長崎原爆病院 852 8511 長崎市茂里町3-15 095-847-1511
日本調剤　原爆病院前薬局 852 8104 長崎市茂里町3-58 095-894-9341
ちゅーりっぷ薬局　矢上店 851 0133 長崎市矢上町9-10 095-813-3022
千綿病院 851 0133 長崎市矢上町９-１２ 095-839-2121
モリタ調剤薬局 850 0982 長崎市柳田町1-4 095-879-3690
新クリニック 852 8137 長崎市若葉町１６−１１ 095-848-7867
女の都病院 851 2127 西彼杵郡長与町高田郷849-18 095-847-8383
健康堂薬局　女の都店 851 2127 西彼杵郡長与町高田郷858-75 095-865-6506
森内科クリニック 851 2128 西彼杵郡長与町嬉里郷445-101 095-883-3131
藤本整骨院 長与町本院 851 2128 西彼杵郡長与町嬉里郷６６０−１ 095-887-5566
うれり薬局 851 2128 西彼杵郡長与町嬉里郷６６５ 095-887-0028
長崎北徳州会病院 851 2131 西彼杵郡長与町北陽台１丁目５−１ 095-813-5800
成田内科医院 851 2126 西彼杵郡長与町吉無田郷２０２６−６ 095-883-2011
とおやま内科 851 2105 西彼杵郡時津町浦郷301−22 095-881-2662
うちだ調剤薬局 時津店 851 2105 西彼杵郡時津町浦郷301−22 095-860-2228
つかざき皮ふ科 851 2105 西彼杵郡時津町浦郷４３６−５ 095-813-2345
しらいし胃腸科外科クリニック 851 2104 西彼杵郡時津町野田郷48-2 095-881-2828
医療法人啓正会　清水病院 851 2102 西彼杵郡時津町浜田郷572 095-882-1225
社会医療法人春回会　長崎北病院 851 2103 西彼杵郡時津町元村郷800 095-886-8700
長崎百合野病院 851 2103 西彼杵郡時津町元村郷1155-2 095-857-3366
林内科医院 855 0814 島原市津町４０９−１５ 0957-62-6657
医療法人栄和会　泉川病院 859 1504 南島原市深江町丁2405 0957-72-2017
すみれ薬局 859 1504 南島原市深江町丁2235 0957-65-1193

地区計 174
熊本県 石塚眼科医院 864 0041 荒尾市荒尾上西田７８９－１５ 0968-64-2780

熊本労災病院 866 0826 八代市竹原町1670
宇治歯科医院 862 0956 熊本市水前寺公園１５－３１ 096-383-0333
池田内科医院 860 0066 熊本市西区城山下代3丁目1-2 096-329-8818

地区計 4
大分県 やつか眼科 876 0832 佐伯市船頭町２−４０ 0972-22-0055

九州大学病院別府病院 874 0838 別府市大字鶴見字鶴見原4546 0977-27-1626
大分県立病院 870 0855 大分市豊饒２丁目８−１ 097-546-7111

地区計 3
なかむら内科病院 890 0063 鹿児島市鴨池１-５７-１ 099-256-6555鹿児島県
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鹿児島医療ｾﾝﾀｰ 892 0853 鹿児島市城山町８-１
林内科胃腸科病院 890 0045 鹿児島市武２-33-8 099-257-6969
徳重医院 899 5431 姶良市西餅田１３４７ 0995-65-2070
社会福祉法人恩賜財団　済生会川内病院 895 0074 薩摩川内市原田町２-４６ 0996-22-8960

地区計 5
区分計 692

鹿児島県
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健生総発0109第1号 

令和６年１月９日 

 

 

北海道保健福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第2号 

令和６年１月９日 

 

 

埼玉県保健医療部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第3号 

令和６年１月９日 

 

 

東京都保健医療局長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第4号 

令和６年１月９日 

 

 

山梨県福祉保健部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第5号 

令和６年１月９日 

 

 

愛知県保健医療局長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第6号 

令和６年１月９日 

 

 

三重県医療保健部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第7号 

令和６年１月９日 

 

 

大阪府健康医療部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第8号 

令和６年１月９日 

 

 

兵庫県保健医療部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第9号 

令和６年１月９日 

 

 

島根県健康福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第10号 

令和６年１月９日 

 

 

広島県健康福祉局長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第11号 

令和６年１月９日 

 

 

山口県環境生活部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第12号 

令和６年１月９日 

 

 

愛媛県保健福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第13号 

令和６年１月９日 

 

 

高知県健康政策部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第14号 

令和６年１月９日 

 

 

福岡県保健医療介護部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第15号 

令和６年１月９日 

 

 

佐賀県健康福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第16号 

令和６年１月９日 

 

 

長崎県県民生活環境部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第17号 

令和６年１月９日 

 

 

熊本県健康福祉部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

（写）
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健生総発0109第18号 

令和６年１月９日 

 

 

大分県生活環境部長 殿 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局総務課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総合

的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。）が施行され、「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年厚生労働省・農林水産省

告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な施策を実施しているとこ

ろです。 

 告示第五において、「カネミ油症患者の要望を健康実態調査において把握した

上で、関係都道府県と連携して、医療機関と調整し、油症患者受療券の制度の対

象となる医療機関数の拡大を図る」こととされ、また、告示第七（３）において

「油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図る」ことと

されています。 

これらを踏まえ、令和５年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新た

に油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を別添１のとおりとり

まとめました。 

ついては、別添２のとおり関係資料を送付しますので、市町村、地域の関係団

体等と連携の上、当該医療機関へ要請をお願いします。 

 なお、別途、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会及び公益

社団法人日本薬剤師会宛てに協力依頼をしておりますことを申し添えます。 

 

（※１） 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関等に提示することにより、窓口

での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可能とするものです。

油症患者受療券の取扱いについて同意いただける医療機関等については、医療費の

利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求いただくこととなります。 

 

（写）
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No. 都道府県 医療機関名 市区町村名

1 北海道 旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

2 北海道 アイン薬局旭川八条通店 旭川市八条通10丁目2191-339

3 埼玉県 上山口ナオ歯科 さいたま市見沼区上山口新田69

4 東京都 医療法人社団栄会にしおクリニック 国分寺市西恋介窪４－３０－３

5 東京都 まえだ整形外科　手のクリニック 杉並区下井草1-6-2

6 東京都 医療法人徳洲会武蔵野徳洲会病院 西東京市向台町3-5-48

7 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋３－１９－１８

8 東京都 三鷹整骨院 三鷹市下連雀3-27-13

9 山梨県 今井内科医院 甲府市中央1-8-6

10 愛知県 医療法人山下病院 一宮市中町1丁目3-5

11 愛知県
医療法人いそむらファミリーアソシエイツ

いそむらファミリークリニック
一宮市丹羽字古屋敷72番地1

12 愛知県 なのはな薬局 一宮市丹羽字古屋敷71-1

13 三重県 たにぐち皮フ科 伊賀市上野芽町2666-1

14 大阪府 市立池田病院 池田市城南3-1-18

15 大阪府 いしが城谷クリニック 茨木市大手町１２番３号

16 大阪府 学校法人近畿大学 近畿大学病院 大阪狭山市大野東377-2

17 大阪府 医療法人昭仁会小川外科 富田林市甲田3-10-2

18 大阪府 多根総合病院 大阪市西区九条南1-12-21

19 大阪府 あまの皮ふ科 阪南市尾崎町53-1

20 大阪府 関歯科医院 阪南市黒田295-1

21 兵庫県 医療法人社団藤原歯科医院 高砂市米田町島18－29

22 兵庫県 高砂市民病院 高砂市荒井町紙町33番1号

23 兵庫県
地方独立行政法人加古川市民病院機構

加古川中央市民病院
加古川市加古川町本町439番地

24 島根県 三木整形外科ペインクリニック 出雲市斐川町併川字神立706

25 島根県 雲南市立病院 雲南市大東町飯田96-1

26 島根県 平成記念病院 雲南市三刀屋町三刀屋1294-1

27 島根県 医療法人社団真鍋医院 浜田市国分町677-1

28 島根県 清水医院 雲南市掛合町掛合1312

29 広島県 向山歯科医院 呉市阿賀南4丁目4-15

30 広島県 医療法人社団　森川内科医院 呉市阿賀南5丁目2-10

31 広島県 ＪＡ広島総合病院 廿日市市地御前１丁目３－３

32 広島県
地方独立行政法人広島市立病院機構

広島市立北部医療センター安佐市民病院
広島市安佐北区亀山南1丁目2-1

33 広島県 かしづき歯科クリニック 広島市佐伯区海老園一丁目１２－２６

34 広島県 舟入槇殿内科 広島市中区舟入中町2-23　舟入コータース2

35 広島県 広島市立広島市民病院 広島市中区基町7-33

36 山口県 医療法人社団宇部興産中央病院 宇部市大字西岐波750

37 山口県 医療法人社団ニシムラ内科 宇部市東岐波花園２１５１−２

38 愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川454

39 愛媛県 愛媛県立中央病院 松山市春日町83

40 愛媛県 医療法人慈愛会 梶浦病院 松山市三番町4-4-5

41 愛媛県 日本赤十字社 松山赤十字病院 松山市文京町１

42 高知県 畠中クリニック 高知市追手筋1-9-22

43 高知県 みやもと歯科 高知市上町4丁目5-22

44 高知県 川村病院 高知市上町5丁目6-20

45 高知県 嶋本歯科医院 高知市桜井町2-5-13

46 高知県 高知記念病院 高知市城見町4-13

■ 令和５年度健康実態調査における受療券利用可能医療機関の利用希望について 別添１
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No. 都道府県 医療機関名 市区町村名

■ 令和５年度健康実態調査における受療券利用可能医療機関の利用希望について 別添１

47 高知県 細木病院 高知市大膳町37

48 福岡県 セガミ調剤薬局一の谷店 春日市一の谷1-170

49 福岡県 大塚内科クリニック 嘉麻市下臼井1082-115

50 福岡県 宮崎内科循環器科医院 北九州市小倉南区城野一丁目１５番３８号

51 福岡県 坂本クリニック耳鼻咽喉科 北九州市小倉南区湯川１－３－２３

52 福岡県 千早病院 福岡市東区千早２丁目３０番１号

53 福岡県 愛皮膚科クリニック 福岡市西区姪浜駅南１丁目５－２２

54 福岡県 神代医院 福岡市早良区荒江２丁目１５－１０

55 福岡県 KMペインクリニック 福岡市早良区百道浜4-1-4

56 福岡県 かわもと整形外科 福津市日蒔野1丁目5-1

57 福岡県 ひまきのクリニック　内科循環器内科 福津市日蒔野５－５－１１

58 福岡県 上妻整形外科医院 福津市中央５－２４－７

59 福岡県 くりた耳鼻咽喉科 宗像市くりえいと２－３－１７

60 福岡県 まつばら整形外科 宗像市宮田2丁目13-5

61 福岡県 医療法人広至会伊東内科小児科医院 福岡市東区名島二丁目４１－５

62 福岡県 福岡和白病院 福岡市東区和白丘２丁目２－７５

63 福岡県 阿座上内科･循環器科クリニック 直方市大字頓野３８２６－１

64 福岡県
独立行政法人国立病院機構

小倉医療センター
北九州市小倉南区春ケ丘10番1号

65 福岡県 ハートフルシマダ訪問看護ステーション 小郡市小郡２７８－１７

66 佐賀県 池田歯科・こども歯科医院 佐賀市新栄西1丁目2-45

67 佐賀県 医療法人健心会やまと心のクリニック 佐賀市大和町大字尼寺3127-1

68 佐賀県 やない眼科（梁井眼科医院） 鳥栖市田代大官町798-3

69 長崎県 医療法人社団沢本外科医院 五島市栄町1-46

70 長崎県 ささき歯科 五島市武家屋敷1丁目7-1

71 長崎県 山下医院 佐世保市川下町449

72 長崎県
医療法人ハートケア

まつせ耳鼻咽喉科クリニック
佐世保市吉井町立石246-5

73 長崎県 医療法人淳成会　藤樹整形外科 長崎市伊勢町4-3

74 長崎県 高島医院 長崎市大浜町1547

75 長崎県 中西内科 長崎市金屋町2-10

76 長崎県 中村内科医院 長崎市上戸町3丁目4-21

77 長崎県 徳心会いしまる耳鼻咽喉科 長崎市文教町7-11　モダンパラッツォ文教プリマ102

78 長崎県 はたえ眼科 平戸市田平町山内免460-1

79 長崎県 米山歯科医院 五島市三井楽町濱ノ畔1233

80 長崎県 医療法人常葉会長与病院 西彼杵郡長与町吉無田郷647

81 長崎県 道ノ尾みやた整形外科 西彼杵郡長与町高田郷8番地2

82 長崎県 諏訪の杜クリニック 長崎市桜馬場1丁目2-8

83 長崎県 玉川医院 玉川医院 玉川内科・歯科医院 東彼杵郡川棚町下組郷2047-4

84 長崎県 医療法人黒部医院 長崎市片淵1丁目12-22

85 長崎県 地方独立行政法人北松中央病院 佐世保市江迎町赤坂免299

86 長崎県 たいよう整骨医院 大村市池田2丁目580-2

87 長崎県 新井整骨院 五島市上大津町336-6

88 長崎県 医療法人杉田レディースクリニック 長崎市松山町3-94　松尾ビル

89 熊本県 西部脳神経外科内科 熊本市西区上代7-29-20

90 熊本県 みねとまクリニック 熊本市武蔵ヶ丘２－１－３０

91 熊本県 椿歯科クリニック 熊本市中央区水前寺3-15-20

92 大分県 社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院 佐伯市鶴岡町1丁目11番59号
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油症患者患者受療券による支払い 

 

 

 

 

 

      ➀受療券発行                                                                     ②受療券を呈示 

                      ③治療 

 

   ④請 求 

 

   ⑤支払い 

 

 

（１）カネミ倉庫が患者に対し受療券を発行し、各患者は診療機関に受療券を呈示するこ

とにより窓口での支払を免除される。 

（２）診療機関は、カネミ倉庫に対し医療費（自己負担分）の請求を行う。 

（３）カネミ倉庫は、（２）により請求のあった金額を診療機関に支払う。 

カ ネ ミ 倉 庫 診 療 機 関 

患  者 
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各医療機関ご担当者殿 

 

カネミ倉庫（株）担当 油症係 

 

 

医療費の請求手続きについて 

 

 

 油症患者の医療費は、各種健康保険を利用した上で、医療費の保険負担部分

を患者ご本人からの請求に基づき支払いを行っているほか、医療機関の窓口で

の利用者負担の支払いを要することなく医療を受けることを可能とする油症患

者受療券（別添）を発行しています。 

油症患者受療券は、医療を提供した医療機関が弊社に対して直接医療費（明

確に油症とは関係ないと判定できる症状以外の症状を含む）を請求する仕組み

であります。 

当該仕組みでの医療費の請求に賛同頂いた場合の医療費の請求については、

以下の方法により弊社宛請求して下さい。 

 

 

【請求方法】 

・油症患者診療費請求書（別添）に必要事項を記入してご請求ください。 

・請求の際は診療報酬明細書の写しを添付ください。 

・原則として 1ヶ月分の請求となります。 

・お支払は 5日までに到着した請求分をその月の 20 日払となります。 

 

 

＜請求先＞ 

〒８０３－０８０２ 福岡県北九州市小倉北区東港１－６－１ 

       カネミ倉庫株式会社 油症係 宛 

          TEL：０９３－５６１－５３３６ 

          FAX：０９３－５６１－５３３０ 
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カネミ倉庫株式会社

代表取締役　　　加藤大明　　殿

郵便番号

合　　　計 円也

上記の金額を請求します。（明細は下記の通り）

受療券 請求金額 診療
番 　号 （薬剤負担額） 日数

＊振込口座番号をご記入下さい。

銀行名

支店名

口座種類

口座番号

口座名義

口座名義振り仮名

*ご請求の際は、レセプトの写しを添付願います。

　　　　年　　月　　日

住所

病院名・薬局名

院長・代表者

患者氏名 保険区分 科・病名・その他

　　　　　油症患者診療費請求書

　　　　年　　月分
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　　　　　　　郵送する日→

カネミ倉庫株式会社

代表取締役　　　加藤大明　　殿

郵便番号

合　　　計 4,100 円也

上記の金額を請求します。（明細は下記の通り）
※受療券に記
載されています

↓
受療券 請求金額 診療
番 　号 （薬剤負担額） 日数

４桁の番号
○○　○○

国保
2,000

2
○○科

〃
△△　△△

社保
1,350

1
〃

〃
□□　□□

後期高齢
750

1
〃

＊振込口座番号をご記入下さい。

銀行名

支店名

口座種類

口座番号

口座名義

口座名義振り仮名

*ご請求の際は、レセプトの写しを添付願います。

病院名・薬局名

院長・代表者

患者氏名 保険区分 科・病名・その他

　　　　　油症患者診療費請求書

　　○○年　○月分

振込口座を

※変更があった場
合は変更を明記し
必ずご記入してくだ
さい。初回以降、変
更の無い場合は空
白でも構いません。ご記入ください

※サンプルです

　　　年　　月　　日

住所
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医療費・交通費等のお支払いについて 

 

1 お支払基準について 

＜医療費について＞ 

・ 各種健康保険を利用した上、窓口でお支払いになる医療費、薬代をお支払い

します。（漢方薬・針灸についても保険適用分はお支払いします。） 

・ 高額療養費還付・老人保険等の医療制度は、各保険機関の制度に準じます。 

・ 入院される場合は限度額適用認定証を保険機関に申請してください。 

・ 入院の際の食事負担金及び保険外分についてはお支払致しておりません。 

・ 前期及び後期高齢保険の方は保険機関での限度額をお知らせください。 

 

＜通院交通費について＞ 

・ 公共の交通機関の利用を原則としてお支払いします。 

・ 自家用車での通院の場合はガソリン代をお支払致します。 

・ 最寄りの病院での治療を原則としています。 

 

＜その他＞ 

・ 保険適用外の治療については、お支払致しておりません。 

・ 明確に油症とは関係ないと判定できる症状以外はお支払致します。 

・ 特殊事情については、別途協議させて頂きます。 

 

2 請求方法について 

＜個人で立替払いをした場合の請求の方法＞ 

・ 請求書様式に必要事項を記入の上、領収書とともに送付してください。 

・ 毎月 10日までに到着した請求分を月末にお支払します。 

・ 原則として月単位の請求をお願いしています。 

・ 毎月２７日頃に支払通知書を送付しますので月末に口座をご確認下さい。 

 

＜受療券を使用して治療を受ける場合＞ 

・ 各種健康保険証と受療券を病院窓口に提示して受診して下さい。 

・ 窓口負担金を当社が病院へ直接お支払します。 

・ 病院への事情説明が必要な場合は、当社へご連絡下さい。 

 

＊ ご不明な点については必ず事前にご連絡をお願いします。 

カネミ倉庫株式会社 

油症係 

TEL093-561-5336 

FAX093-561-5330 
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・ 全国油症一斉検診の検体分析に関連し、分析カラムによる血中のPCB・ダイオキシン類の測定精度を検証し、その精度・感
度は高度であることを確認し、測定時間の更なる短縮に成功した。（令和元年度）
・ 胎児期における油症曝露に関し、口腔内色素沈着の程度は、本人の喫煙及び母親の血中PeCDF濃度と有意な相関を示すこ
とを明らかにした。（令和元年度）
・ ベンゾピレンによって感覚閾値の有意な増加がみられ、これは桂皮によって抑制されることを明らかにした。（令和元年度）
・ 糖尿病治療薬（メトホルミン）がAHRに働きかけること、ダイオキシン類や炎症による酸化ストレスを抑制する機構を明らかに
した。（令和２年度）
・ 桂枝茯苓丸に加えて黄連解毒湯にも油症の症状を緩和する可能性があることを明らかにした。（令和２年度）
・ カネミ油症の死因は、がんによるものが最も多いことが明らかとなった（令和３年度）
・ 近年、2011-2012年の油症研究班の研究結果に基づいて、AHR の働きを調節することで病態を改善するという治療用AHR 調
節薬(Therapeutic AHR-Modulating Agent; TAMA)という新しい薬剤が開発された。令和４年から治療用AHR調節薬（タピナロフ）
による炎症性皮膚疾患の治療に関する国内第III相試験を施行している。令和５年度に完了する予定である。

カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律及び基本指針に基づき、カネミ油症に関する専門的・学際的・総合
的な研究を推進する。
※同法では、「国は、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進さ
れ、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定されている。

※ダイオキシン類の慢性影響についての大規模な検証（疫学調査）は世界的にも例がなく、また、本研究では、血液中のごく微
量なダイオキシン類を精確かつ再現性を持って分析している。

カネミ油症に関する研究事業

事業概要（背景・目的）

・ ダイオキシン類の毒性の解明、カネミ油症患者の長期健康影響の解明、カネミ油症の診断・治療法等の開発等に係る研究
を継続的に推進していく。
・ カネミ油症の症状を緩和する可能性のある、新たな物質の候補を同定したうえで、ダイオキシン類受容体（AHR）を介した免
疫反応の制御等の基礎的な機序を実証し、エビデンスに基づく治療薬の検討と実施を行う。

・ 死因調査については令和２年度中に基盤整備及び関係情報の収集を完了して解析結果を取りまとめたが、さらなる死因調
査の継続を行い、令和２年度中に取りまとめた解析結果に新たな傾向が生じるかについて検討する。
・ ダイオキシン類の継世代の健康に対する影響を調査するため、次世代のコホート研究を行う。

令和６年度概算要求のポイント

これまでの成果概要等

令和６年度予算（案） 219,713千円
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認定患者

政府米の保管委
託事業を実施し、
カネミ倉庫の一
時金（５万円）支
払を確保

健康実態調査を
実施し、毎年、健
康調査支援金（１
９万円）を支給

油症治療研究
油症検診

＜生活面での支援＞ ＜医療面での支援＞

※ 一時金と健康調
査支援金により、年
２４万円を支給

※平成24年12月に

油症診断基準を見
直し、同居家族認
定を実施

法律制定時（平成24年）からの施策

※カネミ油症相談窓口
（47都道府県）

政府米の保管委託
を実施し、カネミ倉
庫の医療費の支払
を支援

○治療研究の推進
効果的な治療プログラムの開発に向けて、漢方薬を用
いた臨床研究を推進

○相談体制の充実
都道府県に油症相談支援員の設置を進め、相談に関
するネットワークを構築

○検診の充実
患者が、油症検診の結果を継続的に把握し、健康相談
を実施できる体制を充実

○医療提供体制の確保
油症患者受療券の制度の対象となる医療機関の更なる
拡大

平成28年度指針改正による
新たな支援措置

令和６年度研究課題の具体的な研究内容等

食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開発等に関する研究を実施する。
具体的には、以下を実施する。
・カネミ油症検診の実施、検診結果の集積・解析
・ダイオキシンによる生物学的毒性の解明と防御法に関する研究
・油症患者及び健常人における人体内PCBやダイオキシン類濃度の経時的推移の把握
・ダイオキシン類受容体（AHR）を介した免疫反応の制御等の基礎的な機序を実証し、カネミ油症の症状を緩和する可能性の
ある新たな物質の候補を同定し、臨床研究を実施
・新たに得られた科学的知見をもとに診断基準の更なる見直しを実施
・健診データを活用した死因の追跡調査を実施し、長期的な健康影響を評価
・次世代コホートによる調査を実施し、次世代への影響を把握
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令和５年度油症検診実施状況調査 

関東以北 千葉県 愛知県 大阪府 島根県 広島県 山口県 愛媛県 高知県 鹿児島県

21人 10人 26人 47人 1人 43人 6人 4人 9人 128人 66人 27人 49人 44人 29人 82人 2人

うち認定患者（受診時） 10人 8人 14人 34人 1人 40人 6人 4人 8人 86人 48人 21人 40人 23人 21人 47人 2人

※認定患者受診者数の住所地

の内訳

東京都：６名

川崎市：１名

横浜市：１名

茨城県：１名

静岡県：１名

千葉県：８人

愛知県：11人

静岡県：2人

岐阜県：1人

大阪府：22人

滋賀県：1人

兵庫県：5人

京都府：1人

奈良県：5人

島根県：１人 広島県：40人 山口県6人 愛媛県：4人 高知県：8人

福岡県：81名

沖縄県：１名

兵庫県：１名

奈良県：１名

香川県：１名

海外：１名

福岡県：48人
福岡県：20名

熊本県：１名

長崎県：39人

大阪府：1人
長崎県：23人 長崎県：21人

長崎県：41人

佐賀県：5人

熊本県：1人

鹿児島県：２人

うち未認定者（受診時） 11人 2人 12人 13人 0人 3人 0人 0人 1人 42人 18人 6人 9人 21人 8人 35人 人

※未認定者受診者数の住所地

の内訳

東京都：８名

神奈川県：１名

横浜市：１名

さいたま市：１名

千葉県：２人

愛知県：9人

静岡県：2人

三重県：1人

大阪府：11人

兵庫県：2人
ー 広島県：3人 ー ー 高知県：1人

福岡県：37名

愛知県：１名

長崎県：１名

熊本県：２名

宮崎県：１名

福岡県：18人 福岡県：６人 長崎県：9人
長崎県：20人

山梨県：1人
長崎県：8人

長崎県：33人

佐賀県：1人

熊本県：1人

人

学校法人北里研究所北里大

学病院

国保直営総合病院　君津中

央病院

医療法人尚仁会　名古屋ス

テーションクリニック

一般財団法人大阪府結核予

防会大阪総合検診センター
鳥取大学医学部付属病院

公益財団法人広島原爆障害

対策協議会
山口大学医学部附属病院

公益財団法人愛媛県総合保

健協会

【骨密度検査を除く】

高知県・高知市病院企業団

立高知医療センター

【骨密度検査】

高知県総合保健協会

福岡市中央区保健福祉セン

ター

北九州市立夜間・休日急患

センター
久留米シティプラザ 五島市玉之浦支所

五島市奈留総合開発セン

ター

五島市福江総合福祉保健セ

ンター
長崎県庁 鹿児島市中央保健センター

・令和５年10月12日

（木）

　8：30～12：00

・令和５年10月19日

（木）

　8：30～12：00

・令和5年9月5日（火）

・令和5年9月20日（水）

・令和5年9月22日（金）

・令和5年9月26日（火）

・令和5年9月29日（金）

　各日8:30～

・令和５年10月17日(火)

　13：00～16：00

・令和５年10月18日(水)

　13：00～16：00

・令和５年8月18日（金）

　13：15～16：00

・令和５年8月25日（金）

　13：15～16：00

・令和5年10月13日（金）

　8：30～13：30

・令和５年10月10日

（火）

　13：00～15：00

・令和５年10月24日

（火）

　13：00～15：00

・令和5年10月26日（木）

　8：30～11:30

・令和5年10月27日（金）

　8：30～11:30

・令和5年10月10日(火)

　13:30～

・令和5年10月17日(火)

　13:30～

【骨密度検査を除く】

・令和5年10月17日(火)

・令和5年10月18日(水)

・令和5年10月20日(金)

　各日9：00～

【骨密度検査】

・令和5年10月12日(木)

・令和5年10月24日(火)

・令和5年10月26日(木)

　各日13:30～

・令和５年8月19日（土）

　9：00～15：00

・令和５年9月2日（土）

　9：00～15：00

・令和５年8月24日（木）

　9：00～13：00

・令和５年9月6日（水）

　9：00～13：00

・令和５年8月8日（火）

　10：00～14：00

・令和5年7月13日（木）

　9:00～13:00

・令和5年7月14日（金）

　9:00～12:00

・令和5年8月6日（日）

　10:00～14:00

・令和5年9月13日（水）

　13:00～16:30

・令和5年7月31日（月）

　14:00～16:00

無 無 無 無 無 無 無 無 無 有 無 無 無 無 有 無 無

集団 集団 集団 集団 個別 集団 集団 集団 個別 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団

無 特になし なし

・受付開始時間を早めてほ

しい。

　⇒対応：受付開始時間

（13：00～）は変更せず

に先に問診票等の記載をし

て頂いた。

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

・会場を交通機関等の充実

した場所に変更してほし

い。

　⇒対応：県庁で実施

特になし

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

- - - - - × - - - - - - - - - - -

- - - - - × - - - - - - - - - - -

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × × × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × ×

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

長崎県

受診者数・検診情報等

受診者数

検診場所

福岡県

尿検査

検診日時

土日検診の有無について

集団検診か個別検診か

開催に際して寄せられた要望と対応

（自由記載）

（一般的検査項目）

問診

血圧測定

胸部レントゲン検査

視力検査

血液検査

骨密度検査

身体測定

腹囲測定

聴力検査

追跡調査班

特徴的な検査など（自由記載）

小児科

整形外科

心電図検査

腹部エコー検査

その他検査（自由記載）

眼科

歯科

特徴的な検査など（自由記載）

（個別の診療科目）

婦人科

内科

皮膚科

その他受診科目（自由記載）
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2023年12月22日現在

油症栄養セミナー参加者数

・2014/3/1　奈留地区 油症患者12名、健康推進員1名

・2014/3/8　玉之浦地区 油症患者9名、食生活改善推進員5名

・2014/5/20　福岡地区 油症患者13名

・2014/5/30　福江地区 油症患者3名、カネミ油症を考えるワークショップメンバー5名

・2014/10/3　奈留地区 油症患者7名、健康推進員3名

・2014/10/15　九大栄養セミナー 油症患者10名

・2014/10/29　北九州地区 油症患者3名

・2015/2/8　　長崎地区
（長崎県立大学シーボルト校）
（古江班長講演）

油症患者6名   行政　1名、一般　２名
長崎大学　3名　長崎県立大学2名　長崎純心大学1名
長崎ウエスレヤン大学1名　　医師1名

・2015/3/6　　玉之浦地区 油症患者　12名

・2015/3/19　　広島地区
油症患者　９名、患者家族　２名

・2015/3/27　　福江地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者6名  、医療関係者2名、一般市民5名、行政関係者8名

・2015/5/14 　奈留地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者　13名、市民グループ代表1名、保健師1名

・2015/5/14　　玉之浦地区
（九州大学病院油症ダイオキシン研
究診療センター医師講演）

油症患者　13名、看護師1名、保健師1名

・2015/5/27　　奈留地区 油症患者7名

・2015/10/6　　玉之浦地区 油症患者　6名

・2015/10/20　　奈留地区
油症患者　5名　、健康推進員　２名、保健師　１名

・2016/3/24　　玉之浦地区
油症患者　5名、保健師　1名

・2016/5/20　　奈留地区
油症患者　７名　、健康推進員　２名

・2016/9/29　　玉之浦地区
油症患者　6名、保健師　1名

・2016/11/17　　奈留地区
油症患者　4名、健康推進員2名

・2017/3/9　玉之浦地区 油症患者　7名、保健師1名、健康推進員1名

・2017/5/19　奈留地区 油症患者　3名、健康推進員2名
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2023年12月22日現在

・2017/11/28　玉之浦地区 油症患者　1名、公民館職員1名

・2018/3/20　玉之浦地区 油症患者　5名、相談員1名

・2018/5/31　奈留地区 油症患者　6名、健康推進員2名、保健師　1名

・2018/10/16　　長崎地区 油症患者　8名

・2020/12/7～12/18 玉之浦地区 油症患者　アンケート調査30名中、訪問個別指導　４名

油症運動セミナー参加者数（講師：五島市長寿介護課理学療法士、只熊相談員五島市長寿介護課等認定介護予防ボランティア）（五島市主催）

・2015/4/17　奈留地区 油症患者12名

・2015/5/11　玉之浦地区 油症患者7名

・2015/6/12　　奈留地区 油症患者12名

・2015/9/26　奈留地区 油症患者8名

・2016/3/10　奈留地区 油症患者6名

・2017/4/20　玉之浦地区 油症患者11名

・2017/6/14　玉之浦地区 油症患者5名

・2017/11/16　玉之浦地区 油症患者7名

・2018/3/20　玉之浦地区 油症患者5名

・2022/10/25　奈留地区 油症患者1名　未認定患者1名

・2022/11/22　玉之浦地区 油症患者3名、患者家族1名　

油症栄養・運動セミナー 五島市主催　理学療法士1名、管理栄養士1名

・2023/11/28　奈留地区 油症患者2名、未認定被害者2名

・2023/11/29　玉之浦地区 油症患者4名、未認定被害者2名、認定被害者家族1名
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厚生労働省全国油症治療研究班
九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

2023年12月22日現在

油症運動セミナー参加者数（講師：公益社団法人日本３Ｂ体操協会公認指導者）

・2016/11/30　福岡地区 油症患者13名

・2017/3/7　広島地区 油症患者10名、患者家族5名

・2017/10/6　福岡地区 油症患者8名、患者家族1名

・2017/12/15　広島地区 油症患者8名、患者家族1名

・2018/10/16　長崎地区 油症患者7名

・2018/11/4　福岡地区 油症患者11名、患者家族1名

・2019/3/7　五島地区 油症患者7名

・2019/10/16　玉之浦地区 油症患者6名

・2019/11/26 奈留地区 油症患者2名、患者家族6名

油症漢方セミナー参加者数

・2017/11/8　福岡地区 油症患者12名

・2018/11/4　福岡地区 油症患者12名、患者家族1名

・2019/10/28　長崎地区 油症患者7名

・2019/12/15　福岡地区 油症患者9名、患者家族1名

・2020/11/2　WEB開催 油症相談員対象漢方セミナー　参加者17名

・2022/3/16　WEB開催 第1回　漢方の歴史と考え方

・2022/6/14　WEB開催 第2回　陰陽と気血水

・2022/9/6　WEB開催 第3回　目で見る瘀血（おけつ）

・2022/12/7　WEB開催 第4回　代表的な駆瘀血（おけつ）剤
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～医療機関の皆さまへ～

全国油症治療研究班・追跡調査班
油症ダイオキシン研究診療センター

カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）

食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と
その治療法の開発等に関する研究（油症研究）

このパンフレットは、油症の患者さんを診療され

る医療機関の皆さまに、カネミ油症の経緯や、ダ

イオキシンの毒性、患者さんの症状についてご

理解いただき、生活指導や治療の参考にしてい

ただくためにご活用ください。
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カネミ油症の手引き
― 症状と治療について ―

厚生労働科学研究油症研究班

は じ め に

1968年に高濃度のポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類が混入した食用油（カネミ

油）による食中毒事件が発生しました。被害者はPCB類・ダイオキシン類による複合中毒症状を

呈し、食用油の摂取により発症したことから「油症」とよばれました(1,2)。

これまで、油症研究班では、油症の診断や治療法の研究、患者さんの追跡調査などを行ってき

ました。このパンフレットは、油症の患者さんを診療される医療機関の皆さまに、カネミ油症の

経緯や、ダイオキシンの毒性、患者さんの症状についてご理解いただき、生活指導や治療の参考

にしていただくために作成されました。

ダイオキシン類・PCB類の毒性

ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類合成の副生成物です。世界保健機関

（WHO）は、次の３種類をダイオキシン類としています。

�ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（polychlorinated dibenzo-p-dioxins, PCDDs）

�ポリ塩化ジベンゾフラン（polychlorinated dibenzofurans, PCDFs）

�ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル（dioxin-like polychlorinated biphenyls, DL-PCBs）：PCB

のうちダイオキシン類特有の毒性を見せるもの

ポリ塩化ビフェニル（PCB）類やダイオキシン類には400種類以上の異性体が含まれます。そ

れぞれの異性体の毒性は似ていますが、その強さは化学式・異性体によって異なります。

油症の原因となった食用油にも、PCB、PCDFの中の複数の化合物やポリ塩化クアターフェニー

ル（PCQ）が混入していたことが油症研究班によって明らかにされましたが、油症が発生した

当時は、その毒性の性質や強さについてはほとんど分かっていない状況でした。その後、非常に

毒性の強い2,3,4,7,8-PeCDFが患者さんのダイオキシン毒性の約75.5％を占め、他に 1,2,3,4,

7,8-HxCDFが約11.6％、2,3,3′,4,4ʼ,5-HxCB（PCB156）が約1.5％、1,2,3,6,7,8-HxCDFが

約1.2％を占めていることが分かりました。

2

1章
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最近、ダイオキシン類やPCB類が毒性を発揮するためには、「ダイオキシン受容体 Aryl hy-

drocarbon receptor(AhR）」が必要であることが分かってきました(1,2,3)。ダイオキシン類が

AhRに結合すると、細胞の中で強い酸化反応が起こり、活性酸素が過剰に産生され、酸化スト

レスによって細胞内のいろいろな蛋白質やDNAが傷ついてしまいます（図１）。AhRはどの臓器

にも発現していますが、とりわけ肺、肝臓、腎臓、胸腺などで高い発現が認められます(4,5,6)。

さまざまな動物実験で、ダイオキシン類暴

露によって、肝癌、肺癌などの発症を助長す

ることが報告されています(7,8)。一方、ダイ

オキシンはマウスの乳癌の転移を抑制すると

いう報告もあります(9)。ダイオキシンによ

る発がんには、種差、性差、臓器差があるよ

うです。

これまで、油症患者では、死亡率の増加は

見られていませんが、何らかの癌による死亡

率が一般人よりも1.37倍高く、とりわけ男性

の肝癌（1.82倍）や肺癌（1.75倍）による死亡率が一般人よりも高率でした(10)。また、油症発

生後の10年間に流産、早産、胎児死亡が増加したり、母体ダイオキシン類濃度が高いと児の出生

体重が減少していました(11-16)。

油症患者の血中ダイオキシン類濃度

体内に取り込まれたダイオキシン類は徐々に排泄されます。しかし40年以上経過した現在でも

患者血液中のPeCDF濃度は健常者に比べて有意に高値であり、その平均値は健常者平均値の約

10倍もあります（表１）。血中PeCDF濃度の半減期も40年以上に伸びている患者さんが増えてき

ています。いまだに異常高値の患者さんでは、PeCDFは一生涯体内に残留し続けると考えられ

ます。ダイオキシン類が長期にわたって人間の健康にどのような影響を及ぼすかを把握するため

に、油症研究班では、各自治体と連携して、患者さんの検診を行っています(1-8)。

3

図１．ダイオキシンは細胞を酸化する

2章

表１．油症認定者の血中2,3,4,7,8-PeCDF濃度（pg/g lipids)

油症認定者 健常人

2012年度
(n=132)

2013年度
(n=212)

2014年度
(n=246)

n=52

最 大 値 1177.0 1112.6 1261.5 41.7

平 均 値 117.5 82.6 99.2 15.2

標準偏差 198.5 141.5 147.1 8.9
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油症の症状と経過

油症の急性期には、全身倦怠感、食欲不振、体重減少、頭重感といった全身症状や、著明なマ

イボーム腺の分泌亢進（図２）、眼瞼の浮腫、結膜の充血、視力の低下といった眼症状が起こり、

引き続いて塩
えん

素
そ

痤
ざ

瘡
そう

（塩素ニキビ）とよばれるダイオキシン類中毒に特徴的な皮膚症状：痤瘡様

の丘疹、黒
こく

色
しょく

面
めん

皰
ぽう

、嚢
のう

腫
しゅ

、色素沈着（図３、図４、図５）を始め注１、多汗症、喀
かく

痰
たん
注２、咳

がい

嗽
そう

（せ

き）、関節痛、頭痛、腹痛、四肢のしびれ、知覚鈍麻、月経異常などの症状がみられました。

�注１ 酸化ストレスによって皮膚の毛嚢脂腺が異常に角化し破壊され、塩素ニキビが発生する

と考えられます。また、ダイオキシン類による酸化ストレスは色素細胞によるメラニン色

素産生を亢進させることがわかっています(1)。

�注２ 気道の上皮細胞にダイオキシン類が作用すると、粘液の分泌が過剰になります。このた

め痰が激しくなると考えられます(2)。

油症発症早期（1968年10月）には、80％以上の症例に眼症状や塩素痤瘡が認められました（表

２）。体内に吸収されたダイオキシン類は、徐々に排泄されるため、症状はゆるやかに回復に向

かっています。塩素痤瘡はこの40年間で徐々に軽快し、最近の検診では何らかの皮膚症状が認め

られる患者さんは約30％でした。一方、全身倦怠感、頭痛、手足のしびれ、喀痰、咳嗽、腹痛と

いった自覚症状は、いまだに50％の患者さんに認められることから、油症では、全身に何らかの

症状が出る可能性があります（表３）。一方、血中PeCDF濃度は、塩素痤瘡、全身倦怠感、頭痛、

喀痰、咳嗽、腹痛、関節痛の症状の強さと正に相関することが明らかになっています(3,4)。

4

3章

図２．マイボーム腺分泌過多

図３．塩素ニキビ・黒色面皰

図４．塩素ニキビ・嚢腫 図５．色素沈着
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油症研究班で、平成20年度に厚生労働省によって実施された油症患者実態調査（生存している

油症患者1,420名のうち1,131名が参加したアンケート調査）と、一般成人対象群1,212名（性別・

年齢補正）における同様のアンケート調査結果を比較検討しました。

アンケート調査に基づく調査ではありますが、これまでの油症研究によって血中ダイオキシン

類濃度との関連が示唆されていた症状のうち、神経痛、頭痛、認知症、多汗症、不眠、鼻血が止

まりにくい、心肥大、動
どう

悸
き

、動脈硬化、糖尿病、十二指腸潰瘍、高脂血症、骨粗鬆症、紫斑、手

足のしびれ、などが一般成人よりも1.5倍以上あるいは３倍以上の頻度で油症患者に認められま

した(5)。油症患者では睡眠の質が低下することもわかっています(6)。

アンケート調査に基づく調査の限界や、一般的な非特異症状であることに留意が必要ですが、

今後の油症患者の健康管理や研究に活用できる可能性があります。

油症研究班では、油症患者さんの死因の調査をしています。これまで、40年間の追跡調査を実

5

表２．油症発症早期にみられた臨床症状の割合（％） 表３．油症の臨床症状の推移（％）

症 状 男性89名 女性100名

目 や に

痤 瘡 様 皮 疹

爪 の 黒 変

皮 膚 色 の 変 化

上 眼 瞼 の 浮 腫

目 粘 膜 の 充 血

毛穴に一致した黒点

脱 力 感

一 過 性 視 力 減 退

粘 膜 の 色 素 沈 着

手 掌 の 発 汗 過 多

か ゆ み

手 足 の し び れ

頭 痛

掌 足 の 硬 化

嘔 吐

四 肢 の 紅 斑

手 足 の 腫 脹

下 痢

難 聴

発 熱

黄 疸

手 足 の 痙 攣

88.8

87.6

83.1

75.3

71.9

70.8

64.0

58.4

56.2

56.2

50.6

42.7

32.6

30.3

24.7

23.6

20.2

20.2

19.1

18.0

16.9

11.2

7.9

83.0

82.0

75.0

72.0

74.0

71.0

56.0

52.0

55.0

47.0

55.0

52.0

39.0

39.0

29.0

28.0

16.0

41.0

17.0

19.0

19.0

11.0

8.0

症 状 1988年 2001-2003年

全 身 倦 怠 感

頭 痛

咳 嗽

喀 痰

腹 痛

下 痢

手 足 の し び れ

月 経 異 常

黒 色 面 疱（顔 面）

痤 瘡 様 皮 疹（顔 面）

色 素 沈 着（顔 面）

爪 変 形

眼 脂 過 多

結 膜 の 色 素 沈 着

マ イ ボ ー ム 腺 嚢 胞

76.1

67.3

51.0

52.0

43.2

42.0

61.9

19.3

19.5

4.7

2.7

10.3

15.3

4.4

12.0

62.1

52.9

39.2

42.6

27.5

31.5

53.6

17.5

6.7

5.3

2.5

7.3

16.0

1.4

1.7
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施した結果、一般の方と比較して、男性の油症患者さんでは、全がん、肺がん、肝がんの死亡リ

スクが高いことが明らかになっています(7)。このことからも、油症患者さんを追跡調査してい

くことは、ダイオキシン類の長期的な健康影響を明らかにする上で不可欠であり、今後の油症対

策につながるものと期待されています。現在、厚生労働省、各都道府県、各市区町村、油症相談

支援員等の関係者の皆様のご協力をいただきながら、50年間の追跡調査を実施しております。

現在も追跡調査による死因の調査を進めているところですので、引き続きご協力をよろしくお

願い申し上げます。

油症の認定

油症研究班は、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩等に伴い、油症診

断基準の見直しを行っています。各自治体は、検診の結果、油症診断基準を満たすと判断される

方の認定を行っていますが、平成24年12月に、診断基準が改定され、油症発生当時に、油症患者

と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方で、現在、心身

の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、検診を受けなくても、書類等

により、認定を受けられることになりました（現在の診断基準（表４））。2019年６月30日現在の

認定患者数は累計2,334名（うち同居家族認定296名）です。

認定された患者さんには、油症研究班が、ダイオキシン類が人体に及ぼす影響を把握し、治療

法を開発することを目的に、各自治体と連携して、検診を実施しています。油症検診でのチェッ

ク項目は、http://www.kyudai-derm.org/yusho/4.html をご確認ください。また、原因企業のカ

ネミ倉庫株式会社が、見舞金や医療費等の支払いを行っています（一部の医療機関では、カネミ

倉庫株式会社の発行する油症患者受療券を提示すれば、窓口での自己負担が無くなります。）

表４．油症診断基準

油症診断基準（2012年12月３日追補）

油症治療研究班

油症の診断基準については、時間の経過に伴う症状と所見の変化ならびに分析技術の進歩に伴っ

て、1972年10月26日、1976年６月14日、1981年６月16日、2004年９月29日に追補・改訂等が行われ

てきた。

今般、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」が制定され、同法に基づく「カ

ネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、国から、事件当時の同居家族

で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのないよう、診断基準を拡大する方向

で見直すよう要請されたことから、追補することとした。

発病条件

PCBなどの混入したカネミ米ぬか油を摂取していること。

油症母親を介して児にPCBなどが移行する場合もある。

6
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多くの場合家族発生がみられる。

重要な所見

１．ざ瘡様皮疹

顔面、臀部、そのほか間擦部などにみられる黒色面皰、面皰に炎症所見の加わったもの、

および粥状内容物をもつ皮下嚢胞とそれらの化膿傾向。

２．色素沈着

顔面、眼瞼結膜、歯肉、指趾爪などの色素沈着（いわゆるブラックベイビーを含む）

３．マイボーム腺分泌過多

４．血液PCBの性状および濃度の異常

５．血液PCQの濃度の異常（参照１）

６．血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の濃度の異常（参照２）

参考となる症状と所見

１．自覚症状

１）全身倦怠感 ４）眼脂過多 ７）月経の変化

２）頭重ないし頭痛 ５）せき、たん

３）四肢のパレステジア（異常感覚） ６）不定の腹痛

２．他覚的所見

１）気管支炎所見 ６）血清ビリルビンの減少

２）爪の変形 ７）新生児のSFD（Small-For-Dates Baby）

３）粘液嚢炎 ８）小児では、成長抑制および歯牙異常

４）血清中性脂肪の増加 （永久歯の萌出遅延）

５）血清γ-GTPの増加

参照１ 血中PCQの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 0.1ppb以上 ：高い濃度

⑵ 0.03〜0.09ppb ：⑴と⑶の境界領域濃度

⑶ 0.02ppb（検出限界）以下 ：通常みられる濃度

参照２ 血中2,3,4,7,8-PeCDFの濃度は以下のとおりとする。

⑴ 50pg/g lipids以上 ：高い濃度

⑵ 30pg/g lipids以上、50pg/g lipids未満 ：やや高い濃度

⑶ 30pg/g lipids未満 ：通常みられる濃度

また、年齢・性別についても勘案して考慮する。

註１．以上の発病条件と症状、所見を参考にし、受診者の年齢および時間的経過を考慮のうえ総合

的に診断する。

２．この診断基準は油症であるか否かについての判断の基準を示したものであって必ずしも油症

の重症度とは関係ない。

３．血液PCBの性状と濃度の異常および血液2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran（PeCDF）の

濃度の異常については、地域差、職業などを考慮する必要がある。

４．測定は油症研究班が適切と認めた精度管理が行われている検査機関にて行う。

追補：油症患者（同居家族）に関する条件
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油症発生当時に、油症患者（本追補により油症患者とみなされた者を除く。）と同居し、カネミ

倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した者で、現在、心身の症状を有し、治療

その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす。

油症の治療

油症の治療には、摂取したPCB類やダイオキシン類を全て排出する、あるいは無害な代謝物に

変換することが必要と考えられますが、根治的な治療法は確立していません。

そのため、治療は各症状に対する対症療法が中心になり、かかりつけ医と、皮膚科、眼科、整

形外科、呼吸器科、神経内科、婦人科、歯科、内科などが連携して対応する必要があります。

�しびれ感や感覚低下などの末梢神経症状には、ビタミン複合剤やビタミンB12の内服、頭痛や

痛みには鎮痛剤や頭痛薬の内服、湿布療法などで対処します。

�油症研究班の臨床研究により、麦
ばく

門
もん

冬
どう

湯
とう

が咳・痰といった呼吸器症状を改善することが明らか

になりました(1)。そのため、咳・痰などの呼吸器症状で気道感染がない場合には、鎮咳去痰

剤や麦門冬湯の内服を行います。気道感染の合併が疑われる場合には、細菌培養・血液検査な

どを行った後、適切な抗菌薬を追加投与します。

�油症研究班の基礎的研究により、桂
けい

枝
し

茯
ぶく

苓
りょう

丸
がん

、その中に含まれている生薬の一つである桂
けい

皮
ひ

はダイオキシン類受容体であるaryl hydrocarbon receptor（AhR）の活性を阻害し、加えて抗

酸化作用を発揮することが明らかになりました(2)。また、桂枝は炎症後の線維化を抑制する

可能性が高いことも明らかになりました(3)。

�紫蘇（シソ）の香りの主成分であるぺリルアルデヒドもAhR活性を阻害し、環境汚染物質ベ

ンゾピレンによる炎症反応に関わる、遊走因子（CCL2, IL-1b）と活性酸素の産生を抑制しま

した(4)。さらに、ぺリルアルデヒドは酸化ストレスから細胞を保護する転写因子Nrf2も活性

化しました(4)。ぺリルアルデヒドはダイオキシン類の生体影響を緩和しうる可能性が示唆さ

れました。

�患者さまを対象に桂枝茯苓丸を３カ月間内服する臨床試験を行った結果、全身倦怠感、皮膚症

状や呼吸器症状の一部が改善し、生活の質の向上がみられました。桂枝茯苓丸が油症の治療薬

の一つになる可能性が示されました(5)。

�皮膚症状では、炎症を伴う痤瘡様皮疹・嚢腫には抗菌薬の内服を行うほか、嚢腫、限局した膿

皮症、痤瘡瘢痕などには切開や切除など外科的治療が適応となることがあります。色素沈着に

対してはビタミンＣやグルタチオン剤の内服を行います。皮膚の乾燥やかゆみに対しては、抗

ヒスタミン剤の内服に加え、保湿薬の外用、ステロイド軟膏の外用を行います。足底のたこ・

うおのめに対しては、スピール膏の貼付やたこ削り術を行います。

�油症の症状に有効な漢方薬の研究が進められています。これまでにシンナムアルデヒドという

植物性成分がダイオキシン類による毒性を弱める効果がある(6)ことを明らかにし、油症研究

8
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班の臨床研究でシンナムアルデヒドを含む漢方薬である桂枝茯苓丸が油症の症状を緩和するこ

とが分かりました。

�さらに、バイカレインという植物性成分がダイオキシン類による炎症を弱める効果があること

が今回明らかになりました(7)。バイカレインを含む漢方薬である黄連解毒湯が炎症の強い油

症患者さんに有効である可能性があります。上記の桂枝茯苓丸と組み合わせた漢方治療につい

ても検討しています。

日常生活の留意点

�ダイオキシンがAhRに結合すると、特異的な薬物代謝酵素（CYP1A1）が誘導され、酸化スト

レスが細胞の中で発生します。これまでの研究により、多くの油症患者さんの体内には今でも

ダイオキシン類が存在し、活性酸素が産生されていることがわかりました(1-4)。

�一般に活性酸素は老化やガン・動脈硬化、その他多くの疾病の発生に関係している有害物質で

すが、フラボノイドなどのポリフェノールやビタミンなどの抗酸化物質（ダイオキシン類の毒

性を抑制する物質）を多く含む野菜や果物などを食べることにより、活性酸素が中和されるこ

とがわかっています(5-8)。

9

表５．ダイオキシン類の毒性を抑制する可能性がある食物とその成分

野菜

ト マ ト

セ ロ リ

ピ ー マ ン

シュンギク

レ タ ス

ニ ン ジ ン

タ マ ネ ギ

ブロッコリー

カ ボ チ ャ

ニ ラ

ダ イ コ ン

ホウレンソウ

ハ ク サ イ

ナリンゲニン､ケルセチン､ケンフェロール

アピゲニン､ルテオリン

アピゲニン､ルテオリン

ルテオリン､ケンフェロール

ルテオリン､ケルセチン､ケンフェロール

ルテオリン

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン､ケンフェロール

ケルセチン

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール

ケンフェロール 豆・雑穀

大 豆

ピーナッツ

ソ バ

ダイゼイン､ゲニステイン

ルテオリン､レスベラトロール

ケルセチン

果物

レ モ ン

ミ カ ン

リ ン ゴ

イ チ ゴ

ブ ド ウ

ヘスペレチン

ヘスペレチン

ルテオリン､ケルセチン

ケルセチン

ケルセチン､ミリセチン

香辛料・ハーブ

パ セ リ

パ プ リ カ

シ ソ

ミ ン ト

ローズマリー

シ ョ ウ ガ

ウ コ ン

コ シ ョ ウ

トウガラシ

タチアワユキ
センダングサ

アピゲニン､ルテオリン

ヘスペレチン

ルテオリン

ルテオリン

ルテオリン

クルクミン

クルクミン

ピペリン

ケルセチン

成分不明（学名：ビデンス・ピローサ）

嗜好品など

茶

赤 ワ イ ン

ビ ー ル

ケルセチン、クロロフィル

レスベラトロール

ケルセチン､ケンフェロール

6章
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カネミ油症に関する医療費について

カネミ油症の認定を受けた患者さんの医療費については、各種健康保険の利用をしたうえ、本

人負担部分がある場合、カネミ倉庫（株）が支払うことになっています。

具体的には、患者さんが領収書を添えてカネミ倉庫に医療費を請求することで、後日、償還払

いを受けることができるようになっています。

さらに、患者さんが医療機関窓口で支払いを要することなく医療を受けることができるよう、

カネミ倉庫（株）が以下のような「油症患者受療券（以下、「受療券」という）」を、患者さんに

発行しています。受療券を医療機関窓口に提示いただければ、医療機関がカネミ倉庫株式会社に

対して直接、カネミ油症患者の本人負担分を請求する仕組みです。

※受療券が利用できるのは、カネミ倉庫（株）と予め合意をした医療機関となります。

厚生労働省HP 油症患者受療券を使うことのできる医療機関一覧（カネミ倉庫（株）作成）

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139996.html#jyuryoken

医療費のお支払いに関してご不明の点等がありましたら、カネミ倉庫（株）（連絡先：093-561-5336）

までお問い合わせください。

13
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油症相談窓口

九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター

〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1

九州大学病院ウエストウイング５階

TEL：092-642-5211, 5212, 5213

FAX：092-642-5201

油症に関する情報ウェブサイト

全国油症治療研究班
http://www.kyudai-derm.org/part/yusho/index.html

油症ダイオキシン研究診療センター
http://www.yusho.hosp.kyushu-u.ac.jp/

厚 生 労 働 省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/
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令和６年度 健康・生活衛生局の予算案の概要 

 

 

 令和６年度予算案                ４，３３２億円 

  一般会計（厚生労働省計上）        ４，３１１億円 

    一般会計（デジタル庁計上）          １３億円 

  東日本大震災復興特別会計（復興庁計上）   ７．２億円 

 

 

 

＜経費別内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）各計数において、端数を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合がある。 
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＜対策別内訳＞ 

 

 

＜上段：他部局計上分含む　下段：健康・生活衛生局計上分＞ （単位：億円）
令和５年度 令和６年度

予算額 予算案

全 体 分 69 72
健康・生活衛生局 50 52

全 体 分 357 356
健康・生活衛生局 190 190

全 体 分 45 45
健康・生活衛生局 31 31

全 体 分 9.9 10.0
健康・生活衛生局 2.1 2.1

全 体 分 2.0 2.0
健康・生活衛生局 0.6 0.6

全 体 分 170 168
健康・生活衛生局 132 130

全 体 分 1,178 1,179
健康・生活衛生局 1,178 1,179

全 体 分 1,598 1,607
健康・生活衛生局 1,491 1,504

全 体 分 359 345
健康・生活衛生局 43 41

全 体 分 2.6 2.6
健康・生活衛生局 1.2 1.2

全 体 分 35 37
健康・生活衛生局 33 35

全 体 分 1,188 1,149
健康・生活衛生局 1,188 1,149

全 体 分 43 42
健康・生活衛生局 43 42

全 体 分 18 17
健康・生活衛生局 10 10

※対策間で重複計上があるため、各対策の合計と全体の予算額は一致しない。
※東日本大震災復興特別会計（復興庁計上）及びデジタル庁一括計上分を含む。

12.原爆被爆者等の援護

13.生活衛生関係営業の活性化や振興など

14.食の安全・安心の確保

６．肝炎対策

７．Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給

８．難病、小児慢性特定疾病対策

９．ハンセン病問題対策

10.慢性疼痛対策

11.移植医療対策

５．慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策

事　　項

１．健康増進対策
  （地域保健対策含む。）

２．がん対策

３．循環器病対策

４．リウマチ・アレルギー対策
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１ 健康増進対策（地域保健対策含む。）  ７２億円（６９億円） 

 

  人生１００年時代の基盤である「健康」の維持・増進を図るため、令和６年度より「二十

一世紀における 第三次国民健康づくり運動（健康日本 ２１（第三次）」を行うこととして

おり、健康寿命の更なる延伸に向けて、健康づくり・生活習慣病の予防・栄養対策等の取り

組みを進めていく。また、保健所、地方衛生研究所等の体制強化に向けた取組を推進する。 

 

 

（１）健康づくり・生活習慣病対策・栄養対策等の推進 
３７億円（３８億円) 

  壮年期からの健康づくりや脳卒中・心臓病等の生活習慣病の予防・早期発見等のため、健

康増進法に基づき市町村等が実施する各種事業の支援等を行う。 

 

 （主な事業） 

○改・健康増進事業（肝炎対策を除く）                    １４億円 

  健康増進法に基づいて市町村等が実施する健康増進事業（健康教育、健康相談、健

康診査（骨粗鬆症検診、歯周疾患検診等を含む）、訪問指導等）のうち、現在、歯周疾

患検診の対象となっていない２０歳・３０歳を対象に加えることにより、生涯を通じた

歯科健診（検診）の機会を確保し、歯・口腔の健康の保持・増進を図る。 

 （補助先）都道府県（間接補助先：市町村）、指定都市 

（補助率）都道府県（１／２）、指定都市（１／３） 

 

  ・受動喫煙対策の推進                         ５．５億円 

    受動喫煙対策に関するインターネット等を利用した普及啓発の実施等により、引き続

き受動喫煙対策を推進する。 

 （補助先）都道府県、政令市、特別区 

（補助率）１／２ 

 

 

（２）地域保健対策の推進            １４億円（１１億円） 
※地方衛生研究所等の施設整備 ３９億円の内数（３６億円） 

  地域住民の健康の保持及び増進並びに地域住民が安心して暮らせる地域社会の実現を目指 

した地域保健対策を総合的に推進するとともに、令和４年１２月に成立した改正地域保健法

等に基づき、都道府県等における試験検査等の体制確保や人材育成に必要な支援を行う。 
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（主な事業） 

○改・地域健康危機管理体制の強化                     ６.４億円 

 都道府県等が次の感染症危機を含む健康危機に備え、その機能を円滑に果たすことが

できるよう IHEAT 要員に対する研修等に要する経費や保健所や地方衛生研究所等の実

践的な訓練等の実施に係る経費の補助を行うほか、有事の際の地域保健活動に必要な派

遣等にかかる経費の支援を行う。 

 （補助先）都道府県、保健所設置市、特別区 

（補助率）１／２ 

 

○新・地方衛生研究所等の施設整備                  ３９億円の内数 

 地方衛生研究所等の検査機能を強化するため、地方衛生研究所等の感染症検査室に係

る新設・改築等について、保健衛生施設等施設整備費補助金の対象に追加する。 

 （補助先）都道府県、保健所設置市、特別区 

（補助率）１／２ 

 

○被災者支援総合交付金（復興庁所管） 

・被災地健康支援事業                      ９３億円の内数 

  東日本大震災で被災した福島県の仮設住宅に居住する被災者を対象とした各種健康

支援活動等に必要な経費に対する財政支援を行う。 

 （補助先）都道府県（間接補助先：市町村）、指定都市 

（補助率）都道府県（１／２）、指定都市（１／３） 

 

 

 

（３）生活習慣病予防及び女性の健康の包括的支援に関する 

   研究などの推進              ２１億円（２１億円） 
  生活習慣病の予防、診断及び治療に係る研究や、女性の健康の包括的支援に関する研究

等を推進する。また、健康増進法に基づき実施している国民健康・栄養調査について、令和

６年度は、健康日本 21（第三次）のベースライン値を得るとともに地域格差を把握するた

め、大規模調査（調査地区の拡大）を行う。 
 

 （主な事業） 

・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業（厚生科学課計上） ６．０億円 

・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業（厚生科学課計上）７．５億円 

 ○改・国民健康・栄養調査委託費等                    ３．５億円 
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２ がん対策             ３５６億円（３５７億円） 
 

  令和５年３月に閣議決定された「第４期がん対策推進基本計画」に基づき、「がん予

防」、「がん医療」、「がんとの共生」の三つを柱とした施策を実施し、がん対策の一層の

推進を図る。 

 

 

（１）がん予防               １４３億円（１４４億円） 
 

がんを早期に発見し、がんによる死亡者を減少させるため、がん検診受診率や精密検査

受診率の向上を図るとともに、より効果的・効率的ながん検診の実施を推進する。 

 

 （主な事業） 

  ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業             １４億円 

がん検診受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を、引き続き実施する

とともに、子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度の受診対象者（子宮頸がん検診：20

歳の女性、乳がん検診：40 歳の女性）にクーポン券及び検診手帳を配布する。 

また、精密検査受診率向上のため、精密検査未受診者に対する受診再勧奨を実施す

る。 

（補助先）市区町村 

（補助率）１／２ 

 

 ○新・ＨＰＶ検査単独法の導入に向けた精度管理支援事業           ２２百万円 

ＨＰＶ検査※１単独法については、令和６年度から国が推奨する子宮頸がん検診に追

加することを予定しているところ、検査結果によって次回の検査時期や検査内容が異な

るなど、従来導入している細胞診※２に比べて運用が複雑であることから、ＨＰＶ検査

による子宮頸がん検診が適切に実施されるよう、自治体職員等を対象とした研修を行

う。 

   （委託先）民間団体 

※１ ＨＰＶ検査：ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）の感染の有無を調べる検査 

※２ 細胞診：子宮頸部から採取した細胞に異常がないかを調べる検査 

 

 

（２）がん医療               １８３億円（１８６億円） 

 

がんゲノム医療提供体制の整備、小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法への支

援、がん医療の実用化に資する研究等を推進し、がん医療の充実を図る。 

 

 （主な事業） 

  ・小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業        １１億円 

小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る費用

負担の軽減を図りつつ、患者から臨床情報等を収集し、妊孕性温存療法及び温存後生殖

補助医療の研究を促進するための事業を実施する。 

（補助先）都道府県、一般社団法人日本がん・生殖医療学会 

（補助率）１／２、定額 
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・革新的がん医療実用化研究事業等（※厚生科学課計上）        ９５億円 

ゲノム医療の実現に資する研究、ライフステージやがんの特性に着目した研究（小

児・ＡＹＡ世代（思春期世代と若年成人世代）のがん、高齢者のがん、難治性がん、希

少がんなど）、がんの予防法や早期発見手法に関する研究などを重点的に推進する。 

また、「全ゲノム解析等実行計画 2022」に基づき、がんの全ゲノム解析等を推進す

る。 

 

【令和５年度補正予算】 

・がんゲノム情報管理センター事業                  ４．６億円 

がんゲノム情報管理センターに設置している「がんゲノム情報レポジトリーシステム」 

について、新たなパネル検査の追加に伴うシステム改修や、検査件数の増加に伴うスト

レージ容量の拡張等を行う。 

（補助先）がんゲノム情報管理センター 

（補助率）定額 

 

 

 

（３）がんとの共生               ３０億円（２７億円） 

 

  がんになっても自分らしく生きることができる共生社会を実現するため、アピアランスケ

アなど、がんとの共生に向けた支援の強化を図る。 

 

 （主な事業）  

  ・アピアランス支援モデル事業                     ２７百万円 

がん診療連携拠点病院等において、アピアランスケアを必要とするがん患者に対し、

研修を受けた医療従事者による情報提供や相談支援等を行い、効果的な支援体制の構築

について検証するモデル事業を実施する。  

（補助先）公募 

（補助率）定額  
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３ 循環器病対策             ４５億円（４５億円） 

 

  令和５年３月に閣議決定された「第２期循環器病対策推進基本計画」に基づき、都道府

県が進める地域の特性に応じた循環器病対策の取組を支援するとともに、地域の情報提供

や相談支援等の中心的な役割を担う医療機関のモデル事業の実施や循環器病の診療情報の

収集・活用に向けた調査・検討、循環器病の病態解明や予防、診断、治療、リハビリテー

ション等に資する研究開発など、循環器病対策の総合的な推進を図る。 

 

 （主な事業） 

 ○改・循環器病特別対策事業                        １．９億円 

  各都道府県が作成する「都道府県循環器病対策推進計画」に基づき、都道府県が進め

る地域の特性に応じた啓発活動や循環器病患者の包括的な支援体制の構築等に対する支

援を行う。 

   （補助先）都道府県 

   （補助率）１／２ 

 

  ・脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業             ２．２億円 

    循環器病に関する情報提供や相談支援等の中心的な役割を担う医療機関に「脳卒中・

心臓病等総合支援センター」を配置し、都道府県や地域の医療機関と連携を取りなが

ら、地域全体の包括的な支援体制を構築するためのモデル事業を実施する。 

   （補助先）公募 

   （補助率）定額 

 

 ○改・循環器病診療情報収集・活用支援事業                 ９３百万円 

    医療ＤＸが目指す全国の医療機関等が医療情報等を共有・交換する仕組みを循環器病

領域で活用し、循環器病に係る診療情報を収集・活用するための公的な枠組みの構築に

資する調査・検討等を行う。 

   （委託先）国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

 

  ・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業等（※厚生科学課計上） 

１３億円 

循環器病の病態解明、新たな治療法や診断技術の開発、リハビリテーション等の予

後の改善、ＱＯＬ向上等に資する方法の開発、個人の発症リスク評価や予防法の開発等

に関する研究を推進するとともに、科学的根拠に基づいた政策立案に資する研究を推進

する。 

- 157-



 

6 

 

 

 

４ リウマチ・アレルギー対策      １０億円（９．９億円） 

 

  リウマチ・アレルギー対策の推進のため、地域の実情に応じた対策を推進するための都道

府県等に対する支援、治療と仕事の両立支援、患者やその家族の悩み・不安に対応するため

の相談員の資質の向上、治療法の開発や医療の標準化に資する研究の推進等を図る。 

また、アレルギー対策については、アレルギー疾患対策基本法等を踏まえ、国民がアレル

ギー疾患に関して適切な情報を入手できるウェブサイトの充実等を図るとともに、アレルギ

ー疾患医療に係る中心拠点病院への支援を行うなど、アレルギー疾患医療の均てん化等を推

進する。 

 

 （主な事業） 

・リウマチ・アレルギー特別対策事業                     ６９百万円 

地域の実情に応じたリウマチ及びアレルギー対策を推進するため、連絡協議会等の開

催、医療提供体制の整備、正しい知識の普及啓発、人材育成等に対する支援を行う。 

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市 

（補助率）１／２ 

 

・アレルギー疾患医療提供体制整備事業                 ５６百万円 

都道府県拠点病院との連絡会議の開催、重症例や診断困難例等に係る医療機関への診断

支援、都道府県拠点病院の医師等に対する長期研修等への支援を行う。 

（補助先）国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構相模

原病院 

（補助率）定額 

 

 ・アレルギー情報センター事業                      ４２百万円 

    ウェブサイト等を活用して、最新の知見に基づいたアレルギー疾患に関する正しい情報

を提供するほか、リウマチ・アレルギー相談員養成研修会の開催により、相談員の資質

向上を図る。 

また、リウマチ疾患に関する医療の均てん化のため、地域における診療連携体制の構

築を推進する。 

（補助先）一般社団法人日本アレルギー学会、一般社団法人日本リウマチ学会 

（補助率）定額 

 

・免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立支援モデル事業     ３８百万円 

都道府県拠点病院等に両立支援コーディネーターを配置し、免疫アレルギー疾患患者と

その家族に対して、治療と仕事の両立支援を行う。 

（補助先）都道府県アレルギー疾患医療拠点病院等 

（補助率）定額 

 

 ・免疫アレルギー疾患実用化研究事業等（※厚生科学課計上）        ７．８億円 

長期にわたり生活の質を低下させる免疫アレルギー疾患について、「免疫アレルギー疾

患研究 10 か年戦略」に基づき、発症原因と病態との関係を明らかにし、予防、診断及び

治療法に関する新規技術の開発、医療の標準化や均てん化に資する研究を行う。 
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５ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策     ２．０億円（２．０億円） 

 

  都道府県等が行う慢性腎臓病（ＣＫＤ：Chronic Kidney Disease）に関する連絡協議会

の設置、研修の実施、正しい知識の普及啓発等の取組を支援するとともに、ＣＫＤの重症化

予防や患者のＱＯＬの維持向上を図るためのモデル事業を実施する。 

また、ＣＫＤに関する診断・治療法の研究開発を推進する。 

 

 （主な事業） 

  ・慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業                     ３５百万円 

    ＣＫＤ対策を推進するため、都道府県等が行う患者等一般向けの講演会等の開催、研

修の実施、診療連携等に対する支援を行う。 

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市 

（補助率）１／２ 

 

・慢性腎臓病（ＣＫＤ）重症化予防のための診療体制構築及び多職種連携モデル事業 

２１百万円 

ＣＫＤの重症化予防のための診療体制を構築するため、都道府県、健康保険組合、

企業や地元医師会等と連携可能な医療機関に対して、療養指導等が必要な対象者の抽出

や医療機関への受診勧奨、多職種連携による療養指導等の実施に必要な支援を行う。 

（補助先）公募 

（補助率）定額 

 

  ・腎疾患実用化研究事業等（※厚生科学課計上）             １．４億円 

    腎機能異常の早期発見・早期治療により重症化を予防し、新規透析導入患者数を減少

させるため、エビデンスに基づくガイドラインの作成・更新、病態の解明及び治療法開

発等に係る研究を行う。 
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６ 肝炎対策             １６８億円（１７０億円） 

 

  肝炎対策基本法に基づく基本指針等に基づき、肝炎医療の均てん化や肝炎ウイルス検査の

実施体制・検査能力の向上などの肝炎対策を総合的に推進する。 

 

 

（１）肝疾患治療の促進             ８４億円（８６億円） 

 

  抗ウイルス治療を必要とする肝炎患者がその治療を受けられるよう、医療費の助成を行

う。また、肝がん・重度肝硬変患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、治療研究を促進す

る。 

 

 （主な事業） 

  ・ウイルス性肝炎に係る医療の推進                    ７０億円 

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核

酸アナログ製剤治療に係る患者の医療費の負担を軽減することにより、適切な医療の確

保及び受療促進を図る。 

（補助先）都道府県、（補助率）１／２ 

 

 ○改・肝がん・重度肝硬変に係る治療研究の促進及び患者への支援        １４億円 

肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減

を図り、患者から収集した臨床データに基づく治療研究を促進するための支援を行う。 

（補助先）都道府県 

（補助率）１／２ 

 

 

（２）肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進    ３９億円（３９億円） 

 

  すべての国民が少なくとも１回は肝炎ウイルス検査を受検できるよう、受検者の利便性に

配慮した検査体制を確保するとともに、市町村における個別勧奨や職域における勧奨等を実

施し、肝炎ウイルス検査の受検促進を図る。 

また、肝炎ウイルス検査で陽性と判定されながらも医療機関未受診の者がみられること

から、適切な受療につなげるためのフォローアップ事業を実施する。 

 

 （主な事業） 

  ・肝炎ウイルス検査等の実施                       １０億円 

受検者の利便性に配慮し、保健所や委託医療機関における肝炎ウイルス検査を実施す

るとともに、職域における肝炎ウイルス検査の勧奨を進める。 

      （補助先）都道府県、保健所設置市、特別区 

      （補助率）１／２ 

 

 ・肝炎ウイルス陽性者のフォローアップの実施               １０億円 

肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対して、適切に医療機関への受診勧奨を行う

とともに、初回精密検査や定期検査費用に対する助成を行うことにより、肝炎患者の早

期治療の促進、重症化の予防を図る。 

      （補助先）都道府県、保健所設置市、特別区 

      （補助率）１／２ 
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（３）地域における肝疾患診療連携体制の強化 ５．４億円（４．９億円） 

 

地域単位での肝炎診療の質の向上を図るため、都道府県及び肝疾患診療連携拠点病院を中

心とした地域全体の診療連携体制の強化を図る。 

 

 （主な事業） 

  ・肝疾患地域連携体制の強化                      ２．９億円 

地域単位での肝炎診療の向上を図るため、都道府県及び肝疾患診療連携拠点病院を

中心に、関係機関が協力して診療連携体制を強化するとともに、肝炎医療コーディネー

ターなどの人材育成や肝炎患者等への支援を行うことで、地域における肝炎医療の提供

体制の充実を図る。 

   （補助先）都道府県、保健所設置市、特別区 

   （補助率）１／２ 

 

 

（４）国民に対する正しい知識の普及と理解等 ２．１億円（１．９億円） 

 

  都道府県等によるリーフレットやポスターの作成や、シンポジウム、市民公開講座、肝臓

病教室の開催等により、正しい知識の普及啓発を図るとともに、厚生労働省肝炎総合対策推

進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）を推進する。 

 

 （主な事業） 

  ・肝炎総合対策推進国民運動（知って、肝炎プロジェクト）の推進     １．４億円 

肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性などを分かりやすく伝えるため、多種

多様な媒体を活用した情報発信や民間企業との連携による啓発事業を展開する。 

   （委託先）民間団体 

 

 

（５）研究の推進                ３８億円（３８億円） 
 

Ｂ型肝炎の新規治療薬の開発を目指した創薬研究や、Ｃ型肝炎ウイルス排除後の発がん等

の課題に係る研究、肝硬変の病態解明と新規治療法の開発を目指した研究等をはじめとする

実用化研究と、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学研究と行政的な課題を解

決するために必要な政策研究を推進する。（厚生科学課計上） 

 

 

 

７ Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 

１，１７９億円（１，１７８億円） 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝炎ウ

イルスの感染被害を受けた方々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保険診療報

酬支払基金に設置した基金に、給付金などの支給に必要な費用を積み増す。 
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８ 難病、小児慢性特定疾病対策  

１，６０７億円（１，５９８億円） 
  難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法に基づき、難病患者等への医療費

助成等を行うなど、難病・小児慢性特定疾病対策の着実な推進を図る。 

 

 

（１）難病患者等への医療費助成の実施 

１，２８５億円（１，２７６億円） 

  難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病の患者に対する医療費助成に必

要な経費等を確保し、患者の医療費の負担軽減を図る。 

 

  ・難病医療費等負担金                      １，２８３億円 

（補助先）都道府県、指定都市  

（補助率）１／２ 

 

・特定疾患治療研究事業                      ２．２億円 

（補助先）都道府県 

（補助率）１／２（難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎等） 

 定額（スモン（医療費、はり、きゅう及びマッサージ施術費等）） 

 

 

（２）難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための 

   施策の充実                １１億円（１２億円） 

  地域の様々な支援機関と連携した相談支援体制の構築などにより、難病患者の長期療養生 

活上の悩みや不安を和らげ、就労支援を推進するため、相談支援センターへの専門職の配置 

等への支援を行うとともに、難病についての理解を深める取組を推進し、難病患者が社会参

加しやすい環境の整備を図る。 

 

 （主な事業） 

・難病相談支援センター事業                     ６．７億円 

地域の様々な支援機関と連携した相談支援体制を構築し、地域で生活する難病患者

等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進及び就労支援等を行う。 

（補助先）都道府県、指定都市 

（補助率）１／２ 

 

 

（３）難病の医療提供体制の構築       ７．２億円（８．７億円） 
      

  都道府県における難病の医療提供体制の拠点となる難病診療連携拠点病院を中心とした連

携体制の構築等に対する支援を行う。 
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 （主な事業） 

  ・難病医療提供体制整備事業                      ５．７億円 

都道府県において、医療提供体制を構築・評価する難病医療連絡協議会を運営す

る。また、早期に正しい診断等を行うため設置された難病診療連携拠点病院等におい

て、診療連携やレスパイトの調整、医療や治療と就労の両立に関する研修等を実施す

る。 

（補助先）都道府県 

（補助率）１／２ 

 

 

（４）小児慢性特定疾病対策の推進 
１８８億円（１８３億円） 

  慢性的な疾病を抱える児童等に対する医療費助成に必要な経費を確保し、医療費の負担軽

減を図る。また、慢性的な疾病を抱える児童等の自立を促進するため、療養生活に係る相談

や地域の関係者が一体となった自立支援に対する支援を行う。 

   

  （主な事業） 

    ・小児慢性特定疾病医療費負担金                      １７２億円 

      （補助先）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 

      （補助率）１／２ 

 

    ・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金          ９．２億円 

        幼少期から慢性的な疾患を抱えているため、学校教育を受ける機会の減少などによ

り自立に困難を伴う児童等について、地域による支援の充実により自立促進を図る。 

      （補助先）都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 

      （補助率）１／２ 

 

 

（５）難病・小児慢性特定疾病に関する調査・研究などの推進 

            １１５億円（１１９億円） 
  難病等の研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模の指定難病患者・小児慢性特定

疾病児童等データベースの充実を図り、難病患者・小児慢性特定疾病児童等の情報の円滑な

収集を進めるとともに、この情報を活用するなどして、疫学調査、病態解明、治療法の開発

（遺伝子治療、再生医療技術等）等に関する研究を行う。 

 

【令和５年度補正予算】 

難病等の医療費助成制度において、オンライン申請に関する検討やマイナンバーカードを

受給者証として利用するオンライン資格確認の導入に向けて必要な対応等を行う。 

・難病等医療費助成制度オンライン化事業                 １．０億円 

（委託先）民間団体 

・難病等医療費助成制度におけるオンライン資格確認のための医療機関システム改修等事業 

３．８億円 

（補助先）難病：都道府県、指定都市 

小慢：都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市 

        ※間接補助事業者として医療機関 

  （補助率）１０／１０ 
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９ ハンセン病問題対策        ３４５億円（３５９億円） 
 

  ハンセン病元患者等の名誉回復等を図るため、ハンセン病問題に関する正しい知識の普及

啓発の強化等を進めるとともに、国立ハンセン病資料館等の学芸員の増員や、同資料館収蔵

庫の増設等を進めることにより資料館活動の充実を図る。 

さらに、ハンセン病療養所の入所者に対する必要な療養を確保し、退所者等への社会生活

支援策等を実施する。 

 

（１）謝罪・名誉回復措置            １５億円（１７億円） 

 

ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図るため、普及啓発その他必要な措置を

講じる。 

 （主な事業） 

  ・国立ハンセン病資料館及び重監房資料館の運営             ６．１億円 

    国立ハンセン病資料館及び重監房資料館を運営し、ハンセン病やハンセン病対策の歴

史に関する正しい知識の普及啓発などを行う。 

（委託先）公募 

  ・国立ハンセン病資料館収蔵庫の増設                  ３．３億円 

    国立ハンセン病資料館の普及啓発活動を効果的に実施するための新たな収蔵庫の整備

を行う。 

 ○新・国立ハンセン病資料館空調設備改修                  ２．５億円 

    資料館の運営及び展示・収蔵資料の適切な保管環境を維持するため、老朽化した空調

設備の改修を行う。 

  ・歴史的建造物等の保存等                       １．６億円 

    各療養所に存在する歴史的建造物について、本格的な保存を行う。 

 

（２）社会復帰・社会生活支援          ２５億円（２５億円） 

 

退所者給与金・非入所者給与金・特定配偶者等支援金の支給、ハンセン病療養所入所者

家族に対する生活援護等を行う。 

 （主な事業） 

  ・退所者等対策経費                              ２３億円 

    ハンセン病療養所の退所者に対して、退所者給与金を支給する。また、非入所者に対

して、非入所者給与金を支給する。 

    さらに、退所者給与金受給者の配偶者等に対して特定配偶者等支援金を支給する。 

 

（３）在園保障               ３０５億円（３１６億円） 

 

ハンセン病療養所の運営を支援し、入所者に対する必要な療養の確保を図る。 

 （主な事業）                           

  ・私立ハンセン病療養所運営経費                    ８０百万円 

（補助先）一般財団法人神山復生病院 

（補助率）定額 

  ・国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備（※医政局計上） 

 ３０４億円 
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10 慢性疼痛対策            ２．６億円（２．６億円） 
 

  慢性の痛みを対象とした医療体制の整備を進めるほか、慢性の痛みに関する診断・治療法

の研究開発や、患者に対する相談、国民の理解の促進など、患者の生活の質の向上を図る取

組を引き続き推進する。 

 

 ・慢性疼痛診療システム均てん化等事業                 １．１億円 

都道府県間で慢性疼痛に関する診療体制の質の均てん化を図るため、痛みセンターが

行う厚生労働科学研究等で得られた最新の診療ノウハウの普及等に対する支援を行う。 

（補助先）公募                                                    

（補助率）定額                                                    

   

  ・慢性の痛み対策研究事業等（※厚生科学課計上）            １．４億円 

慢性の痛みに対する適切な医療提供体制を構築するため、中核的な医療機関と地域

の医療機関によるリハビリテーションを含む総合的な診療科連携や多職種連携体制の構

築に向けた研究を推進する。また、慢性の痛みに関する病態解明や画期的な診断・治療

法の開発の加速化を図るため、患者数の多い既知の疾患に伴う慢性の痛み、原因や病態

が十分に解明されていない慢性の痛み、機能的要因により引き起こされる慢性の痛みに

関する病態解明等の研究を推進する。  
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11 移植医療対策             ３７億円（３５億円） 
 

 

 

（１）造血幹細胞移植対策の推進         ２５億円（２４億円） 
 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、骨髄移植に係るドナー登録者や

臍帯血の確保等を引き続き進めていく。 

  

（主な事業） 

  ・骨髄移植対策事業費（骨髄バンク運営費）               ４．９億円 

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者（骨髄バンク）の安定的な運営を引き続き

支援する。 

（補助先）公益財団法人日本骨髄バンク 

（補助率）定額、１／２ 

 

○改・臍帯血移植対策事業費（臍帯血バンク運営費）             ６．５億円 

臍帯血供給事業者（臍帯血バンク）の安定的な運営を引き続き支援する。 

（補助先）日本赤十字社 

（補助率）定額、１／２ 

 

 

（２）臓器移植対策の推進           １０億円（９．０億円） 
 

脳死下及び心停止後の臓器提供が円滑に行われるよう、あっせん業務体制の強化、臓器提

供施設の体制整備等を引き続き進めていく。 

 

（主な事業） 

 ○改・あっせん事業従事者設置費                      ３．８億円 

脳死下及び心停止後の臓器提供が円滑に行われるよう、患者家族に臓器提供の選択

肢提示を行う仕組み（ドナー候補情報共有制度）を導入するなど、国内での臓器移植を

拡充させるため、日本臓器移植ネットワークの体制強化を図る。  

（補助先）公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

（補助率）定額 

 

 ○改・臓器提供施設連携体制構築事業                    ２．６億円 

ドナー候補情報共有制度の導入と併せて、既存の臓器提供拠点施設に、新たに、高

度な移植医療の能力を有する拠点施設を追加し、臓器提供の適応の判断や臓器摘出の際

のドナーの全身管理等を支援する体制を強化する。 

（補助先）公益社団法人日本臓器移植ネットワーク 

（補助率）定額 
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15 

 

 

 

12 原爆被爆者等の援護    １，１４９億円（１，１８８億円） 

 

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護ホー

ムの運営、被爆者保養施設への修繕費補助、被爆体験の伝承者等の国内外への派遣、被爆

建物・樹木の保存や調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施する。 

さらに、原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、恒久の平和を祈念する施設である

国立原爆死没者追悼平和祈念館について、設備の老朽化に伴い、長崎祈念館の改修工事を

行う。 

 

（主な事業） 

 

 

 

 

 

 

○新  

・医療費の支給、健康診断 

・諸手当の支給 

・保健福祉事業（原爆養護ホームの運営等） 

・被爆体験伝承事業 

・被爆建物等の保存事業 

・被爆体験者精神影響等調査研究事業（長崎被爆体験者事業） 

・原爆死没者追悼平和祈念館の整備 

２９６億円 

７２９億円 

７６億円 

０．５億円 

０．５億円 

１２億円 

０．２億円 

 

※原爆被爆者等の援護に係る予算（1,149 億円）とは別計上 

 

 ・放射線影響研究所の移転（保健衛生施設等施設整備費補助金） ３９億円の内数 
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16 

 

 

 

13 生活衛生関係営業の活性化や振興など  ４２億円（４３億円） 
 

生活衛生関係営業の振興・発展を図るための組織基盤や相談支援体制の確保を行うとと

もに、生活衛生関係営業について収益力の向上等を図り、新型コロナウイルス感染症や物価

高騰等の影響により悪化した業績を回復するための支援等を行う。 

（主な事業） 

○生活衛生関係営業対策事業費補助金                  １１．６億円 

生活衛生同業組合、全国生活衛生同業組合連合会、全国生活衛生営業指導センター、都

道府県生活衛生営業指導センターに補助を行うことにより、生活衛生関係営業者の業の

振興や発展を図るための組織基盤の強化及び衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強

化等を図る。 

（補助先）①公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

   ②都道府県 

   ③全国生活衛生同業組合連合会、生活衛生同業組合 

（補助率）①③定額、②１／２ 

 

・生活衛生関係営業収益力向上事業                   １．０億円 

最低賃金の周知、収益力向上や人材育成・後継者育成等に関するセミナーの開催な

ど、生活衛生関係営業者の収益力向上等のための取組を行う。 

 （補助先）公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

 （補助率）定額 

【令和５年度補正予算】 

・生活衛生関係営業物価高騰・賃上げ等対応支援事業          ３．９億円 

業種ごとの生衛組合連合会において、物価高騰・賃上げに対応するために必要な価格

転嫁の広報、既存商品・サービスのブランド化、イベント等の取組を実施。 

（補助先）全国生活衛生同業組合連合会 

（補助率）１０／１０ 

 

・生活衛生関係営業経営支援事業                   ２．１億円 

生活衛生関係営業の営業者に対する専門家による伴走型の支援を実施。 

（補助先）公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

（補助率）定額 

 

・生活衛生関係営業デジタル化推進・支援体制構築事業         １．７億円 

生活衛生関係営業の営業者のデジタル化をサポートし、事業の効率化・高付加価値化

等を図る。 

（委託先）民間事業者等 

 

・日本政策金融公庫による資金繰り支援（出資金）           １．５億円 

  賃上げに取り組む生衛業者に対する資金繰り支援制度の創設 等 

 

○改○株式会社日本政策金融公庫補給金                   ２９．９億円 

株式会社日本政策金融公庫が生活衛生資金貸付を行うために必要な利差補給を行う。 

   （参考）貸付計画額１，１５０億円 
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17 

 

 

 

14 食の安全・安心の確保          １７億円（１８億円） 
 

 

 

（１） 食品の安全確保対策の推進等      ４．７億円（４．８億円） 
 

  食中毒の発生時対応や未然防止のための対策、国内流通食品や輸入食品の衛生対策を行う

とともに、食品等事業者における衛生管理の推進及び輸出の促進等を図る。 

 

（主な事業） 

・HACCP の制度化などによる的確な監視・指導対策の推進         ４．４億円 

食品衛生法の改正により令和３年６月に完全施行された HACCP（※）に沿った衛生

管理が食品等事業者において円滑に実施されているか等、対応状況の実態把握、導入効

果の検証を行い、HACCP 実施のための手引書の見直しや、自治体による指導方法の改善

等につなげる。 

※ HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：食品の製造・加工工程で発生するおそれの

ある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、特に重要な対策のポイントを重要管理点として定めた上

で、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法 

・食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進   ９百万円 

  食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

・食品中の放射性物質対策の推進（※復興庁計上）            ０．２億円 

  食品中の放射性物質対策として、流通している食品を対象とした買上調査を実施す

るなどの取組を行う。 

 

 

（２）食品の安全の確保に資する研究の推進等  
１１億円（１１億円） 

国民の健康へ直接的に影響を及ぼす食品の安全に関して、改正食品衛生法の円滑な施行、

食品の輸出入の拡大、新たな食品生産・加工技術の進展等を背景として、科学的根拠に基づ

いて適切に施策を推進するために必要な調査研究を行う。 

 

 （主な事業） 

 ・食品の安全の確保に資する研究の推進（※一部厚生科学課計上）    ６．８億円 

 ・カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施            ４．２億円 

カネミ油症患者に対する総合的な支援施策の一環として、ダイオキシン類を直接経口摂

取したことによる健康被害という特殊性を踏まえ、患者の健康実態調査を実施し、健康

調査支援金の支給等を行う。 

 

 

（３）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応強化（(1)(2)の一部再掲） 
１．８億円（１．８億円） 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づき、輸出施設の認定加速化、証明書

発行の迅速化等の取組を行う。 
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〈 計 数 編 〉  

                                 頁 

１．健康増進対策（地域保健対策含む。）・・・・・・・・・・・・  １ 

２．がん対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

３．循環器病対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

４．リウマチ・アレルギー対策・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

５．慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

６．肝炎対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

７．Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

８．難病、小児慢性特定疾病対策・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

９．ハンセン病問題対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

10．慢性疼痛対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

11．移植医療対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

12．原爆被爆者等の援護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

13. 生活衛生関係営業の活性化や振興など・・・・・・・・・・・・・11 

14．食の安全・安心の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

15．保健衛生施設等整備（災害復旧に対する支援を含む）・・・・・ 13 

 

注１）各計数において、端数を四捨五入しているため、合計額と一致しない場合がある。 

注２）＜  ＞内の計数は他部局計上分を含んでいる。 

注３）令和５年度予算額及び令和６年度予算案にはデジタル庁計上分を含んでいる。 
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1．健康増進対策（地域保健対策含む。）

（　主　な　事　業　） 百万円

＜ 6,932 ＞＜ 7,219 ＞
健康増進対策 4,966 5,151

（１）健康づくり・生活習慣病対策・栄養対策等の推進　 3,706

・健康的な生活習慣づくり重点化事業 596

　　受動喫煙対策推進事業　等

改 ・健康増進事業費（肝炎対策を除く） 1,413

・特殊な調理に対応できる調理師研修事業 23

・生活習慣病対策推進費（※一部デジタル庁計上） 1,074

　　受動喫煙対策に関する普及啓発・相談対応経費　等

・栄養総合対策推進費 147

　　活力ある持続可能な社会の実現に資する栄養・食生活の推進事業　等

・たばこ・アルコール対策推進費 102

・健康日本21分析評価事業費 38

・健康増進総合支援システム事業費（※一部デジタル庁計上） 25

新
・国家資格等情報連携・活用システム事業費（管理栄養士・栄養士）
（※デジタル庁計上） 21

・管理栄養士国家試験費 59

・その他 207

（２）地域保健対策の推進 1,390

改 ・保健所や地方衛生研究所等の機能強化等（一部新規） 1,081

・地域保健従事者現任教育推進事業費 31

・地域・職域連携推進事業 58

・地域保健総合推進事業費 128

・地域・職域連携支援費 1

・地域保健活動普及等経費 69

・医療社会事業従事者指導強化費 1

・健康危機管理対策経費 4

・災害時公衆衛生従事者緊急派遣等検討経費 2

・健康危機管理情報収集事業経費（※一部デジタル庁計上） 16

・被災地健康支援事業（※復興庁計上）

（３）生活習慣病予防及び女性の健康の包括的支援に
　　　関する研究などの推進

2,123

・厚生労働科学研究等（※厚生科学課計上） 1,770

　　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 596

　　循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 752

　　女性の健康の包括的支援政策研究事業 55

　　女性の健康の包括的支援実用化研究事業 148

　　健康安全・危機管理対策総合研究事業 219

改 ・国民健康・栄養調査委託費等 354

備　　　　　　　　　　　　考
予 算 額 予 算 案

事　項
令 和５ 年度 令 和 ６ 年 度

百万円 百万円

（地域保健対策
含む。）

93億円の内数
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２．がん対策

令和５年度 令和６年度
事 項 備 考

予 算 額 予 算 案

百万円 百万円 百万円
がん対策の推進 < 35,683> < 35,620>

19,024 19,046

(1) がん予防< 14,358> < 14,293>
10,325 10,306

・新たなステージに入ったがん検診の総合 1,424
支援事業

・HPV検査単独法導入に向けた精度管理支援○新

事業 22

・がん検診従事者研修事業 6

< 18,588> < 18,282>
(2) がん医療8,321 8,359

・がん診療連携拠点病院機能強化事業 3,025

・小児・AYA世代のがん患者等の 1,074
妊孕性温存治療研究促進事業

・がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化 1,020
事業
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・がんゲノム情報管理センター事業 994

・都道府県健康対策推進事業 641
（がん登録、医療提供体制整備関係等）

・がん登録推進事業 535
（国立がん研究センター委託費）

・小児がん拠点病院機能強化事業 315
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・緩和ケア推進事業 233
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・地域がん診療病院等機能強化事業 159
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・希少がん中央機関機能強化事業 73
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・がん等における新たな緩和ケア研修等事業 64
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令和５年度 令和６年度
事 項 備 考

予 算 額 予 算 案

百万円 百万円 百万円
・小児がん中央機関機能強化事業 58
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・がんの全ゲノム解析に関する人材育成 39
推進事業

・希少がん診断のための病理医育成事業 35

・小児・AYA世代のがんの長期フォロー 26
アップ体制整備事業

・革新的がん医療実用化研究等 9,482
※厚生科学課計上

< 2,737> < 3,046>
(3) がんとの共生378 381

・がん患者の就労に関する総合支援事業 238
（がん診療連携拠点病院機能強化事業）

・がん患者の療養生活の最終段階における 31
実態把握事業
（国立がん研究センター委託費）

・アピアランス支援モデル事業 27

・がん総合相談に携わる者に対する研修事業 24

・地域緩和ケアネットワーク構築事業 10
（国立がん研究センター委託費）

-3-
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３．循環器病対策、４．リウマチ・アレルギー対策、５．慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策

令和５年度 令和６年度
事 項 備 考予 算 額 予 算 案

百万円百万円 百万円
（ 主 な 事 業 ）

<4,459> <4.486>

１．循環器病対策 3,111 3,138

1 循環器病に関する普及啓発事業 17（１）循環器病に関する正し 2,605 2,585

2 循環器病対策推進協議会経費 5い情報の提供

3 循環器病対策費 3

1 脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業216（２）循環器病に関する医療 506 554

○2 循環器病診療情報収集・活用支援事業 93の提供 改

○3 循環器病特別対策事業 190改

<1,348> <1.348>

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業等（３）循環器病に関する研究 0 0

（※厚生科学課計上） 1,348等の推進

<995> <995>

２．リウマチ・アレルギ 213 213

ー対策

1 アレルギー情報センター事業 42（１）リウマチ・アレルギー 50 50

2 アレルギー疾患対策推進協議会経費 4疾患に関する正しい情

3 リウマチ・アレルギー対策費 4報の提供

1 リウマチ・アレルギー特別対策事業 69（２）リウマチ・アレルギー 163 163

2 アレルギー疾患医療提供体制整備事業 56疾患に関する医療の提

3 免疫アレルギー疾患患者に係る治療と仕事の両立供

支援モデル事業 38

<782> <782>

免疫アレルギー疾患実用化研究事業等 782（３）リウマチ・アレルギー 0 0

（※厚生科学課計上）疾患に関する研究等の

推進

<202> <203>

３．慢性腎臓病対策 58 59

1 腎疾患普及啓発費 2（１）慢性腎臓病に関する正 3 3

2 腎疾患対策検討会経費 0.8しい情報の提供

1 慢性腎臓病(ＣＫＤ)特別対策事業 35（２）慢性腎臓病に関する医 55 56

2 慢性腎臓病(ＣＫＤ)重症化予防のための診療体制構療の提供

築及び多職種連携モデル事業 21

<144> <144>

腎疾患実用化研究事業等 144（３）慢性腎臓病に関する研 0 0

（※厚生科学課計上）究等の推進
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百万円

< 17,014 > < 16,818 > （主な事業）

1.肝炎対策の推進 13,213 13,016

< 8,616 > < 8,356 >

(1)肝疾患治療の促進 8,616 8,356 感染症対策特別促進事業費  

・肝炎治療特別促進事業 7,000
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 1,356

< 3,914 > < 3,914 >

(2)肝炎ウイルス検査と重症 3,914 3,914 肝炎患者等の重症化予防推進事業 2,005

　 化予防の推進 健康増進事業 1,909

< 487 > < 540 >

(3)地域における肝疾患診療 467 520 感染症対策特別促進事業費 292

　 連携体制の強化 ・肝疾患診療地域連携体制強化事業

・地域肝炎医療コーディネーター養成事業

肝炎情報センター戦略的強化事業 209

< 194 > < 205 >

(4)国民に対する正しい知識 188 199 肝炎総合対策費 189

　 の普及と理解 ・肝炎総合対策推進国民運動事業

・市民公開講座

感染症対策特別促進事業費 7

・ポスター、リーフレット作成

・シンポジウム開催　等

肝炎対策推進協議会経費 2

< 3,803 > < 3,803 >

(５)研究の推進 28 28 肝炎研究基盤整備事業費 28

厚生労働科学研究費 3,775

・肝炎等克服実用化研究事業

・肝炎等克服政策研究事業

（※厚生科学課計上）

２．Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 117,757 117,917
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者
給付金等支給業務費交付金 117,917

百万円 百万円

６．肝炎対策、７．Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給

事　　　　　　項
令和５年度 令和６年度

備　　　　　　　　　　考
予　算　額 予　算　案

改
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８．難病、小児慢性特定疾病対策

事　　　　　項

百万円

< 1,598 > < 1,607 >  健康・生活衛生局計上分 150,364

難病、小児慢性特定疾病対策 1,491 1,504 他局計上分 10,321

（１）難病患者等への医療費 1,276 1,285  1 難病医療費等負担金 128,287

　　　助成の実施  2 特定疾患治療研究事業 221

（２）難病患者の社会参加と 12 11  1 難病相談支援センター事業 670

　　　難病に対する国民の理  2 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 10

　　　解の促進のための施策  3 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 126

　　　の充実  4 指定難病要支援者証明事業 3

 5 難病患者地域支援対策推進事業 131

 6 神経難病患者在宅医療支援事業 15

 7 難病患者認定適正化事業（医療機関オンライン化
   支援分を除く）

62

 8 指定難病審査会経費　 38

 9 難病相談支援センター間のネットワーク支援事業 7

10 難病指定医研修のオンライン化支援事業 26

11 難病患者サポート事業 35

12 その他 13

（３）難病の医療提供体制の 9 7  1 難病医療提供体制整備事業 571

　　　構築  2 難病患者認定適正化事業（医療機関オンライン化
   支援分）

100

 3 難病情報センター等事業 46

 4 難病ゲノム医療専門職養成研修事業 7

（４）小児慢性特定疾病対策 183 188  1 小児慢性特定疾病医療費負担金 17,161

　　　の推進  2 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 923

   負担金

 3 小児慢性特定疾病対策等総合支援事業 269

 4 小児慢性特定疾病情報管理事業 24

 5 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 15

 6 代謝異常児等特殊ミルク供給事業 390

< 119 > < 115 >

（５）難病・小慢に関する調 12 12  1 難治性疾患政策/実用化研究事業 10,321

　　　査・研究などの推進 　　　　　　　　　（※厚生科学課計上）

 2 難病患者等データ登録整備事業 1,096

　　　　　　　　　（※一部デジタル庁計上）

 3 小児慢性特定疾病データベース登録システム
   整備事業

66

　　　　　　　　　（※デジタル庁計上）

4　難病等制度推進事業 55

（６）医療施設等の整備 - -

 ・難病相談支援センター施設整備費

 ・重症難病患者拠点・協力病院設備整備費

　 ※保健衛生施設等施設・設備整備費補助金
     のメニュー

億円億円

備　　　　　　　考
令和５年度
予　算　額

令和６年度
予　算　案
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９．ハンセン病問題対策

事　　　　　項

百万円

< 35,850 > < 34,517 > 健康・生活衛生局計上分 4,125

ハンセン病問題対策 4,304 4,125 他局計上分 30,393

（１）謝罪・名誉回復措置 1,676 1,516  1 ハンセン病元患者家族に対する補償等 61

 2 国外ハンセン病療養所入所者等補償経費 8

 3 中学生を対象としたパンフレット作成 25

 4 シンポジウム開催、普及啓発資料作成 23

 5 国立ハンセン病資料館運営経費 605

 6 再発防止検討事業委託費 34

 7 らい予防法被害者追悼式参列旅費 3

 8 歴史的建造物の保存等経費 156

 9 国立ハンセン病資料館収蔵庫増設 335

新 10 国立ハンセン病資料館空調設備改修経費 253

11 その他 14

（２）社会復帰・社会生活支 2,548 2,529  1 国内ハンセン病療養所退所者給与金 2,071

　　　援  2 国内ハンセン病療養所非入所者給与金 75

 3 特定配偶者等支援金 143

 4 療養所入所者家族に対する生活援護 16

 5 社会復帰者支援事業 114

 6 社会交流、地域啓発推進事業 45

 7 沖縄ハンセン病対策 52

 8 その他（※一部デジタル庁計上） 13

< 31,626 > < 30,473 > ※一部他部局及びデジタル庁計上

（３）在園保障 80 80  1 私立ハンセン病療養所の運営経費等 80

百万円百万円

備　　　　　　　考
令和５年度
予　算　額

令和６年度
予　算　案
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10．慢性疼痛対策

事　　　　　項

百万円

< 258 > < 263 > 健康・生活衛生局計上分 123

慢性疼痛対策 118 123 他局計上分 140

（１）痛みを対象とした医療 106 109 慢性疼痛診療システム均てん化等事業

　　　体制の構築

（２）慢性疼痛に関する正し 13 14 からだの痛み相談・支援事業

　　　い情報の提供

（２）慢性疼痛に関する研究 < 140 > < 140 > 厚生労働科学研究費等（※厚生科学課計上）

　　　等の推進 　慢性の痛み政策/解明研究事業

百万円百万円

備　　　　　　　考
令和５年度
予　算　額

令和６年度
予　算　案
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11．移植医療対策

事　　　　　項

百万円

< 3,501 > < 3,660 >

移植医療対策 3,342 3,501

< 2,441 > < 2,469 >

１．造血幹細胞移植対策の推進 2,441 2,469

(1)骨髄移植対策事業費 493

  ・あっせん業務関係事業費 351

　・あっせん事業体制整備費 113

　・普及啓発事業費 29

(2)骨髄データバンク登録費 651

(3)臍帯血移植対策事業費 647

改   ・臍帯血保存管理業務費 643

　・臍帯血移植等共同支援事業費 4

(4)造血幹細胞移植患者・ドナー情報登録支援事業 77

(5)造血幹細胞提供支援機関事業 203

(6)造血幹細胞移植医療体制整備事業 392

(7)移植対策費 7

(8)末梢血幹細胞採取施設整備事業 -

(9)臍帯血バンク設備整備事業 -

(10)特殊病室施設整備事業 -

< 901 > < 1,032 >

２．臓器移植対策の推進 901 1,032

(1)臓器移植対策事業費 1,006

改 　・あっせん業務関係事業費 592

改   ・あっせん事業体制整備費 393

　・普及啓発事業費 17

　・運営管理費等経費 5

(2)移植対策費 26

(3)アイバンク設備整備事業 -

(4)腎移植施設整備事業 -

(5)ＨＬＡ検査センター設備整備事業 -

(6)肝移植施設整備事業 -

(7)組織バンク設備整備事業 -

３．移植医療研究の推進 < 159 > < 159 >

0 0 (1)厚生労働科学研究費 54

　　・移植医療基盤整備研究事業（公募） 51

　　・移植医療基盤整備研究事業（指定） 3

(2)保健衛生医療調査等推進事業費 105

　　 ・移植医療技術開発研究事業 105

　（厚生科学課計上）

百万円百万円

備　　　　　　　考
令和５年度
予　算　額

令和６年度
予　算　案

※(3),(7)は保健衛生施設等設備整備費補助金、(4),(6)は医療提供
体制施設整備交付金、(5)は医療提供体制推進事業費補助金のメ
ニュー

※(8),(9)は保健衛生施設等設備整備費補助金、(10)は医療提供体制
施設整備交付金のメニュー
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１２．原爆被爆者等の援護

令和5年度 令和6年度
事 項 備 考

予 算 額 予 算 案

億円 億円 億円

１．原爆被爆者援護対策費 1,188 1,149

（１）医療費等 305 296 ・原爆疾病医療費 18
・原爆一般疾病医療費 248

（２）諸手当等 759 729 ・医療特別手当 233

・健康管理手当 424

（３）保健福祉事業等 76 76 ・介護保険等利用被爆者助成事業 30

（４）原爆死没者追悼事業 8 8 ・被爆体験伝承事業 0.5

等 ・被爆建物・樹木の保存事業 0.5
・原爆死没者追悼平和祈念館の整備 0.2○新

（５）調査研究等 41 40 ・被爆体験者精神影響等調査研究事業 12

２．毒ガス障害者対策 5 4
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13．生活衛生関係営業の活性化や振興など

（主な事業等） 百万円

生活衛生関係営業の活性化や新興など 4,267 4,245

１　生活衛生金融対策費 3,023 2,992 改 株式会社日本政策金融公庫補給金 2,992

２　生活衛生関係営業行政経費 1,222 1,237

（１）生活衛生等関係費 47 57

　ア　生活衛生関係営業振興等対策費 19 29

　イ　建築物環境衛生管理対策費 28 28

（２）生活衛生営業対策費 1,176 1,180

　ア　生活衛生関係営業対策事業費補助金 1,159 1,159 生活衛生関係営業収益力向上事業 104

　イ　ビルクリーニング業における 12 16

　　　外国人材確保事業費

　ウ　ビルクリーニング分野技能習得 5 5

　　　支援事業費

３　医師等国家試験費 1 1

　　建築物環境衛生管理技術者国家試験費 1 1

４　被災した生活衛生関係営業者への支援 22 16

　　（※復興庁計上）

　　株式会社日本政策金融出資金 22 16

事　項
令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

備　　　　　　　　　　　　考
予 算 額 予 算 案

百万円 百万円
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14．食の安全・安心の確保

百万円

＜ 1,761 ＞＜ 1,747 ＞

1,014 1,022

（１）食品の安全確保対策の推進等 467

主な事業

・HACCPの制度化などによる的確な監視・指導対策の推進 436
（※一部デジタル庁計上）

・食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケー
ション）の推進

9

・食品中の放射性物質対策の推進 21
（※復興庁計上）

（２）食品の安全の確保に資する研究の推進等 1,097

主な事業

・食品の安全の確保に資する研究の推進 681
（※一部厚生科学課計上）

・カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施 416
（※一部デジタル庁計上）

 （３）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応強化
    （(1)(2)の一部再掲）

183

食の安全・安
心の確保

事　項
令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度

備　　　　　　　　　　　　考
予 算 額 予 算 案

百万円 百万円
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15．保健衛生施設等整備（災害復旧に対する支援を含む）

令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度
事 項

予 算 額 予 算 案

百万円 百万円 百万円

6,913 7,089

１．施設整備費 3,601 3,869

２．設備整備費 2,541 2,541

３．災害復旧費【復興】 771 679 東日本大震災復興特別会計

保健衛生施設等整備
（災害復旧に対する
　支援を含む）

備 考

感染症検査機関（地方衛生研究所等）をメニューに追加

うち【復興】　　679百万円

・施設災害復旧費　 679百万円

整 備 費 の 補 助 対 象 メ ニ ュ ー

【 施 設 整 備 費 】

・原爆医療施設
・原爆被爆者保健福祉施設
・放射線影響研究所
・農村検診センター
・小児がん拠点病院
・エイズ治療拠点病院
・HIV検査・相談室
・難病相談支援センター
・感染症指定医療機関
・感染症外来協力医療機関
・結核患者収容モデル病室
・結核研究所
・多剤耐性結核専門医療機関
・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関

新 ・感染症検査機関
・医薬分業推進支援センター
・食肉衛生検査所
・精神科病院
・精神保健福祉センター
・精神科デイ・ケア施設
・精神科救急医療センター

【 設 備 整 備 費 】

・原爆医療施設
・原爆被爆者保健福祉施設
・原爆被爆者健康管理施設

・都道府県がん診療連携拠点病院等
・マンモグラフィ検診実施機関
・エイズ治療拠点病院
・HIV検査・相談室
・難病医療拠点・協力病院
・眼球あっせん機関
・臍帯血バンク
・組織バンク
・末梢血幹細胞採取施設
・感染症指定医療機関
・感染症外来協力医療機関
・結核研究所
・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関
・感染症検査機関
・医薬分業推進支援センター
・食肉衛生検査所
・と畜場
・市場衛生検査所
・精神科病院
・精神保健福祉センター
・精神科デイ・ケア施設
・精神科救急車
・精神科救急情報センター
・喫煙専用室等の基準適合性を検証する機関
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薬生食企発0328第１号 

令 和 ２ 年 ３ 月 28日 

 

 

各都道府県 衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局  

生活衛生・食品安全企画課長  

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

 

カネミ油症に係る「検診手帳」の発行について 

 

 

 

カネミ油症については、平成24年９月に「カネミ油症患者に関する施策の総

合的な推進に関する法律」（平成24年法律第82号。以下「法」という。）が施行

され、「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（平成24年

厚生労働省・農林水産省告示第２号。以下「告示」という。）に基づき、様々な

施策を実施しているところです。 

 告示第７（３）において、国は「カネミ油症患者が自らの検診の結果を継続

的に把握すること（中略）ができる体制の充実を図る」こととされています。 

今般、国、カネミ倉庫及び患者団体の三者から構成される三者協議での合意

に基づき、厚生労働省において「検診手帳」（別添参照）を制作し、希望する方

に配布することとなりました。全国油症治療研究班が実施する油症検診を受け

た方が、その結果をご自身でこの「検診手帳」に記載し保管することで、自身

の検診の結果を継続的に把握することができるようにすることを予定していま

す。 

ついては、希望者への配布のため、油症検診会場への備え付けや健康実態調

査の調査票への同封等の御協力をお願いします。 

 なお、この「検診手帳」については、カネミ油症患者であることの証明書と

しての効力を有したり、何等かの権利を表象したりするものでないことを申し

添えます。 
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油
症

患
者

受
療

券
に

つ
い

て
  

○
カ

ネ
ミ

油
症

の
認

定
を

受
け

た
患

者
さ

ん
の

医
療

費
に

つ
い

て

は
、

各
種

健
康

保
険

の
利

用
を

し
た

う
え

、
本

人
負

担
部

分
が

あ

る
場

合
、

カ
ネ

ミ
倉

庫
（

株
）

が
支

払
う

こ
と

に
な

っ
て

い
ま

す
。

 

○
具

体
的

に
は

、
患

者
さ

ん
が

領
収

書
を

添
え

て
カ

ネ
ミ

倉
庫

に
医

療
費

を
請

求
す

る
こ

と
で

、
後

日
、

償
還

払
い

を
受

け
る

こ
と

が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

て
い

ま
す

。
 

○
さ

ら
に

、
患

者
さ

ん
が

医
療

機
関

窓
口

で
支

払
い

を
要

す
る

こ
と

な
く

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
カ

ネ
ミ

倉
庫

（
株

）

が
以

下
の

よ
う

な
「

油
症

患
者

受
療

券
（

以
下

、
「

受
療

券
」

と

い
う

）
」

を
、

患
者

さ
ん

に
発

行
し

て
い

ま
す

。
受

療
券

を
医

療

機
関

窓
口

に
提

示
い

た
だ

け
れ

ば
、

医
療

機
関

が
カ

ネ
ミ

倉
庫

株

式
会

社
に

対
し

て
直

接
、

カ
ネ

ミ
油

症
患

者
の

本
人

負
担

分
を

請

求
す

る
仕

組
み

で
す

。
 

※
受

療
券

が
利

用
で

き
る

の
は

、
カ

ネ
ミ

倉
庫

（
株

）
と

予
め

合

意
を

し
た

医
療

機
関

（
1

8
～

4
3

ペ
ー

ジ
）

と
な

り
ま

す
。

 

○
医

療
費

の
お

支
払

い
に

関
し

て
ご

不
明

の
点

等
が

あ
り

ま
し

た

ら
、

カ
ネ

ミ
倉

庫
（

株
）

（
連

絡
先

：
0

9
3

-
5

6
1

-
5

3
3

6
）

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

※
受

療
券

利
用

上
の

留
意

事
項

は
、

券
の

裏
面

に
記

載
さ

れ
て

い

ま
す

の
で

、
必

ず
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
 

（
医

療
機

関
の

方
へ

）
 

 
カ

ネ
ミ

油
症

患
者

の
方

の
中

に
は

、
近

親
者

等
に

も
患

者
で

あ
る

こ
と

を
明

ら
か

に
さ

れ
て

い
な

い
方

も
い

ら
っ

し
ゃ

い
ま

す
の

で
、

診
療

に
当

た
っ

て
は

特
段

の
ご

配
慮

を
お

願
い

し
ま

す
。

ま
た

、
医

療
従

事
者

へ
の

啓
発

の
た

め
、

「
カ

ネ
ミ

油
症

の
手

引
き

-
症

状
と

治
療

に
つ

い
て

-
」

を
、

下
記

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
掲

載
し

て
お

り
ま

す
の

で
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

 
カ

ネ
ミ

油
症

や
油

症
患

者
受

療
券

の
利

用
に

関
し

、
ご

不
明

 
な

点
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
裏

面
の

お
問

合
せ

先
に

お
気

軽
に

問
合

せ
く

だ
さ

い
。

 
 

 

カ
ネ

ミ
倉

庫
株

式
会

社
の

発
行

し
た

油
症

患
者

受
療

券
を

こ
ち

ら
の

ポ
ケ

ッ
ト

に
収

納
し

て
い

た
だ

き
、

医
療

機
関

の
窓

口
に

出
さ

れ
る

際
な

ど
に

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

カ
ネ

ミ
油

症
と

は
 

 
カ

ネ
ミ

油
症

は
、

1
9

6
8

年
（

昭
和

4
3

年
）

に
西

日
本

を
中

心
に

、
広

域
に

わ
た

っ
て

発
生

し
た

、
ラ

イ
ス

オ
イ

ル
（

米
ぬ

か
油

）
に

よ
る

食
中

毒
事

件
で

す
。

 
 

事
件

の
原

因
は

、
ラ

イ
ス

オ
イ

ル
の

製
造

過
程

に
お

い
て

脱
臭

の
た

め
の

熱
媒

体
と

し
て

使
用

さ
れ

た
、

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
（

P
C

B
）

や
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
一

種
で

あ
る

ポ
リ

塩
化

ジ
ベ

ン
ゾ

フ
ラ

ン
（

P
C

D
F
)を

含
む

カ
ネ

ク
ロ

ー
ル

が
製

品
に

混
入

し
た

こ
と

に
よ

る
も

の
で

す
。

 
 

カ
ネ

ミ
油

症
の

症
状

は
、

皮
膚

症
状

の
ほ

か
、

全
身

倦
怠

感
、

し
び

れ
感

、
食

欲
不

振
な

ど
多

様
に

わ
た

る
た

め
、

か
か

り
つ

け
医

と
、

皮
膚

科
、

眼
科

、
整

形
外

科
、

呼
吸

器
科

、
神

経
内

科
、

婦
人

科
、

歯
科

、
内

科
な

ど
各

科
と

連
携

が
必

要
に

な
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

 

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.k
yu

d
a
i-

d
e
rm

.o
rg

/k
a
n

e
m

i/
im

a
g
e
/
k
a
n

e
m

i.p
d
f 
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～
お

問
合

せ
先

～
 

 
 

カ
ネ

ミ
油

症
患

者
に

対
す

る
支

援
に

つ
い

て
 

〒
1
0
0
-8

9
1
6
 

東
京

都
千

代
田

区
霞

が
関

1
-

2
-

2
 

T
E

L
：

0
3

-
5

2
5

3
-
1

1
1

1
 内

線
2

4
9

2
 

F
A

X
：

0
3

-
3

5
0

3
-
7

9
6

5
 

厚
生

労
働

省
医

薬
・

生
活

衛
生

局
生

活
衛

生
食

品
安

全
企

画
課

 

カ
ネ

ミ
油

症
の

症
状

及
び

治
療

に
つ

い
て

 

〒
8
1
2
-8

5
8
2
 

福
岡

市
東

区
馬

出
3

-
1

-
1
 

九
州

大
学

病
院

ウ
エ

ス
ト

ウ
イ

ン
グ

５
階

  
T

E
L
：

0
9

2
-
6

4
2

-
5

2
1

1
 

九
州

大
学

病
院

油
症

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

研
究

診
療

セ
ン

タ
ー

  

油
症

患
者

受
療

券
の

利
用

に
つ

い
て

 

〒
8
0
3
-0

8
0
2
 

福
岡

県
北

九
州

市
小

倉
北

区
東

港
1

-
6

-
1

 
T

E
L
：

0
9

3
-
5

6
1

-
5

3
3

6
 

F
A

X
：

0
9

3
-
5

6
1

-
5

3
3

0
 

カ
ネ

ミ
倉

庫
株

式
会

社
 

  

 
油

症
発

症
早

期
に

は
、

黒
色

面
皰

、
痤

瘡
様

皮
疹

、
顔

面
・

指
趾

爪
の

色
素

沈
着

な
ど

の
皮

膚
症

状
、

マ
イ

ボ
ー

ム
腺

か
ら

の
チ

ー
ズ

様
分

泌
物

、
瞼

結
膜

・
球

結
膜

の
色

素
沈

着
な

ど
の

眼
症

状
、

四
肢

の
し

び
れ

、
知

覚
鈍

麻
な

ど
の

神
経

症
状

、
月

経
周

期
の

異
常

な
ど

の
婦

人
科

症
状

が
み

ら
れ

ま
し

た
。

 

 
体

内
に

吸
収

さ
れ

た
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

や
Ｐ

Ｃ
Ｂ

類
は

、
徐

々
に

排
泄

さ
れ

、
血

中
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
濃

度
も

低
下

し
て

い
ま

す
。

 

 
最

近
の

検
診

で
は

何
ら

か
の

皮
膚

症
状

が
認

め
ら

れ
る

患
者

さ
ん

は
約

3
0

％
で

し
た

。
一

方
、

全
身

倦
怠

感
、

頭
痛

、
手

足
の

し
び

れ
、

喀
痰

、
咳

嗽
、

腹
痛

と
い

っ
た

自
覚

症
状

は
、

い
ま

だ
に

5
0

％
の

患
者

さ
ん

に
認

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
油

症
で

は
、

全
身

に
何

ら
か

の
症

状
が

出
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
 

油
症

の
症

状
と

経
過

  

 
油

症
の

原
因

物
質

で
あ

る
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
や

Ｐ
Ｃ

Ｂ
類

が
毒

性
を

発
揮

す
る

た
め

に
は

、
「

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

受
容

体
 

A
ry

lh
y-

d
ro

c
a
rb

o
n

 r
e
c
e
p
to

r（
A

h
R

）
」

が
必

要
で

あ
る

こ
と

が
わ

か
っ

て
き

ま
し

た
。

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
が

A
h

R
に

結
合

す
る

と
、

細

胞
の

中
で

強
い

酸
化

反
応

が
起

こ
り

、
活

性
酸

素
が

過
剰

に
産

生
さ

れ
、

酸
化

ス
ト

レ
ス

に
よ

っ
て

細
胞

内
の

い
ろ

い
ろ

な
蛋

白
質

や

D
N

A
が

傷
つ

い
て

し
ま

い
ま

す
。

A
h

R
は

ど
の

臓
器

に
も

発
現

し

て
い

ま
す

が
、

と
り

わ
け

肺
、

肝
臓

、
腎

臓
、

胸
腺

な
ど

で
高

い
発

現
が

認
め

ら
れ

ま
す

。
 

 

細
胞

内
の

蛋
白

質
 

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
 

P
C

B
類

 
受

容
体

（
A

h
R

）結
合

 
酸

化
ス

ト
レ

ス
 

核
 

（
Ｄ

Ｎ
Ａ

）
 

②
 

③
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（
九

州
大

学
医

学
部

皮
膚

科
学

教
室

）
 

 
h

tt
p
:/

/
w

w
w

.k
yu

d
a
i-

d
e
rm

.o
rg

/
p
a
rt

/y
u

s
h

o
/
in

d
e
x
.h

tm
l 

（
油

症
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
研

究
診

療
セ

ン
タ

ー
）

 

 
h

tt
p
:/

/
w

w
w

.y
u

s
h

o
.h

o
s
p
.k

yu
s
h

u
-u

.a
c
.jp

 

 

 

 

 
油

症
の

根
治

的
な

治
療

に
は

、
摂

取
し

た
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

や
P

C
B

類
を

全
て

排
出

す
る

、
あ

る
い

は
無

害
な

代
謝

物
に

変

換
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ら

れ
ま

す
が

、
治

療
法

は
確

立
し

て
い

ま
せ

ん
。

 

 
各

症
状

の
緩

和
を

目
的

に
漢

方
薬

の
臨

床
研

究
を

実
施

し
た

と
こ

ろ
、

「
麦

門
冬

湯
」

が
咳

・
痰

と
い

っ
た

呼
吸

器
症

状
を

改
善

す
る

こ
と

が
明

ら
か

と
な

り
ま

し
た

。
 

 
ま

た
、

一
部

の
漢

方
薬

は
、

A
h

R
を

抑
制

し
、

抗
酸

化
作

用

も
発

揮
す

る
こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

て
お

り
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
に

よ
る

慢
性

毒
性

を
和

ら
げ

る
可

能
性

が
示

唆
さ

れ
て

い
る

た
め

、
引

き
続

き
研

究
を

推
進

し
て

い
ま

す
。

 

 

カ
ネ

ミ
油

症
患

者
の

方
々

の
生

活
指

針
  

■
一

般
に

活
性

酸
素

は
老

化
や

ガ
ン

・
動

脈
硬

化
、

そ
の

他
多

く
の

疾
病

の
発

生
 

 

 
に

関
係

し
て

い
る

有
害

物
質

で
す

が
、

ポ
リ

フ
ェ

ノ
ー

ル
、

フ
ラ

ボ
ノ

イ
ド

、
 

 
ビ

タ
ミ

ン
な

ど
の

抗
酸

化
物

質
（

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

毒
性

を
抑

制
す

る
物

 

 
質

）
を

多
く

含
む

野
菜

や
果

物
な

ど
を

食
べ

る
こ

と
に

よ
り

、
活

性
酸

素
が

中
 

 
和

さ
れ

る
こ

と
が

わ
か

っ
て

い
ま

す
。

 

■
ガ

ン
予

防
の

た
め

に
野

菜
や

果
物

を
た

く
さ

ん
食

べ
る

こ
と

が
有

効
で

あ
る

こ
 

 
と

は
、

国
内

ば
か

り
で

な
く

国
際

的
に

も
よ

く
知

ら
れ

て
い

ま
す

。
し

た
が

っ
 

 
て

、
油

症
患

者
さ

ん
は

野
菜

や
果

物
な

ど
を

毎
日

た
く

さ
ん

食
べ

る
こ

と
を

お
 

 
勧

め
し

ま
す

。
 

■
厚

生
労

働
省

で
は

、
健

康
増

進
の

た
め

成
人

1
日

当
た

り
の

野
菜

摂
取

量
に

つ

い
 

 
て

、
平

均
3

5
0

ｇ
以

上
を

目
標

と
す

る
、

と
定

め
て

い
る

こ
と

を
参

考
に

し
 

 
て

頂
き

た
い

と
思

い
ま

す
。

 

■
野

菜
は

生
よ

り
加

熱
し

た
ほ

う
が

よ
い

こ
と

が
報

告
さ

れ
て

い
ま

す
。

生
の

植
 

 
物

細
胞

は
人

の
消

化
液

で
は

壊
れ

に
く

い
の

で
す

が
、

加
熱

す
る

と
壊

れ
て

有
 

 
効

成
分

が
煮

汁
に

出
て

く
る

の
で

、
有

効
成

分
の

利
用

効
率

が
高

く
な

る
か

ら
 

 
で

す
。

 

■
繰

り
返

し
に

な
り

ま
す

が
、

植
物

に
含

ま
れ

る
ポ

リ
フ

ェ
ノ

ー
ル

の
中

に
ダ

イ
 

 
オ

キ
シ

ン
類

の
毒

性
を

抑
制

す
る

も
の

が
あ

る
こ

と
が

わ
か

っ
て

き
ま

し
た

。
 

 
以

下
の

野
菜

、
果

物
、

ハ
ー

ブ
に

は
そ

の
よ

う
な

ポ
リ

フ
ェ

ノ
ー

ル
が

多
く

含
 

 
ま

れ
て

い
ま

す
。

こ
の

よ
う

な
食

品
を

積
極

的
に

摂
る

こ
と

で
、

体
調

の
改

善
 

 
が

期
待

で
き

ま
す

。
ど

れ
か

一
つ

の
食

品
ば

か
り

を
摂

取
す

る
の

で
は

な
く

、
 

 
バ

ラ
ン

ス
よ

く
多

く
の

種
類

の
食

品
を

摂
取

す
る

こ
と

も
大

事
で

す
。

 

■
赤

ワ
イ

ン
、

ビ
ー

ル
に

も
ポ

リ
フ

ェ
ノ

ー
ル

が
多

く
含

ま
れ

て
い

る
の

で
、

適
 

 
量

の
摂

取
は

同
様

に
体

調
の

改
善

に
役

立
つ

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
も

ち
ろ

 

 
ん

、
過

度
の

飲
酒

は
禁

物
で

す
。

 

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

毒
性

を
抑

制
す

る
可

能
性

が
あ

る
食

物
 

（
野

菜
）

ト
マ

ト
・

セ
ロ

リ
・

ピ
ー

マ
ン

・
シ

ュ
ン

ギ
ク

・
レ

タ
ス

・
ニ

ン
ジ

ン
・

 

 
タ

マ
ネ

ギ
・

ブ
ロ

ッ
コ

リ
ー

・
カ

ボ
チ

ャ
・

ニ
ラ

・
ダ

イ
コ

ン
・

ホ
ウ

レ
ン

ソ
ウ

・
 

 
ハ

ク
サ

イ
・

ア
ー

テ
ィ

チ
ョ

ー
ク

 

（
果

物
）

レ
モ

ン
・

ミ
カ

ン
・

リ
ン

ゴ
・

イ
チ

ゴ
・

ブ
ド

ウ
 

（
香

辛
料

・
ハ

ー
ブ

）
パ

セ
リ

・
パ

プ
リ

カ
・

シ
ソ

・
ミ

ン
ト

・
ロ

ー
ズ

マ
リ

ー
・

 

 
シ

ョ
ウ

ガ
・

ウ
コ

ン
・

コ
シ

ョ
ウ

・
ト

ウ
ガ

ラ
シ

・
タ

チ
ア

ワ
ユ

キ
セ

ン
ダ

ン
グ

サ
 

（
豆

・
穀

物
）

大
豆

・
ピ

ー
ナ

ツ
・

ソ
バ

（
嗜

好
品

な
ど

）
茶

・
赤

ワ
イ

ン
・

ビ
ー

ル
 

■
油

症
患

者
さ

ん
 の

中
に

は
脂

質
代

謝
や

免
疫

が
低

下
し

て
い

る
方

が
お

ら
れ

 

 
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

蛋
白

質
や

ビ
タ

ミ
ン

が
豊

富
な

栄
養

的
に

バ
ラ

ン
ス

の
 

 
と

れ
た

食
事

の
摂

取
を

特
に

心
が

け
る

と
と

も
に

、
タ

バ
コ

は
ひ

か
え

て
く

だ
 

 
さ

い
。

 

■
こ

れ
ま

で
の

研
究

に
よ

り
、

多
く

の
油

症
患

者
さ

ん
の

体
内

に
は

今
で

も
ダ

イ
 

 
オ

キ
シ

ン
類

が
存

在
し

、
活

性
酸

素
が

産
生

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

わ
か

り
ま

し
 

 
た

。
 

（
右

ペ
ー

ジ
に

続
く

）
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油
症

検
診

に
つ

い
て

  

 
全

国
油

症
治

療
研

究
班

で
は

、
希

望
す

る
油

症
患

者
の

方

に
、

毎
年

１
回

、
以

下
の

項
目

に
つ

い
て

検
診

を
実

施
し

、

そ
の

結
果

を
患

者
さ

ん
に

お
返

し
し

て
い

ま
す

の
で

、
診

療

の
際

の
ご

参
考

と
し

て
、

ご
活

用
く

だ
さ

い
。

 

  

 
問

診
 

血
圧

 
胸

部
レ

ン
ト

ゲ
ン

 

尿
検

査
 

血
液

検
査

※
 

内
科

的
診

察
 

皮
膚

科
学

的
診

察
 

眼
科

的
診

察
 

歯
科

的
診

察
 

骨
密

度
検

査
 

 

検
診

項
目

  

※
血
液
検
査
の
内
容
に
つ
い
て
 

○
肝

機
能
（
総

タ
ン

パ
ク
，
ア

ル
ブ

ミ
ン
，
Ａ

/
Ｇ

比
，
Ａ

Ｓ
Ｔ
，
Ａ

Ｌ
Ｔ
，
Ｌ

Ｄ
Ｈ
，
Ａ

Ｌ
Ｐ
（
ｱ
ﾙ
ｶ
ﾘ
ﾌ
ｫ
ｽ
ﾀ
ｰ
ｾ
ﾞ）

，
γ

-
Ｇ

Ｔ
Ｐ
，
Ｌ

Ａ
Ｐ
，
総

ビ
リ
ル
ビ
ン
，
直
接
ビ
リ
ル
ビ
ン
，
コ
リ
ン
エ
ス
テ
ラ
ー
ゼ
）
 

○
Ｃ
Ｐ
Ｋ
 

○
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
 

○
血
糖
 

○
脂

質
（
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
，
Ｈ

Ｄ
Ｌ

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
，
中

性
脂

肪
，

β
-リ

ボ
蛋
白
）
 

○
腎

機
能
（
尿

素
窒

素
，
ク

レ
ア

チ
ン
，
尿

酸
，
ナ

ト
リ

ウ
ム
，
ク

ロ
ー

ル
，
カ
リ
ウ
ム
，
カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

○
血

球
（
白

血
球

数
，
赤

血
球

数
，
血
色

素
量
，
ヘ

マ
ト

ク
リ

ッ
ト
，
Ｍ

Ｃ
Ｖ
，
Ｍ
Ｃ
Ｈ
，
Ｍ
Ｃ
Ｈ
Ｃ
，
血
小
板
数
）
 

 ※
検

査
項

目
や

そ
の

内
容

は
、
年

ご
と

に
変

わ
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
の

で
、
詳
細
は
患
者
さ
ん
が
お
持
ち
の
検
診
結
果
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

 

 
油

症
検

診
の

記
録

  

油
症

検
診

 

【
受

診
日

】
 

  
年

 
 月

 
 日

 

【
受

診
し

た
県

】
 

 
 

 
  
  
  
 

県
 

 
※

ど
ち

ら
か

に
丸

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
指

摘
な

し
（

異
常

な
し

）
 

 
２

．
指

摘
あ

り
（

要
検

査
）

 
 

指
摘

の
あ

っ
た

点
 

油
症

検
診

の
結

果
、

再
検

査
ま

た
は

精
密

検
査

を
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
欄

を
結

果
の

記
録

に
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
所

 
 

 

主
な

検
査

項
目

と
検

査
結

果
 

  

そ
の

他
の

事
項

 

過
去

の
検

診
結

果
に

つ
い

て
お

知
り

に
な

り
た

い
場

合
は

、
検

診
を

受
け

ら
れ

た
都

道
府

県
の

相
談

窓
口

ま
で

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。
 

（
再

検
査

を
実

施
さ

れ
た

医
療

機
関

の
方

へ
）

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
ご

本
人

か
ら

手
帳

へ
の

記
載

の
ご

要
望

が
あ

っ
た

場
合

は
、

可
能

な
範

囲
で

ご
協

力
を

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。
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油

症
検

診
の

記
録

  

油
症

検
診

 

【
受

診
日

】
 

  
年

 
 月

 
 日

 

【
受

診
し

た
県

】
 

 
 

 
  
  
  
 

県
 

 
※

ど
ち

ら
か

に
丸

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
指

摘
な

し
（

異
常

な
し

）
 

 
２

．
指

摘
あ

り
（

要
検

査
）

 
 

指
摘

の
あ

っ
た

点
 

油
症

検
診

の
結

果
、

再
検

査
ま

た
は

精
密

検
査

を
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
欄

を
結

果
の

記
録

に
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
所

 
 

 

主
な

検
査

項
目

と
検

査
結

果
 

  

そ
の

他
の

事
項

 

過
去

の
検

診
結

果
に

つ
い

て
お

知
り

に
な

り
た

い
場

合
は

、
検

診
を

受
け

ら
れ

た
都

道
府

県
の

相
談

窓
口

ま
で

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。
 

（
再

検
査

を
実

施
さ

れ
た

医
療

機
関

の
方

へ
）

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
ご

本
人

か
ら

手
帳

へ
の

記
載

の
ご

要
望

が
あ

っ
た

場
合

は
、

可
能

な
範

囲
で

ご
協

力
を

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

 
油

症
検

診
の

記
録

  

油
症

検
診

 

【
受

診
日

】
 

  
年

 
 月

 
 日

 

【
受

診
し

た
県

】
 

 
 

 
  
  
  
 

県
 

 
※

ど
ち

ら
か

に
丸

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
指

摘
な

し
（

異
常

な
し

）
 

 
２

．
指

摘
あ

り
（

要
検

査
）

 
 

指
摘

の
あ

っ
た

点
 

油
症

検
診

の
結

果
、

再
検

査
ま

た
は

精
密

検
査

を
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
欄

を
結

果
の

記
録

に
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
所

 
 

 

主
な

検
査

項
目

と
検

査
結

果
 

  

そ
の

他
の

事
項

 

過
去

の
検

診
結

果
に

つ
い

て
お

知
り

に
な

り
た

い
場

合
は

、
検

診
を

受
け

ら
れ

た
都

道
府

県
の

相
談

窓
口

ま
で

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。
 

（
再

検
査

を
実

施
さ

れ
た

医
療

機
関

の
方

へ
）

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
ご

本
人

か
ら

手
帳

へ
の

記
載

の
ご

要
望

が
あ

っ
た

場
合

は
、

可
能

な
範

囲
で

ご
協

力
を

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。
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油

症
検

診
の

記
録

  

油
症

検
診

 

【
受

診
日

】
 

  
年

 
 月

 
 日

 

【
受

診
し

た
県

】
 

 
 

 
  
  
  
 

県
 

 
※

ど
ち

ら
か

に
丸

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
指

摘
な

し
（

異
常

な
し

）
 

 
２

．
指

摘
あ

り
（

要
検

査
）

 
 

指
摘

の
あ

っ
た

点
 

油
症

検
診

の
結

果
、

再
検

査
ま

た
は

精
密

検
査

を
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
欄

を
結

果
の

記
録

に
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
所

 
 

 

主
な

検
査

項
目

と
検

査
結

果
 

  

そ
の

他
の

事
項

 

過
去

の
検

診
結

果
に

つ
い

て
お

知
り

に
な

り
た

い
場

合
は

、
検

診
を

受
け

ら
れ

た
都

道
府

県
の

相
談

窓
口

ま
で

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。
 

（
再

検
査

を
実

施
さ

れ
た

医
療

機
関

の
方

へ
）

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
ご

本
人

か
ら

手
帳

へ
の

記
載

の
ご

要
望

が
あ

っ
た

場
合

は
、

可
能

な
範

囲
で

ご
協

力
を

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

 
油

症
検

診
の

記
録

  

油
症

検
診

 

【
受

診
日

】
 

  
年

 
 月

 
 日

 

【
受

診
し

た
県

】
 

 
 

 
  
  
  
 

県
 

 
※

ど
ち

ら
か

に
丸

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
指

摘
な

し
（

異
常

な
し

）
 

 
２

．
指

摘
あ

り
（

要
検

査
）

 
 

指
摘

の
あ

っ
た

点
 

油
症

検
診

の
結

果
、

再
検

査
ま

た
は

精
密

検
査

を
受

け
ら

れ
た

場
合

は
、

以
下

の
欄

を
結

果
の

記
録

に
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
日

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

再
検

査
又

は
精

密
検

査
を

受
け

た
所

 
 

 

主
な

検
査

項
目

と
検

査
結

果
 

  

そ
の

他
の

事
項

 

過
去

の
検

診
結

果
に

つ
い

て
お

知
り

に
な

り
た

い
場

合
は

、
検

診
を

受
け

ら
れ

た
都

道
府

県
の

相
談

窓
口

ま
で

お
問

合
せ

く
だ

さ
い

。
 

（
再

検
査

を
実

施
さ

れ
た

医
療

機
関

の
方

へ
）

検
査

結
果

に
つ

い
て

、
ご

本
人

か
ら

手
帳

へ
の

記
載

の
ご

要
望

が
あ

っ
た

場
合

は
、

可
能

な
範

囲
で

ご
協

力
を

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。
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メ
モ

欄
（

受
診

の
予

定
の

記
録

な
ど

に
お

使
い

く
だ

さ
い

。
）

 

⑫
 

⑬
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⑭
 

⑮
 

- 195-



⑯
 

⑰
 

- 196-



⑱
 

⑲
 

- 197-



㉑
 

⑳
 - 198-



㉓
 

㉒
 - 199-



㉕
 

㉔
 - 200-



㉗
 

㉖
 - 201-



㉙
 

㉘
 - 202-



㉛
 

㉚
 - 203-



㉝
 

㉜
 - 204-



㉞
 

㉟
 

- 205-



㊲
 

㊱
 - 206-



㊴
 

㊳
 - 207-



㊵
 

㊶
 

- 208-



㊸
 

㊷
 - 209-



 

カ
ネ
ミ
油
症
に
関
す
る
都
道
府
県
相
談
窓
口
①

 
 

  
北
 海

 道
 
0
11

-2
04

-5
26

1 
保
健
福
祉
部
健
康
安
全
局
食
品
衛
生
課

 
 
青
 森

 県
 
0
17

-7
34

-9
21

4 
 健

康
福
祉
部
保
健
衛
生
課
 

 
食
品
衛
生
グ
ル
ー
プ
 

 
岩
 手

 県
 
0
19

-6
29

-5
32

3 
 環

境
生
活
部
県
民
く
ら
し
の
安
全
課

 
 
宮
 城

 県
 
0
22

-2
11

-2
64

4 
 環

境
生
活
部
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 食
と
暮
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局
健
康
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全
部
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課

 
 
神
奈
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0
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部
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生
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石
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0
76

-2
25
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健
康
福
祉
部
薬
事
衛
生
課
 

 
福
 井

 県
 
0
77
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-0
35
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健
康
福
祉
部
医
薬
食
品
・
衛
生
課
 

 
山
 梨

 県
 
0
55

-2
23

-1
47

6 
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
 

 
長
 野

 県
 
0
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35

-7
15

5 
健
康
福
祉
部
食
品
・
生
活
衛
生
課

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
食
品
衛
生
係
 

 
岐
 阜

 県
 
0
58

-2
72

-8
28

0 
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課
 

 
静
 岡

 県
 
0
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-2
21

-2
53

8 
健
康
福
祉
部
衛
生
課
 

 
愛
 知

 県
 
0
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-9
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29

7 
保
健
医
療
局
生
活
衛
生
部
生
活
衛
生
課

 
 
三
 重

 県
 
0
59

-2
24

-2
34

3 
医
療
保
健
部
食
品
安
全
課
 

 
滋
 賀

 県
 
0
77
-5
28
-3
64

3 
健
康
医
療
福
祉
部
生
活
衛
生
課
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
食
の
安
全
推
進
室
 

  
油

 症
 外

 来
 

■
九

州
大

学
病

院
皮

膚
科

 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

0
9

2
－

6
4

2
－

5
2

1
1

 

日
 

時
 

毎
週

水
曜

日
 

1
3

：
3

0
～

1
5

：
3

0
 

■
長

崎
大

学
病

院
皮

膚
科

・
ア

レ
ル

ギ
ー

科
 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

0
9

5
-
8

1
9

-
7

4
7

0
 

日
 

時
 

毎
週

金
曜

日
 

1
4

:0
0

～
1

6
:0

0
 

■
長

崎
県

五
島

市
中

央
病

院
油

症
外

来
 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

0
9

5
9

-7
2

-
3

1
8

1
 

日
 

時
 （

皮
膚

科
）

第
１

水
曜

日
 

 
 

  
9

:3
0

～
1

1
:3

0
 

 
 

 
 （

内
 

科
）

第
２

・
４

金
曜

日
 

  
9

:3
0

～
1

1
:3

0
 

電
話

予
約

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

（
令

和
５

年
５

月
現

在
）

 

  
油

症
相

談
窓

口
 

■
油

症
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
研

究
診

療
セ

ン
タ

ー
 

■
各

地
の

油
症

相
談

支
援

員
・

油
症

相
談

員
 

あ
な

た
の

油
症

相
談

支
援

員
・

相
談

支
援

員
は

、
 

(氏
名

) 
 

 
 

 
 

 
 

(電
話

番
号

) 

〒
8

1
2

-
8

5
8

2
福

岡
市

東
区

馬
出

3
-1

-1
 

九
州

大
学

病
院

ウ
エ

ス
ト

ウ
イ

ン
グ

５
階

  

T
E

L
：

0
9

2
-6

4
2

-5
2

1
1

 

F
A

X
：

0
9

2
-
6

4
2

-5
2

0
1

  

油
症

相
談

支
援

員
が

、
担

当
医

師
・

看
護

師
な

ど
の

専
門

ス
タ

ッ
フ

と
連

携
し

て
、

ご
相

談

に
対

応
い

た
し

ま
す

。
 

※
不

在
・

対
応

中
の

場
合

も
折

り
返

し
ご

連
絡

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 お
困

り
の

こ
と

な
ど

、
お

気
軽

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

○
福

岡
県

・
長

崎
県

を
中

心
に

、
複

数
の

油
症

相
談

支
援

員
及

び
相

談
支

援
員

が
、

ご
相

談

に
対

応
し

て
い

ま
す

。
 

○
ご

相
談

を
ご

希
望

の
方

は
、

上
記

の
相

談
窓

口
又

は
、

お
住

い
の

都
道

府
県

相
談

窓
口

（
右

ペ
ー

ジ
）

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

 

※
お

近
く

の
油

症
相

談
支

援
員

・
油

症
相

談
員

の
情

報
を

メ
モ

し
て

お
使

い
く

だ
さ

い
。

 

㊺
 

㊹
 

（
令

和
５

年
５

月
現

在
）

 

電
話

予
約

を

お
願

い
し

ま

す
。
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（
令

和
５

年
５

月
現

在
）

 

こ
の

冊
子

は
、
「
カ

ネ
ミ

油
症

患
者

に
関

す
る

施
策

の
総

合
的

な
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
24

年
９

月
５

日
法

律
第

82
号
）
」
及

び
同

法
に

基
づ

き
策

定
さ

れ
た

基
本

指
針

に
よ

る
、
国

の
支

援
措

置
の

一

環
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
が
製
作
し
た
も
の
で
す
。
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食安企発 0628第 1号 
社援保発 0628第 1号 
平成 25年 6月 28日 

  都道府県 

各 指定都市 殿 

  中 核 市 

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 

食品安全部企画情報課長 

（公  印  省  略）

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 

保 護 課 長 

（公  印  省  略）

カネミ油症患者に対する健康調査支援金等の生活保護制度上の取扱いについて

 平成 24 年 9 月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に

関する法律」及び同法に基づき平成 24 年 11 月に告示された「カネミ油症患者

に関する施策の推進に関する基本的な指針」に基づき、本年度より、カネミ油

症患者（カネミ油症事件において健康被害を受けた者として、同法第 2 条第 3

項に規定するものをいう。）に対して、健康調査支援金（年額 19 万円）が支給

されることとなりました。これは、患者に対する健康実態調査を円滑に実施し、

カネミ油症患者の生活の質の維持向上を図ること、ひいてはカネミ油症患者の

健康被害の回復に資することを目的としており、カネミ油症健康実態調査に協

力した場合に支給されるものです。

また、同法及び同指針を踏まえ、国による支援の下で、過去の訴訟上の和解

等に基づく一時金の残余等（年額 5 万円程度）が原因事業者であるカネミ倉庫

株式会社よりカネミ油症患者に支払われることとなりました。 

 健康調査支援金及び一時金の残余等（以下「健康調査支援金等」という。）に

ついては、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和 36 年 4 月 1 日厚

生事務次官通知）第８の３の（３）のオ「災害等によって損害を受けたことに

より臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金」に該当するものです。 

このため、保護の実施機関の事前承認があるものであって「当該被保護世帯

の自立更生のためにあてられる額」は、生活保護法による収入認定から除外さ

衛生主管部（局）長 

民生主管部（局）長 
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れることとなります。「自立更生のためにあてられる額」としては、カネミ油症

患者は、日々の生活において一般的な程度以上に健康状態の維持管理に配慮を

要していることから、例えば、 

① 鍼灸やマッサージの通院など保健医療関連の支出（医療扶助で支給する

必要があるものを除く）

② 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するための家庭用耐久消費財、

寝具類、家事雑貨の支出

③ 健康上の理由から身体的な負担を極力軽減するために、通常よりも支出を

要すると考えられる交通費、通信費、家事サービスの支出

などが該当するものと考えられますが、個別の認定に当たっては、厚生労働省

社会・援護局保護課に情報提供をお願いします。 

 生活保護における収入認定にあたっては、健康調査支援金等について上記を

踏まえた取扱いとなるよう、貴管内市区町村及び関係機関あて周知をお願いし

ます。 
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食安企発１２１２第１号 

平成２４年１２月１２日 

 

（社）日本医師会 

      常任理事 石川広己 殿 

  

                   

                    厚生労働省医薬食品局 

食品安全部企画情報課長 

 

 

診断基準の拡大による新たな患者認定の際の意見書作成及び 

油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について 

 

 

 食品安全行政の推進につきましては、平素より多大なご支援ご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。 

 カネミ油症事件は、昭和４３年１０月に西日本を中心に発生した米ぬか油に

よる食中毒事件です。 

カネミ油症患者に対する支援については、先の通常国会で成立した「カネミ

油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」や同法に基づき策定され

た「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」（以下「基本

指針」という。）に基づき、原因事業者であるカネミ倉庫（株）による医療費

の支払い等の支援、カネミ油症患者の健康状態の把握、油症診断基準の見直し

や医療提供体制の確保を図ることとなっております。 

つきましては、貴職におかれましても、こうした対策の実施についてご理解

いただくとともに、下記について、地域医師会及び貴会会員のご協力を賜りま

すよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

また、カネミ油症に関する正しい知識についての普及啓発等を行うため、厚

生労働省ホームページ内にカネミ油症に関するサイト（※）を設置しております

ので、あわせて、地域医師会及び貴会会員へ情報提供をお願いいたします。 

今後とも、カネミ油症患者の支援について、御協力をお願い申し上げます。 

 

※http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/ 
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記 

 

１．  カネミ油症患者の認定は、油症治療研究班（研究代表者：古江増隆九

州大学教授）が策定した油症診断基準に基づいて行われてきましたが、

今般の法律制定時に、立法府より、診断基準について、事件当時の同居

家族で健康被害を受けた者が、家族内で認定結果が分かれることのない

よう見直すよう求められたところです。これを受け、油症治療研究班に

おいて、本年１２月３日付で、事件当時の同居家族であり、現在も症状

を有し、継続的な治療その他健康管理を要する場合は、油症患者とみな

すとの改定（参考１）が行われ、認定する際には、医師の意見書を要す

ることとなりました。今後は、同居家族としての認定を求める者（以下

「申請者」という。）は、主治医等に意見書（参考２）の記載を依頼し、

これを都道府県知事等に提出することとなります。 

つきましては、申請者より、意見書への記載について、貴会会員医療

機関に対し、依頼があった場合には、ご協力いただくようお願いいたし

ます。 

なお、当該意見書は、主治医等にカネミ油症であるか否かのご判断を

お願いするものではなく、申請者の現在の症状や疾患について、継続的

な治療やその他の健康管理を要するかどうかを記載していただくもので

す。 

 

２．  基本指針において、カネミ倉庫（株）が発行している油症患者受療券

が利用できる医療機関数の拡大を図ることとされています。厚生労働省

では、平成２５年度に実施予定のカネミ油症患者の健康実態調査におい

て、カネミ油症患者の方々に油症患者受療券の取扱を希望する医療機関

について、要望をお伺いする予定です。その結果を受けて、今後、都道

府県等から、地域医師会又は医療機関に、油症患者受療券の取扱につい

て依頼がなされることがあり得ます。そうした際には、できる限りご協

力いただくよう、お願い申し上げます。 

 

  ※ 油症患者受療券とは、カネミ油症患者が医療機関に提示することによ

り、窓口での利用者負担の支払を要することなく医療を受けることを可

能とするものです。油症患者受療券の取扱について同意いただける医療

機関については、医療費の利用者負担分を直接カネミ倉庫（株）に請求

いただくこととなります。 

以上 
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